
はじめに
（第一次提言、第二次提言）
　２０００年８月、産業構造審議会情報経済分科会は第一次提言を公表した。その要点は、ＩＴへの立ち後れという事実認識をもとに、コスト、ルール、システムから成る国家制度の再設計が求められること、コスト面では規制から競争ルールへの転換が、ルール面では規制から規範への転換が、システム面では固定から流動への転換が必要であることを提案した。こうした制度設計の詳細は、２０００年１１月の第二次提言においてより具体的に提示された。
（オープンな政策形成への貢献）
　第一次提言及び第二次提言の果たした役割は２つに集約される。一つはＩＴ革命という現象に関して、制度設計の全体像を示したこと、そして２つ目には、このことが、通信・放送・情報などのＩＴに関連する幅広い政策形成の過程をより開放し、多様な利害を有する多くの主体が参加を得ながら、国としての統一的な政策を形成する流れを形作る一助となったことである。
（問題意識～情報市場のインパクトをどう活かすのか）
　その後約１年の間に、ＩＴの進化は、電話線の上に構築されたナローバンドの段階から、電話線から独立したブロードバンドの段階へと変化している。電話、放送、データという３種類のコンテンツが電話網、放送網、インターネットという別々のネットワーク層の上で提供される世界に加え、あらゆる情報がインターネットの上でも生産され、加工され、流通され、消費される世界が生まれつつある。この提言では、これをデジタル情報市場、あるいは単に情報市場と呼んでいる。この情報市場が持つインパクトを経済の活力に結びつけていくためには、官民がいかなる役割分担のもとで、どう対応すべきなのか。
　これがこの第三次提言の問題意識である。そしてこの回答を得るために、今一度、根元的な問いかけにもどりたい。我が国経済が８０年代に成功したのは何故か、９０年代に失速したのは何故か。これとは対照的に、８０年代に不振であった米国が９０年代に復活したのは何故か。７０年代の石油危機、８０年代の円高危機など様々なショックに対して極めて高い調整能力を示した日本型経済社会システムが、９０年代におけるＩＴ化という環境変化に機能不全であったのは何故か。８０年代において情報化先進国と称された我が国がＩＴ先進国になれなかったのは何故か。
（手法～歴史の展望）
　こうした点を明らかにするために、この提言では、まず戦後の我が国経済の歴史を振り返ることとする。ここで明らかにされるのは、軽工業から重工業へ、そして加工組立工業へと、戦略的な産業が変遷する中で、我が国が経済社会システムをダイナミックに変革し、戦略分野における比較優位を獲得してきた歴史である。と同時に、９０年代以降現在に至るまで、ＩＴ化という構造変化が進む中で、我が国では制度疲労が指摘され、米国ではその経済社会システムがニューエコノミーを導いた原動力と指摘されているという事実である。
（テーマ～ネットワークの創造的再構築）
　この作業を通じて、ＩＴの本質が、情報化との比較において浮き彫りにされ、我が国の限界が明らかにされよう。この提言案は、ＩＴ革命の本質を組織革命に見出している。ＩＴ革命が情報市場を提供し、従来以上に効果的な組織形成を可能としている中で、我が国のシステムが組織の改変を妨げているところに問題を見出している（制度疲労）。その上で、自由な組織変革が可能となり、さらにはそうした誘因が生じるよう、情報市場、経済社会、行政の３層にわたる制度改革を提言する。「ネットワークの創造的再構築」。これがこの提言のテーマである。
（危機感～国富創造メカニズムと所得再分配メカニズムの同時破綻）
　この提言の前提にある危機感は、我が国の国富創造メカニズムと所得再分配メカニズムの同時破綻である。我が国においては、系列、規制、財政を通じて、輸出産業がもたらす所得を経済全体に再分配することによって、社会的な安定が保たれてきた。しかし、輸出主導の行動は途上国のキャッチアップや国際的調和の要請によって制約され、規制改革が進み、他方で高齢化に伴う年齢間の再分配という新たなニーズが生じている。他方、ＩＴや規制改革などへの対応の遅れによって、国富創造メカニズムも機能が低下している。この結果、所得再分配メカニズムは財政システムに過度に偏り、これが財政の悪化となって顕在化している。現在のシステムを維持する限り、こうした再分配メカニズムの破綻は避けられない。富を生み出す新たなシステムを構築し、これを効果的に再分配する仕組みを編み出さない限り、社会の安定が保てないところに、今の危機感がある。
（未来～組織改革に成功した企業群、国富拡大の新たなメカニズム）
　そしてこの提言が目指す未来は、高度な加工組立産業の次を担うＩＴ産業が繁栄するという姿ではない。ＩＴは組織革命をもたらす技術革新であり、デジタル情報市場という経済社会の新たな基盤を提供するものである。今までの組織のありかたを見直し、情報市場を通じた新たな連携を構築し、組織の中でしか共有しえないコアとなる情報を再設定した企業や行政のみが、世界的に通用する。こうした企業群の集積は、シリコンバレーをはじめとした世界各地のイノベーション集積との間で補完的な関係を築きながら、世界的なイノベーションネットワークの一翼を担うこととなろう。そこに見られるのは、組織変革に成功した高度ＩＴ利用企業群とも呼べる情報企業の一群が、新たな雇用機会を生みだし、我が国経済の比較優位を担うという姿となろう。
（構成と提言の骨格）
　第一章では、高度成長期以降８０年代までの我が国経済の歴史を振り返る。ここでは、我が国の経済社会システムが戦前型から戦後型へと大きく改革され、その結果として人々の組織間の流動性が極めて低い社会が出現、こうした枠組の中で製造業の高度化に大きな成果を挙げると同時に、石油危機や円高などの相対価格体系の激変に対して高い調整能力を示してきた事実が明らかにされる。
　第二章では、９０年代の評価に光を当てる。８０年代以降、世界的に見て古いネットワークを解体し再生する大きな２つの潮流変化が生じた。規制改革とＩＴである。規制改革は通信、エネルギー、運輸、金融などいわゆるネットワーク産業におけるネットワークの解体と再生をもたらし、ＩＴは全ての組織、企業、産業、経済、社会におけるネットワークの解体と再生をもたらした。９０年代に生じた国ごとの経済格差は、この取り組みに成功した国と出遅れた国の間の格差であることを指摘する。
　第三章では、いわゆる情報化の歴史を振り返りながら、情報化との対比でＩＴの本質を指摘する。ここでまず明らかにされるのは、情報産業における市場構造のアンバンドルの歴史であり、規制と独占への挑戦の歴史である。インターネットの登場により、電話市場や放送市場とは異なる水平アンバンドル型の構造を持つ新たな情報市場が登場する。情報市場の登場は、これを活用する産業のあり方をも変革する。限られたメンバーのみでのコミュニケーションが情報市場で代替することが可能となり、企業組織や企業間連携を根本から組み直す必要が生じている。政策形成を担ってきた行政のあり方も同様である。垂直統合型の企業組織や企業連携、縦割りの行政組織を水平的、機能的に再編（アンバンドル）すべきことが指摘される。
　第四章では、情報市場、経済社会、行政の３つの組織において、ＩＴがもたらす組織改革の方向性とこれを支える制度改革を提示する。ＩＴ産業における高コスト構造の打破と効率的で信頼できる情報市場の構築、情報市場の整備をきっかけとしたイノベーションを生み出す経済社会への変革、イノベーションに即応した政策形成を担う行政システムの構築がその目的となる。このために、経済構造改革、行政改革、財政改革、司法制度改革などの構造改革を、ＩＴによる組織改革をテーマとして、統合的に実行すべきことが示される。
　情報市場の領域（第一節）では、情報市場におけるネットワークの解体と再生がテーマとなる。第一に、規制と独占への挑戦によって、効率的な情報市場を実現することが主張される。垂直統合型の独占企業に対する競争政策上の監視体制の強化（情報市場における競争政策指針）、規制の改革（旧規制の不適用、新規規制ゼロ方針）、電波制度の改革がその内容となる（創造的破壊を生み出す競争政策の提案）。第二に、自治機能の強化によって、信頼され誰もが安心して参加できる情報市場を実現することが主張される。このための規範強化に関する提案（電子商取引等に関する準則の策定、ＡＤＲ基本法制度の素案、刑事規範の充実）を行う。

　経済社会の領域（第二節）では、経済社会におけるネットワークの創造的再構築がテーマとなる。情報市場を活用しながら組織変革を試みる企業を支持するシステム改革が目標となる。ＩＴの本質をあらゆる産業における組織改革の可能性に求め、我が国において組織進化が行われるために、組織改革のインセンティブとしての情報市場の整備を行った上で（第一節）、信頼されるマクロ環境整備の方向性（国民負担の軽減、官から民への資源配分へのコミット）と、組織進化の多様性を許容する経済社会システムの完成（金融、労働市場における公的仲介機能の縮小、市場を通じた企業統治の強化）、価値観の多様化に向けた教育改革（多層構造で開放的な教育システム）を提言する。
　行政の領域（第三節）では、行政におけるネットワークの創造的再構築がテーマとなる。独占的に政策形成を担ってきた行政システムを清算し、技術革新に制度改革が遅れることないよう、競争的な政策形成メカニズムを構築することがテーマとなる。省庁再編をハード面での行政改革と呼ぶならば、これはソフト面からの行政改革に他ならない。情報市場を活用することによって、垂直統合的な行政組織をアンバンドルし、より安価で高品質なサービス（政策形成と公的サービス）を実現することが提示される。

第1章 日本経済の軌跡～経済社会システムの精算と選択

（要約）

第一章では、高度成長期以降８０年代までの我が国経済の歴史を振り返る。ここでは、我が国の経済社会システムが戦前型から戦後型へと大きく改革され、その結果として人々の組織間の流動性が極めて低い社会が出現、こうした枠組の中で製造業の高度化に大きな成果を挙げると同時に、石油危機や円高などの相対価格体系の激変に対して高い調整能力を示してきた事実が明らかにされる。
（１）戦後高度成長の時代～日本型経済システムの構築
　１９５０年代半ばから７０年代はじめまでは高度成長の時代と言われている。この時期、我が国経済は年率１０％弱の成長を遂げ、１９６８年には世界第二位のＧＮＰを達成した。貯蓄不足がこの時代の成長制約要因であったが、貿易収支は５５年にはじめて黒字を計上した後、６４年以降黒字が定着するなど、この制約要因も克服されるに至った。この間、産業構造の高度化も急速に進んだ。即ち、この時期、素材工業が国際的地位を確立するとともに、加工組立工業の比重も徐々に高まるとともに、加工組立工業の内容もより高度なものへと展開していった。
　このように高度成長の時代とは、マクロ経済の拡大とともに我が国の比較優位構造がダイナミックに転換する過程でもあった。そしてその背後には、戦前の経済社会システムが一旦清算され、新たな経済社会システムが構築されたという事実を指摘しておかねばならない。
　戦前の経済社会システムは、流動的な雇用市場、直接金融主体の金融市場、株主による企業ガバナンス、財閥構造などに特徴づけられていた。こうした戦前の経済システムは、重工業化の進展という市場の変化、戦時経済体制や戦後民主化などの制度変更などを経て、大きく変質した。固定的な労働市場、間接金融主体の金融市場、メインバンクシステム、系列といった現象が、経済社会システムとして安定したのもこの高度成長期であったと言われている（図表１）。
　雇用、金融、企業内ガバナンス、企業間関係の４つの側面の特質を表すこうしたシステムは、特定メンバーの間で継続的な取引関係を構築する方向に作用する。こうして築かれた長期的な関係のもとで、緊密なネットワークが組まれ、分権的に情報が共有され、グループ外との競争を刺激として、徹底した生産現場レベルでの効率化を達成した。国内には効率的部門と非効率部門（製造業と非製造業、大企業と下請中小企業など）が併存することとなったが、成長の果実が参入規制とこれによってもたらされた内外価格差や財政移転というルートで再分配されることにより、社会的な安定が保たれた。
[image: image1.emf] 

企

業

間

構

造

企

業

内

構

造

金融

雇用

企業

ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

企業

連携

協調

と

競争

戦前の

経済システム

経済システムの変革要因

1930

年代

37

年

（日中戦争）

～戦中

戦後

重工業化

戦時統制

財閥解体

戦時統制

戦時統制

重工業化

重工業化

ブルーカラーの囲い込み　→　終身雇用、年功賃金へ

・賃金統制　→　定昇へ

（３９年）

・終身雇用

・年功賃金／定昇

・企業別組合

・大日本産業報国会　→　企業別組合へ

（４０年）

・従業員からの経営者選抜

・軍需会社法　→　株主権限の制限・経営の台頭

（軍需融資指定金融機関制度）

→　経営と資本の分離へ

大衆資金の導入　→　銀行の台頭へ

生産能力の限界　→　下請化「協力会」

・会社経理統制令（４０年）→株価低迷→間接調達へ

・金融統制団体令（４２年）

　　全国金融統制会　　→　　共同融資

資本自由化

（６０年）

株価低迷　→　持合い

・株式持ち合い

・下請

・カルテル重視

・事業法による

　会社規制

事業法

臨時物資需給調整法

（４６年）

・事業法・重要産業団体令→

　　　　　　（４１年）

　　　「産業別統制会」

→

規制へ

統制会→産業別団体

　ｶﾙﾃﾙ／業界団体へ

現在の

経済システム

最近の変化

目指すべき

経済システム

７０年代　　８０年代　　　９０年代

図表１　日本的システムの改革

現在の経済システムは、戦前の経済社会システムを一旦清算し、重工業化・戦時経済体制や戦後民主化などの制度

変更などを経て、高度成長期に形成された。このシステムは製造業の高度化をもたらしたが、ＩＴを組み込む上で不可

欠な柔軟な組織改革を実行する上で、障害となっている。かつて世界最高と賞賛された日本的システムの改革こそ、Ｉ

Ｔ革命実現のために急務である。
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（２）７０年代～石油危機と円高ショックの克服
　　　８０年代～国家目標の転換とゆとりと豊かさの時代へ
　１９７０年代から８０年代、我が国経済は、大きな危機に直面した。石油危機と円高ショックである。こうした相対価格体系（輸出価格の輸入価格に対する相対化価格の激変）の激変に対して、我が国経済は極めて柔軟かつ迅速に対応した。特に、我が国の製造業は、エネルギー価格や輸出価格の高騰に対応して、徹底した効率化と高度化を実現した。自動車産業が鉄鋼業を抜いて輸出トップとなったのは７７年、世界第一位の生産台数を達成したのは８０年のことであった。
　平時及び緊急時における成功は、日本的経済・経営システムの成功とみなされるに至る。８０年代においては、こうした経済面での成功を受けて、その果実をいかに公平に社会全体に分配するかという点に関心が移った。
　それは、ある時は途上国への支援（黒字還流）、ある時は先進国への協力（貿易摩擦解消のための産業協力）、ある時は地域の活性化、ある時は福祉の充実や環境への配慮という言葉で語られた。ゆとりと豊かさへ。この時期に掲げられたこの標語は、効率化から公平性へと国家目標が再設定された事実を物語っている。
	「コラム」８０年代に見失ったもの～本当の改革への取組の遅れ
　８０年代の通産政策は、ゆとりと豊かさへという標語で語られるが、この前提に経済システムの成功と自信があった。しかし、この８０年代は、第二章で述べるように、製造業の改良の時代から、ネットワーク改革の時代へと移行する重要な技術革新が生じた時期でもあった。安定した経済状況が、行政も経営も、こうした潜在的変化への反応を鈍らせ、９０年代の不振につながった側面は否定できない（図表２）。
　逆に、双子の赤字と低成長、高失業に悩まされた米国や英国が、いち早く８０年代の技術革新を経済に取り組む構造改革を実行したが、これが９０年代の再生につながっている。


　この時期、日米間の成長率格差、貿易収支の不均衡、個別産業の貿易摩擦を背景に催された日米構造協議は、膨大な黒字と最先端の産業における比較優位を生み出している、いわば「成功した」我が国の経済システムそのものの解体を求めるものであった。それは、我が国の経済システムを閉鎖的・非競争的なものとして捉え、その開放を求めるものであった。
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図表２　　ネットワーク系産業の規制改革（８０年代）とＩＴ革命（９０年代）への立ち後れ

円高・石油危機を最も迅速に克服した日本的システムは、８０年代において世界最高と称されるに至ったが、

この成功が故に、８０年代に起きたネットワーク系産業の規制改革と、９０年代のＩＴ革命双方に出遅れること

となった。

ＩＴ革命　

ＩＴ産業

ネットワーク系産業

　　（ＩＴ需要の約４割）

ネットワーク系産業の規制改革

○

×

○

×

（通信・エネルギー・金融・行政）

効率的なネットワーク

系産業

効率的なＩＴ産業

独占的なネットワーク

系産業

非効率なＩＴ産業

日本

米国



（３）９０年代～日米の逆転、本当の危機感
　しかし皮肉なことに、９０年代、日米の経済パフォーマンスは逆転する。我が国の成長率は８０年代の４％から９０年代には１．２％に低下、失業率も９０年に２．１％だったものが現在は５．３％（２００２年１月）にまで悪化している。他方、米国の成長率は８０年代の３．２％から９０年代には３．３％へ、９０年代後半には４．２％へと上昇、失業率も９０年に５．６％だったものが現在は４％にまで低下している。
　
　我が国経済の不振の原因として制度疲労が指摘される一方、日米構造協議からわずか１０年後の２０００年、米国は大統領経済報告において、ニューエコノミーでの成功を米国経済システムの成功と捉えるにまで至る。
　世界的な国力比較において、我が国は一貫してその地位を上昇させてきたが、９０年代にはこのトレンドが一転した。１人当りのＧＮＰ、国際競争力比較、ＩＴ環境など様々な比較において共通して見られることは、米国との格差が拡大、欧州に再び追いつかれ、アジア諸国に急迫され追い越されるという図式である（図表３）。
　こうした現象の背後にある本当の危機感は、我が国の国富創造メカニズムと所得再分配メカニズムの同時破綻の可能性である。ＩＴや規制改革などへの対応の遅れによって、国富創造メカニズムも機能が低下する中で、所得再分配メカニズムは財政システムに過度に偏り、これが財政の悪化となって顕在化している。少子、高齢化が進む中で現在のシステムを維持する限り、こうした再分配メカニズムの破綻は避けられない。富を生み出す新たなシステムを構築し、これを効果的、かつ公正公平に再分配する仕組みを編み出さない限り、社会の安定が保てないところに、今の危機感がある。
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図表３　９０年代以降のトレンド変化

我が国は８０年代までは一環してその国際的な地位を上昇させてきたが、９０年代にはこのトレンドが一転し

ている。円高・石油危機には対応できたが、ネットワークの再構築に出遅れたことが原因である。

・日本は８０年から９０年にかけて、

　欧州諸国を超える勢いで米国に

　キャッチアップ。

・９０年から９９年にかけて日本は急激に失速。

・一方欧州各国は米国との距離を一定に保ち、

　更に韓国が猛追。

・米国、欧州との差は、開いていく一方。

・更に、韓国にも追い抜かれる？

ネットワークの

解体と再生

円高

石油危機

日本

ＥＵ

韓国

ネットワーク

系産業の規

制改革とＩＴ


	「コラム」　ＩＴバブルの崩壊は、ＩＴの崩壊を意味するのか
　米国のＩＴバブルの崩壊は、過大な需要の下方修正（コンテンツ、通信、端末、部品の過剰需要予測に基づく過剰発注）が原因である。①コンテンツの価値とは無関係な広告収入モデルの破綻、②競争の激化に伴う通信ビジネスの収益性の悪化、③パソコンと携帯電話需要の大幅な下方修正の３点が原因であった。
　他方、米国主要企業の株価の推移を、ＩＴ企業とＩＴ利用企業に分けて見た場合、２０００年始め以降、後者の株価は堅調である（図表４）。ＩＴの意義は、高度ＩＴ利用企業群を生み出すところにあるといえそうだ。ＩＢＭのガースナー会長は、初期の熱狂と混乱の時期は過ぎ、ｅビジネスが本格化するのはこれからだとも評価している。
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会社名 業種

ＡＩＧ アメリカン・インターナショナル・グループ保険

Ｃ シティグループ 金融

ＧＥ ゼネラル・エレクトリック 金融ほか

ＷＭＴ ウォルマートストア 雑貨小売業

ＡＭＺＮ アマゾン ネット書店

ＣＳＣＯ シスコシステムズ ネットワーク機器製造

ＬＵ ルーセントテクノロジーズ ネットワーク機器製造

ＹＨＯＯ ヤフー ネット広告・検索サービス

米国主要企業株価騰落率推移（２０００年１月末を１００％としたもの）
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図表４　ＩＴバブル崩壊の含意～高度ＩＴ利用企業群こそ重要

初期の熱狂と混乱の時

期は過ぎ、ｅビジネスが

本格化するのはこれから

（ＩＢＭガースナー会長）

ＩＴバブルの崩壊の中でも、ＩＴ利用企業群の業績は堅調である。ＩＴの意義は、次世代産業としてのＩＴ産業を

生み出すことにとどまらない。むしろＩＴの意義は、ＩＴを体化した高度ＩＴ利用企業群を生み出すところにある。

ＩＴ利用企業

ＩＴ企業


「コラム」　ＩＴバブル崩壊とＩＴリストラの関係
　米国のＩＴバブルの崩壊は、過大な需要の下方修正（コンテンツ、通信、端末、部品の過剰需要予測に基づく過剰発注）が原因である。
　他方、我が国におけるＩＴベンダーのリストラは、米国のＩＴバブル崩壊による部品需要の減少の余波を受けた側面もあるが、むしろ、供給構造に起因する側面が大きい。
　すなわち、我が国におけるＩＴ需要が米国に比べて堅調である中で、我が国ＩＴ産業のリストラが集中した根本的な背景として、その低収益体質がある。我が国のＩＴ企業は、総合型が主流である。総合型とは、ハードからソフト、ソリューションに至る多様なＩＴ関連事業について、全て原則自前で製造からサービス、販売まで行う経営構造であり、横にも（事業分野）縦にも（製造から販売）自前で完結している。ところが、この縦横の分野ごとに見ると、我が国のＩＴ企業が第一位になっていない。
　他方、事業分野を特化し、その競争力を確保するためmake or buyを徹底した米国企業や台湾企業、さらには村田製作所などの特化型ＩＴ企業のほうが、高い収益性と競争力を発揮している。これをアンバンドル経営（戦略事業分野を絞り込んだ上で、当該事業の収益性を上げるために垂直構造のリバンドルを実行する経営）と呼べば、これは「選択と集中」の徹底にほかならない。
　こうした点で我が国ＩＴ産業の経営構造は、アンバンドル経営に十分踏み切っておらず、本格的な「選択と集中」に向けた構造改革への取組が、今回のＩＴリストラの意義である。
　また、「アンバンドル経営」、「選択と集中の徹底」とは、ビジネスの慣行を変革することに他ならない。ソリューション部門を戦略部門とするならば、自社のハードを売り込むためのソリューションサービスではなく、顧客にとってコスト・品質とも最適なリューションサービスを提供するために、自前のハードにこだわらない調達戦略が不可避となり、自社のハード部門は自社のソリューション部門に対して他社のハード部門と競争しながら売り込みをせねばならない。逆に、ハード部門を戦略部門とするならば、自社のみならず他社の競争力あるソリューション部門に売り込むための、最適な企業組織を組まねばならない（図表５）。
　自社内の事業部門間の連携をよりドライに機能的に再編することを出発点として、さらに、戦略部門は買収で強化し、非戦略部門は売却で清算するような段階に至れば、企業間の事業部門ごとの再編整理となり、特化型の競争力ある複数のＩＴ産業が我が国にも生まれることになろう。
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我が国では、ＩＴベンダーは自社のハードとソフトをセットにして販売するという旧来の統合体制を変更していない。

今後、ＩＴベンダー側は、競争力のコアとなるソフトウェア開発の内製化、ハードウェアの外製化による事業構造改

革が求められる。ネットワーク系産業（ユーザー）側はＩＴによる組織改革のために、ＩＴの調達を戦略的に実施する

必要がある。

　図表５　ネットワーク系産業とＩＴ産業の関係

カスタム化の要望が強い

不明確な仕様書

ネットワーク系産業
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ユーザー） ネットワーク系産業
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ハードウェア

（自社ブランド）

ソフトウェア

（外注下請け）

アナログ

クローズ
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ハード

ウェア

（外注）

ＩＴ

オープン

カスタム化とパッケージ品の最適な組合せを要望

明確な仕様書（効率的）

コスト

特化型

ベンダー

特化型

ベンダー

特化型

ベンダー
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ウェア

パッケージ

の活用

／

必要により

カスタム化

ハード

ウェア

（外注）

ＥＭＳ

ＥＭＳ

ソリューション

ソフト

ウェア

パッケージ

の活用

／

必要により

カスタム化

コア技術
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図表６　ネットワーク系産業の規制改革（８０年代）とＩＴ革命（９０年代）への立ち後れ

円高・石油危機を最も迅速に克服した日本的システムは、８０年代において世界最高と称されるに至ったが、

この成功が故に、８０年代に起きたネットワーク系産業の規制改革と、９０年代のＩＴ革命双方に出遅れること

となった。

ＩＴ革命　

ＩＴ産業

ネットワーク系産業

　　（ＩＴ需要の約４割）

ネットワーク系産業の規制改革
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×
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×
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[image: image7.emf]  日米英の規制緩和（エネルギー、情報通信、金融、運輸）

米国英国日本

９０年プール制導入と大口小売自由化

エネルギー

９７年完全小売自由化

（電力）

００年大口小売自由化

７８年連邦最高裁、ＭＣＩの長距離通信参入合法判

情報通信

断

８３年ブリティッシュ・テレコム独占政策転換マー （

キュリー社に免許附与）

８４年電気通信民営化

８５年電電公社民営化

８０年代末から電気通信へのＣＡＴＶ会社の参入促進

７５年証券市場改革（手数料自由化、全米市場シス７１年預金金利規制撤廃

金融

テム構築による競争原理導入）

８６年証券市場包括的改革（ビッグバン）

８６年預金金利規制撤廃売買手数料自由化ブローカーとディーラー （、

の兼営許可、証券取引所会員への外部資本

出資制限撤廃、競争的マーケットメーカー

９４年預金金利規制撤廃 制度の導入及び立会場取引からスクリーン

※銀行持株会社の子会社が制限付きで証券業務可取引への移行）

９９年証券売買手数料自由化、証券子会社の業務制

限撤廃、長短規制撤廃 ※本体、子会社で債権保全目的の保険販売のみ可※業態間規制は特になし

６０年１９６０年民間航空法（民営企業と国有企業

運輸

への免許の平等発行）

７８年航空会社規制緩和法制定

７０年トラック運送事業の量的参入規制廃止

（、 ８０年トラック運送事業規制緩和参入規制の緩和

合併・買収手続の簡素化・迅速化、運賃規制

の緩和等）

８７年国鉄分割民営化 ８１年航空事業参入・撤退規制緩和

８５年航空運賃届出制化、路線バス事業免許廃止

８３年航空料金完全自由化９０年物流２法施行（トラック事業・運送取扱事業

８７年ブリティッシュ・エアウェイズ民営化について、受給調整規制廃止、運賃料金を認

８５年民間航空委員会（規制機関）解散可制から届出制に緩和）

９３年国鉄民営化法案成立

９５年行革大綱（閣議決定）国内航空割引運賃届出

化、鉄道グリーン料金等の届出化

９７年国内航空高需要路線ダブル・トリプルトラッ

ク化基準（同一路線の２社又は３社での運航

推進）廃止

９９年航空法改正（受給調整規制廃止、路線毎免許

制から事業毎許可制に移行）

（資料：平成９年度年次経済報告（経済企画庁、平成９年度年次世界経済報告（経済企画庁、欧米の規制緩和と民営化（規制緩和・民営化研究会、エアラインハンドブックＱ＆Ａ（全日空） ））））

図表７　ネットワーク産業の規制改革における我が国の立ち後れ

○エネルギー改革は９０年に英国が、金融改革は７１年に英国が、通信改革は７８年に米国が、航空改革は

　　８１年に米国がそれぞれ先鞭を付けた。

○一方、我が国における規制改革は、常に欧米追随で、数年から１０年程度遅れて着手された。



第二章　２０世紀末に生じたショックに何故対応できなかったのか
（要約）

第二章では、９０年代の評価に光を当てる。８０年代以降、世界的に見て古いネットワークを解体し再生する大きな潮流変化が生じた。規制改革とＩＴである。規制改革は通信、エネルギー、運輸、金融など狭義のネットワーク産業における、ＩＴは全ての組織、企業、産業、経済、社会における旧来型のネットワークの解体と再生をもたらした。９０年代に生じた国ごとの経済格差は、こうした取り組みに成功した国と出遅れた国の間の格差であることを指摘する。
（１）２０世紀末に生じた２つの改革（規制改革とＩＴ）
　我が国経済は、製造業の高度化において高い適応能力を示した。また、石油危機や円高ショックに対しても同様であった。製造業が最先端の産業群であった８０年代までは、このことは我が国経済の成功を導いた。
　しかし、９０年代、我が国経済は市場の変化に対しては、適応不全であった。では、こうした市場の変化の本質は何だろうか。何故、製造業の構造改革には成功したシステムが９０年代に生じた変化には通用しなかったのだろうか。
　ここで、８０年代以降に生じた大きな２つの革新を指摘したい。一つは金融、エネルギー、通信などで生じたネットワーク型の非製造業分野における規制改革、二つ目はＩＴである（図表７）。
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図表８　ＩＴ普及

インターネット普及率で見ると、北米、北欧、アジアでは香港やシンガポールなどが先進的である一方、

日本は立ち後れが目立っている。


（２）規制改革～ネットワーク産業の再構築
　８０年代から９０年代において、革新が生じた産業群は、金融、エネルギー、通信、運輸といった産業群である。これらに共通する点は、独占に対する規制から、競争による規律へと、根本的な規範が転換したことにある。金融改革は７１年に英国（預金金利規制撤廃）が、エネルギー改革は９０年に英国（電力卸プール制度と大口小売自由化）が、通信改革は７８年に米国（長距離電話サービスへの参入合法判決）が、そして航空改革は８１年に米国（航空事業への参入自由化）が先鞭をつけた（図表８）。
　他方、我が国における規制改革は常に欧米追随で、数年から１０年程度遅れて着手された。また、こうした制度改革に市場が迅速に反応することも重要であるが、この点についても、我が国は新規参入を促す社会ではなく（固定的で学卒中心の労働市場、間接金融主体の金融市場、閉鎖的な大学、閉鎖的で緊密な企業系列、大企業に重きを置く国民の意識など）、この点も出遅れる原因となった。
　規制改革を別の側面から評価すれば、垂直統合型組織の再編（アンバンドル）という組織改革に他ならない。金融については、金融取引ルールがアーキテクチャーとなり、金融工学の活用により金融商品がモジュール化され、金融産業がアンバンドルされた。電力については、送電技術がアーキテチャとなり、発電サービスや小売サービスがモジュール化され、発送小売の垂直統合構造がアンバンドル可能となった。電話については、交換機技術がアーキテクチャーとなり、電話サービスがモジュール化され、卸と小売りがアンバンドルされた。航空については、空港や航空管制制度がアーキテクチャーとなり、航空サービスがモジュール化された。
　このように、規制改革は、垂直統合型のネットワーク型産業が、水平型の市場構造の登場によって、その事業の再編が不可避となる中で生じた制度改革に他ならない。
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図表９　ブロードバンドの普及

ブロードバンドの普及率で見ると、韓国、北米、北欧などが先進国である。

ブロードバンドの人口普及率
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（３）ＩＴ～情報化の成功とＩＴでの立ち後れ
（ＩＴにおける国際的な進展度合い）
　９０年代に確立したもう一つの技術革新はＩＴである。ＩＴをインターネットの普及という側面で見れば、北米、北欧、アジアではシンガポール、台湾、香港、韓国などが先進的な地位にある（図表９）。ブロードバンドという側面では、韓国、北米が先進国である（図表１０）。ＩＴ産業の担い手は、シリコンバレーを擁する米国がイノベーションセンターとなっており、これと密接な関連があるコミュニティが、台湾（製造）、インド（ソフト）、アイルランド、イスラエル、（中国）などに形成されている。
　他方、かつて、米国に次ぐ先進国家群であった日本やドイツ、フランスなどは、立ち後れが目立っている。ＩＴの世界では、かつての経済力の序列とは全く異なるＩＴ先進国家群が出現している。特に我が国は、８０年代における情報化の成功（米国以外の国で唯一国産コンピューターメーカーが確立し、製造現場の情報化をリードしたという実績）とＩＴにおける失敗の格差が、最も際だっている。
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２０００年の時点でも、我が国はＩＰ上におけるＥＣ化率（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ）・ＥＭＰ化率（Ｅｌｅｃｔｏｒｏｎｉ

ｃ

Ｍａｒｋｅｔ

Ｐｌａｃｅ）ともに米国に立ち遅れているが、このままでいくと２００５年にはその差が更に開くと予想され

ている。

図表１１　ＩＴ利用面での出遅れ（需要サイド）
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図表１０　ＩＴにおける我が国の立ち後れ～高コスト構造（供給サイド）

ブロードバンド化により、バックボーントラフィックの圧倒的増加は既に始まっている。諸外国と比較しても、高

コスト構造である我が国のバックボーン市場がボトルネックにならないよう、改革が必要である。
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（１）バックボーン（専用線）の価格比較（／月）：距離１０００

km

の比較

日／米＝およそ３倍

（２）ネットワーク機器の国際比較

※東京－福岡：

NTT

コミュニケーションの料金表より

※サンフランシスコ－シアトル、サンフランシスコ－ソルトレークシティはバンドワイズマーケットより。

　（米国は、落札により決定されるため価格は変動する。日本は価格規制により固定料金）

※日米とも

ATM

方式による通信で比較

※いずれも平成１３年８月現在

150Mbps 50Mbps

東京－福岡

630

万円

300

万円

サンフランシスコ－シアトル

220

万円

100

万円

サンフランシスコ－ソルトレークシティ

200

万円

100

万円

日本

１．８倍

１．６倍

１．４倍

１．２倍

１．０倍

ＩＳＰ側の低価格競争が

進行中。バックボーン側

は米国に比較し競争が

遅れている。

米国のネットワーク機器価格を１としたときの国際比較

バックボーン価格の内訳

　○ダークファイバー

　○ネットワーク機器

　○運営費用（ｾｷｭﾘﾃｨ、人件費）


（我が国におけるＩＴの高コストと低利用が示唆する構造的な要因）
　我が国が情報化の局面では成功し、ＩＴ化の局面では立ち後れているという事実は、コストと利用の２つの側面で顕著に現れている。
　まず、コスト面では、我が国のＩＴは世界的に見て高コストである（図表１１）。このことは、製造業分野では比較優位を生みだした日本型のシステムが、ハードからソフト、システム、通信など広範な産業群を含むＩＴ産業における比較優位を生み出す上では機能していないことを示唆している。
　また、利用面では、どの産業をとって見てもＩＴの導入は米国に大きく遅れを取っている（図表１２）。ＩＴの高コスト構造がこの一因であるが、ＩＴ導入を積極的に導入しない利用産業における構造的な問題があることを示唆している。
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ＩＴ、金融改革、事業再編は相互にその効果を補強する。米国ではＩＴが企業情報の活用を可能にし、投資銀行の

成長が促され、同時にﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ等の金融サービスが発展した。さらにＩＴは企業再編の景気となり、金融サ

イドの専門サービスのアンバンドルと、事業会社サイドの事業再編ニーズが合致してイノベーションが加速した。

 図表１２　ＩＴ、金融、事業再編の相関
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（問題の本質）
　何故情報化という局面では成功した我が国が、ＩＴという局面では立ち後れたのか。この問に答えるためには、以下のような問いかけに回答を与えねばならない。何故、我が国ではＩＴにおけるイノベーションが生み出されず、ＩＴにおける高コスト構造が生み出されるのか。この構造が何故ユーザーの厳しい選択によって淘汰、治癒されず、温存されるのか。
　第三章では、情報産業の歴史を振り返り、ＩＴと情報化の違いを浮き彫りにする。そして、ＩＴ革命の本質は組織革命であり、戦後型の流動性の低い我が国の経済システムが、ＩＴによる組織改革を阻害していることに原因を求めている。　

「コラム」　ＩＴ、金融、事業再編の相関
　ＩＴ、金融改革そして事業再編は、相互にその効果を補強し合う。米国における経験がこれを物語る。ＩＴが企業情報の活用を可能とし、投資銀行の成長が促され、同時にベンチャーキャピタルというニッチを担う金融サービスが発展した。ＩＴは、企業再編の契機となり、事業会社サイドの合併・買収を通じた企業再編ニーズを顕在化させた。ＩＴがもたらした金融サイドの専門的サービスのアンバンドルと、事業会社サイドの事業再編ニーズが合致して、イノベーションが加速された。
　我が国では、金融制度改革の遅れとメインバンク制のもと、金融サイドに投資銀行へ脱皮するインセンティブがなく、事業会社サイドも、ＩＴ環境が貧弱であったこともあり、買収や合併などによる組織改革に取り組むニーズがなかった。他方、優良な事業会社の銀行離れが継続した結果、銀行に集約された膨大な個人貯蓄の投資先として、不動産分野に集中的な投資がなされ、バブル発生の原因となった。
　ＩＴ、金融、事業という３つのフェーズにおいて、相互関連性を強めた経済と、それに失敗した経済の格差が、９０年代に顕著に現れたと見ることができる（図表１３）。
（参考「比較制度分析に向けて」青木昌彦（ＮＴＴ出版））
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この格差は、ＩＴによるものという見方が多いが、ＩＴハード産業の経済全体に占めている割合が決

め手となっているわけではない。我が国はＩＴハード産業の比率は大きいが、生産性の上昇は低い。

本当に重要なことは、ＩＴの利用がどれだけ進んでいるかという点である。ＩＴの利用が大きく伸び

た国ほど生産性の上昇率が高い。我が国は、ＩＴ利用の伸びが低く、これが生産性の向上の妨げとな

っている。米国における産業ごとの生産性を比べてみると、ＩＴ利用産業の生産性が、ＩＴ非利用産

業よりも大きく上回っているとの報告もある。

図表１８　ＩＴと生産性［産業レベル～利用が決め手］
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第三章　情報技術の変遷（垂直統合から水平分業へのアンバンドルの歴史）とＩＴの意義～古い経済社会のネットワークの創造的再構築

（要約）

第三章では、いわゆる情報化の歴史を振り返りながら、情報化との対比でＩＴの本質を指摘する。ここで明らかにされるのは、情報産業の歴史はアンバンドルの歴史であり、規制と独占への挑戦の歴史であるという点である（米国司法省のＩＢＭ、ＡＴ＆Ｔ、ＭＳに対する独禁法違反訴訟が典型である）。インターネットの登場により、コンピューター産業から始まったアンバンドルの歴史がインターネットにおけるあらゆるコンテンツの流通市場に及び、インフラ、プラットフォーム、コンテンツなど水平的な機能毎にアンバンドルされた「情報市場」が登場する。情報市場の登場は、これを活用する産業のあり方をも変革する。限られたメンバーのみでのコミュニケーションが情報市場で代替することが可能となり、企業組織や企業間連携を根本から組み直す必要が生じている。政策形成などの行政サービスを担う行政のあり方も同様である。垂直統合型の組織を一旦解体し水平型に機能的にアンバンドルすべきことが指摘される。　　　
（１）コンピューター産業におけるハードとソフトのアンバンドル
（ＩＢＭと司法省）
　コンピューターの歴史はアンバンドルの歴史である（図表１４）。すなわち、６０年代における汎用大型コンピューターは、６４年に開発されたＩＢＭ３６０の登場以降、ハードとソフト、周辺機器がアンバンドル可能となった。一連の司法省の対ＩＢＭ独禁法訴訟（３５，５２，６９年）の結果、ハードとソフトはアンバンドルされ（ハードとソフトの価格分離）、互換機メーカーやソフトメーカーの参入が可能となった。
（ダウンサイジングとネットワーク化のインパクト）
　さらに、ダウンサイジングの流れがコンピューターのアンバンドルの潮流を決定的なものにした。７１年にインテルがマイクロプロセッサー（一つのチップの上に中央演算処理機能を載せたもの）を開発し、８１年にはＩＢＭ・ＰＣが発売された。このＩＢＭ・ＰＣは自前主義を採用せず、開放主義を採用した。（経営的意図はなかったと言われている）即ち、ハードはＩＢＭが制作したが、ＯＳはマイクロソフト、ＣＰＵはインテルを採用、かつ仕様（アーキテクチャー）も公開された。この結果、新規参入者は、マイクロソフトのＯＳを搭載すれば、ＩＢＭ互換機の開発が可能となった（図表１５）。
　８０年代以降、コンピューターと通信の融合が進み、特に９０年代、インターネットの高度化、実用化により世界規模のネットワークが出現すると、コンピューターの間の互換性は不可欠なものとなった。こうしたユーザーの互換性へのニーズが、独禁当局の厳しい監視と相まって、メーカーが顧客を囲い込んできた世界を崩していく。この結果、コンピューター産業は、ハード、ＯＳ、アプリケーションソフトという機能が分離することとなった。
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図表１５　インターネットの意義 ～情報市場のアンバンドル構造～

◆ブロードバンドの実現により、データ、音声、映像などのあらゆるコンテンツはインターネットの上でも提供されるようになる。

◆こうしたインターネットの上に形成される「情報市場」の構造は、今までの電話市場や放送市場のようなキャリアとコンテンツが一

体になった垂直統合型の市場構造がそのまま当てはまるとは限らない。むしろ、キャリア・プラットフォーム・コンテンツなど水

平的な機能ごとに市場が分化するという水平アンバンドル型の市場構造となる。

◆このような構造は、キャリアがコンテンツを選択するという構造から、コンテンツが多様なキャリアを選ぶ構造へと変化することに

他ならない。即ち、生活やビジネスの具体的なニーズに対して、多様なコンテンツが制作され、そのコンテンツの内容を巡ってキャ

リア間の競争が促進される中で、市場が成長するという構造である。インターネットはコンテンツが命運を握るという言葉は、上記

を意味している。
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図表１６　市場構造のアンバンドルが経営に及ぼす影響 ～

情報市場における経営組織のアンバンドル

◆垂直統合型の市場構造を持つ電話・放送市場においては、キャリアとコンテンツを一体として原則自前で提供する垂直統合型の経営

組織が効率的であり、かつ、公益性を達成している。

◆他方、水平アンバンドル型の構造を持つ情報市場においては、キャリア・プラットフォーム・コンテンツという形で分化した機能の

中で、他社との連携を図りつつ、自社の経営資源を集中すべき機能をより一層明確にすることが合理的な経営の選択となる。

◆このことは、市場構造のアンバンドル化に対応した経営資源の再配分（経営組織のアンバンドル）を実行することに他ならない。

この結果として、情報市場においては、多様な経営組織が登場することになる。
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（２）コンピューターとネットワークの融合とインターネットの登場
（８０年代～コンピューターとネットワークの融合）
　８０年代に入り、コンピューターはネットワークで相互に連携されることが本格化した。７０年代に、国鉄や銀行などのオンライン情報処理の構築から始まった我が国のコンピューターのネットワーク化は、その後、多くの企業で、コンピューターを自社内の専用線で繋ぐＬＡＮが構築され、さらに異なる企業間で専用線を活用してコンピューター同士が繋がれた。
　８４年には電気通信事業法が制定され、電話産業における参入とネットワークを活用した情報サービスの参入が可能となり、電話網を活用したオンライン情報処理（データ通信）を加速した。
　この結果、音声を伝達する交換機網、動画を伝達する放送網、そしてデータを伝達する専用線網の３種類が併存するに至った。しかしこのデータ通信網は、ＬＡＮ等も含めまさにローカルなものであり、世界的な規模のシームレスなネットワークではなかった。
（９０年代～インターネットの登場）
　そして９０年代、インターネットが実用化した。インターネットは、①ＬＡＮ同士をＩＰプロトコルとルーターで連携し、②情報をデジタル化して伝達し、③端末として情報処理能力が高いコンピューターを活用するものである。ここに、コンピューター同士をルーターで繋いだシームレスなネットワークが完成した。
　この結果、交換網、放送網及び専用線網に加えてインターネットの上でもデータ（デジタル情報サービス）、音声（電話サービス）及び動画（映像配信サービス）の３つの情報サービスが提供されるに至った。

（３）インターネットの意義～情報市場のアンバンドル構造
（インターネットの意義～デジタル情報市場の出現とそのアンバンドル構造）
　インターネットは、今後さらに進化する。インターネットはデジタル通信網として設計されており、音声でも画像でもデジタル情報は全てインターネットインフラの上でやりとりできる無限の可能性があるからである。端末及びネットワークの処理能力が向上し、ブロードバンドが実現すれば、電話サービスや動画の配信も可能となる。
　この結果、データ、音声、映像などのあらゆるコンテンツがインターネット上でも流通する世界規模の情報市場が登場する。通信放送の融合とは、インターネット上で、交換機網でしか提供されなかった電話サービスや放送網でしか提供されなかった動画サービスがともに提供され、インターネットの上でもあらゆるコンテンツが流通するというところに本質がある。
　この情報市場を通じて、人々は、ＢｔｏＣに関しては、毎月数千円程度の常時接続料金を支払えば、パソコン等の画面を通じて、あらゆる形態のコミュニケーションサービス（電話やメール）を駆使したり、コンテンツサービス（動画や静止画、書籍、プログラム、音楽、ゲーム、行政、金融、教育、医療など）を享受したり、経済取引サービス（Ｂ２Ｂ、Ｂ２Ｃ、Ｃ２Ｃなど）を活用できるようになる。この過程で、新しい経済活動、新しい社会活動、新しい政治活動などが生み出され、選択され、改善され、経済社会の質的量的な充実が実現されよう。

　こうしたインターネットの上に形成される「情報市場」の構造は、今までに電話市場や放送市場のようなキャリア（規制や電波割当による独占力を持つインフラ保有者）とコンテンツが一体となった垂直統合型の市場構造がそのまま当てはまるとは限らない。むしろ、ネットワークインフラを提供するキャリア、ユーザーとインターネットを接続するプラットフォーム、インターネット上でコンテンツを提供する者が、別々の主体によって提供される、水平的な機能毎に市場が分化するという水平アンバンドル型の市場構造となる。コンピューターがＯＳを媒介にハードとソフトにアンバンドルされたように、ネットワーク産業も、インターネットの世界では、ＩＰ（インターネットプロトコル）を媒介にして、インフラとコンテンツがアンバンドルされる。

  このような構造は、従来のキャリアがコンテンツを選択するという構造から、コンテンツが多様なキャリアを選択する構造へと変化することに他ならない。即ち、生活やビジネスの具体的なニーズに対して、多様なコンテンツが制作され、そのコンテンツの内容を巡ってキャリア間の競争が促進される中で市場が成長するという構造である。インターネットはコンテンツが命運を握るという言葉は上記を意味している（図表１６）。
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（出所）

企業レベルで見ると、ＩＴ投資が多く、かつ、企業組織の分権化が進んでいる企業の生産性が最も高

くなっているが、ＩＴ投資が多いにもかかわらず分権化の進んでいない企業の生産性は逆に低下して

いる。組織改革を伴って、はじめてＩＴの効果が上がる。

図表１９　ＩＴと生産性

 

［企業レベル～組織改革が決め手］


（市場構造のアンバンドルが経営に及ぼす影響～情報市場における経営組織のアンバンドル）
　垂直統合型の市場構造を持つ電話・放送市場においては、キャリアとコンテンツを一体として提供する垂直統合型の経営組織が効率的であり、かつ公益性も達成されている。

  他方、水平アンバンドル型の構造を持つ情報市場においては、キャリア・プラットフォーム・コンテンツという形で分化した機能の中で、他社との連携を図りつつ、自社の経営資源を集中すべき機能をより一層明確にすることが合理的な経営の選択となる。                            
　このことは、市場構造のアンバンドル化に対応した経営資源の再配分（経営組織のアンバンドル）を実行することに他ならず、この結果として、情報市場には多様な経営組織が登場することになる（図表１７）。

  また、こうした多様な経営の選択を確保する観点から、当然のことながら、ネットワークとサービスの１対１の対応のみを前提に構築された現在の通信放送関連制度についても、情報市場の上では、見直しを迫られることになる。
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 図表２０　情報市場の出現がもたらす市場と組織の分水嶺の見直し

Ｂ２Ｂは、オープン化と集中の２つの方向で、組織の範囲と企業間連携の見直しを迫る。

Ｂ２Ｂを活用するには、従来の固定的な取引関係の見直しと、事業部体制の見直しが同時に必要となる。

Aerospace machinings 11

Chemicals 10

Coal 2

Communications/Bandwidth 5-15

Computing 11-20

Electronic components 29-39

Food ingredients 3-5

Forest products 15-25

Fright transport 15-20

Healthcare 5

Life science 12-19

Machining (metals) 22

Media and advertising 10-15

Maintenance, repair and operating services 10

Oil and gas 5-15

Paper 10

Steel 11

Ｂ２Ｂにおける情報市場利用

によるコスト削減の可能性

注）

The potential cost saving are likely to be higher on Europe

and especially Japan given less competitive product markets,

with higher distribution margins and average mark-ups.  In

general, the longer the supply chain, the bigger the potential

gains from B2B e-commerce, since the technology allows to

reduce the number of intermediaries.

出典：OECD(2000), Economic Outlook, No. 67, June .Goldman Sachs(2000).
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（４）インターネットのさらなる衝撃～ＩＴ革命の本質と組織革命、ネットワークの創造的再構築
（ＩＴ革命の本質～組織革命）
　さらに、情報市場は、情報産業の構造改革にとどまらず、企業、行政という２つの組織にも大きなインパクトをもたらす。
　情報市場の登場は、情報処理のコストを劇的に低下するとともに、情報流通の速度を劇的に向上する。この結果、全ての産業において、組織と市場の境界線の見直しを迫ることとなる。
　従来、組織内でしか共有できなかった情報を、外部で調達することが可能となり、全ての産業において、企業組織や企業連携の再編が促される。ＩＴのイノベーションを担う組織は、日本型組織でも米国型組織でもないシリコンバレー型の組織であり、また、ＩＴを組み込んで経営革新を行っている企業は、大胆な組織改革を実行している。こうした事実は、情報市場が、経済の活力を担う組織のあり方を根本的に変革することを意味している（経済社会におけるネットワークの創造的再構築、図表１８
～図表２２）。
　
[image: image19.wmf]図表２１　日本の経営者の声

ＩＴ産業のみならず、我が国の代表的な多くの企業において、高度成長期に形成された日本的経営システム（長期

、固定、内製化）そのものを解体し再生する動きが顕在化している。
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企業組織改革

企業組織改革

図表２２　組織改革への試み－共通項

ＩＴによる組織改革を実行した企業には共通点がある。
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図表２３　情報市場を活用した行政組織改革～電子政府による行政改革

情報市場を前提とすれば、企画機能の上流部門(情報収集機能)と執行部門の下流部門(電子行政サー

ビス機能)がアンバンドルされ、残された企画機能と執行機能の間が一層明確に分離される。これが

本当の電子政府であり、行政組織はよりスリム化し、生産性が向上する。
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[image: image22.emf]図表２４　組織改革への試み　～　トヨタ自動車

トヨタの競争力は、①ドライな機能的企業間連携の徹底、②製造レベルでの高度なノウハウにあり、

専業、ソフト特化、能力主義的外注であるシスコ等の企業と変わらない。自動車産業とＩＴ産業の違

いは、革新のスピードのみで、制度的基盤は産業組織の流動化にある。

①関係性に基づく取引関係（系列）

②能力主義に基づく取引関係

③価格に基づく取引関係

（藤本隆宏　東京大学大学院経済学研究所教授インタビューより）

旧日本型

日本型（今後）

アメリカ型

　　　

①　　　　　②

９０年代の円高きっかけ

トヨタの強みは、自動車産業において、すりあわせ型アーキテクチャが組立型よりも優位である限り続く。

これが崩れるとすれば、中国と電気自動車という技術革新。前者は、自動二輪で生じている。すりあわせ型のホンダモデル

をコピーして中国は組立型の自動二輪モデルを確立、いまや本田は中国市場の３％しか占めていない。

自動車でこうしたアーキテクチャの変換はすぐには生じないが、電気自動車という技術革新は、こうした変革をもたらす可

能性がある。何故なら、モーターなど部品が大きく少なくなり、組立型アーキテクテャに変わる可能性があるから。

　ＩＴによって③の範囲は拡大するが、自動車はせいぜい１０％程度。

むしろＩＴは②の候補･範囲を拡大する可能性がある。

ＩＴは競争力の必要条件だが、ＩＴによって競争力が必ず向上するの

ではない。ＩＴを行かせる組織が十分条件で、②はその典型条件。

　トヨタの方式をＩＴ工場に導入したら生産性が３倍に

なった。こうなると中国に対抗ができる。日本の製造業

は、家電やＩＴベンダーも含めて、総合的な事業展開を

していて、せっぱ詰まった効率化をしていない。

　トヨタの強みは製造ノウハウであって、これを日本の

企業が導入すれば、ＩＴの効果が上がる。トヨタは自動

車専業。この専業性がせっぱつまった効率化にかりたて

た。ＩＴ産業は、広範な事業分野をかかえ、この危機感

がなかったのではないか。

　トヨタは９０年代の円高危機をきっかけに①から②にシフト。

米国は③のみだが、これでは競争力が蓄積されない。

結果トヨタは、外注７割で、それも能力重視連携。技術のスピー

ドが違うので、メンバーの変更の頻度が違うだけ。他方、日本の

ＩＴベンダーは子会社や自社事業部門も含めて①が主流。

ドライな機能的企業間連携の徹底
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達した国ほど生産性が向上している例が挙げられている。
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図表４３　市場を通じた調整がより合理的な事例


　また、行政組織に対しても、情報市場は大きなインパクトを与える。政策形成機能と公的サービスの提供の側面において、行政の中で処理せざるをえない範囲と、ＩＴを活用しながら外部に委ねることが可能な範囲を見極める必要に迫られる。このことは、行政のスリム化をもたらし、より安価で高品質なサービス（迅速な政策形成と効率的な公的サービス）を実現することが可能となる（行政におけるネットワークの創造的再構築、図表２３）。
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図表１４　コンピューター産業の経験〜アンバンドルによる革新

コンピュータ産業は、技術革新の中で産業構造のアンバンドルが進み、市場全体の規模を成長させ

てきた。
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「コラム」　経営者の声
１．秋草直之　富士通㈱　社長
「これまでのＩＴ産業は、例えば、ＩＰルータとサーバを例にとると、ルーターはネットワーク事業本部、サーバはコンピューター事業本部という縦割り組織の下で、相互の連携なしに部品調達しこれを製造してきた。当然、各製品を構成する部品、例えば、ＣＰＵやディスク、筐体、またＯＳやミドルウェア等が良い例だが、これを個々に設計・調達を行っているのが現状だ。ところが、システムonチップで、ＬＳＩに回路を焼き付けることとなると、当然部品点数が減ることになるので、これまでの調達の論理が機能しなくなり、コストに跳ね返ってくることになる。要は、個別製品間でテクノロジーの差がなくなったこと、プロダクトの融合が進展していることなどから、これまでの縦割りのものづくりモデルが全く機能しなくなっているということだと思う。そのために設計段階から相互に部品情報等を共有する、といった取り組みが必須となる。こうしたKnowledge Sharingは、本来は日本企業が伝統的に得意としてきたところである。ＧＥなどの米国企業も、実はヨコ方向の連携を、教育という形を通じて積極的に行っている。米国式の経営を強調し過ぎるのではなく、日本的なやり方の伝統的な良さをどう活かしていくか、経営者はもっと考えるべきだと思う。」
〔秋草直之　富士通㈱社長インタビュー〕
２．大歳ＩＢＭ代表取締役社長
　ｅ－ビジネスを立ち上げるには、技術的なインフラ面の統合だけでなく、既存ビジネスの統合や情報の有効活用、組織の効率化などといった課題にも同時に取り組まなければならない。戦略面、技術面の両者を巻き込めるのは、経営トップのリーダーシップをおいてほかにない。経営トップ自身が、明確なビジョンを持ち、経営戦略とＩＴを総合するための道筋を示さなければならない。
　会社の仕組みの効率化・簡素化を推進し、お客様から見ても社内的にも分かりやすさを追求していく。変化が激しい時代にあって、その変化の波を上回るスピードで機敏に行動し、そのスピードが自らの競争力となるように高めること、さらに、年齢、性別、国籍等を問わず、優れた貢献を示す社員を評価・処遇し、活力に満ちた組織風土を醸成することが重要である。
〔大歳ＩＢＭ㈱代表取締役社長インタビューより〕
３．黒澤保樹　シスコシステムズ㈱代表取締役社長
「お客さんに必要なものは何でもやりますという基本的な考え方のもとに出てきた結果が、自分たちだけでは出来ないということなんです。実は８０年代は１００％自社開発でした。ところが、お客さんのところでも違う期待が出てくるということで、その期待に応えようとすると、自社開発だけでは出来ないということがわかった。
「Virtual Manufacturing」と呼んでいますが、いわゆるサプライチェーンとプラス･ディマンドチェーンのリスクといいますが、そのネットでこういうことをやっているのです。一言でいいますと、これだけ世界中で一番安くて品質がいい部品を集めて、世界中で一番安く品質によく作れるところで作って、世界中で一番安く確実に届く方法をネットで集中的にコントロールしようというのを考えた。今現在私どもでは全体の９０％の注文がネット経由できます。これで営業の仕事がなくなったわけではなくて、営業はもっと付加価値の高い仕事、つまり提案活動をしたり、新しい技術を紹介したり、コンサルティングしたりといったようなところにもっともっと時間を使う。だから相乗効果が出るわけです。」
「Virtual Closeというシステムがあり、年度末の決算処理を私どもの場合には毎日やっており、２４時間で決算処理が終わるような形になっています。事実をもとにその場ですぐディシジョンができるので、この情報を従業員に開示しているのです。実はこれはものすごく大きなエンパワーメントのツールになっていまして、一人一人が自分の責任においてディシジョンをして次に進むということが、口先だけじゃなくてうちはデリゲーションします、権限委譲します、おまえに任せた。しかし、全然情報も与えないということでなく、その言葉と一緒に、それをやるためのツール、道具を一緒に与えているということなのです。このシステムがあるというのが、シスコの非常に大きな強みになっています。」
「８０年代は自社開発ということでやってきました。９０年代は自社開発プラス買収です。これからは自社開発プラス買収プラス・パートナーシップがキーになると思っています。他の企業、コンペティターよりももっと優れたツール、道具を使わないと負けてしまいますから、いいツールを使いたいわけです。ありとあらゆるところでナンバーワンのものを集めてきて、それを組み合わせて使うというやり方でないと生き残れない。ところが、全然違うものを集めてきて使えるようにしないといけないですから、インテグレーションという非常に複雑な作業が起こり、それをもっと簡単にスピーディーにやるためには、パートナーシップが不可欠なのです。ですから、我々は今「エコ・パートナーリング」という言い方をしますがパートナーシップを３本目の柱に据えてやっています。」
〔黒澤保樹　シスコシステムズ㈱代表取締役社長インタビュー〕
４．出井伸之　ソニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
「（「高度成長期に見られた」縦型の事業部というのは、基本的には垂直統合型のビジネスをやるから、部品とか何とかも全部自分のところに取り込もうとします。・・・今までの組織を使って、それをＩＴ化するなんてことは考えられません。・・・これからは、通信とかコンピューターとか、横のレイヤーが非常に重要になってくる。・・・しかし、今の事業部制組織を壊すというのは至難の技だな。だから壊すよりも新しく作ったほうが簡単だ・・・）　〔一橋ビジネスレビュー２００１年春号　Ｐ.７６〕
「日本はまだ本格的なＩＴ時代に移行できていない。対する米国は第一次の革命を完了し、次のステップに上がるための踊り場としての不況に直面している。日本企業は、個々人が情報機器を利用するというレベルではなく、組織の仕組みの中にＩＴを取り入れ、企業全体の生産性を上げなければならない。米国との差はまだまだ大きい。」
「米国のハイテク企業の多くはある特化した分野に集中して事業を進めている。日本の大企業は様々な商品を手がけるだけでなく生産から販売まですべて自前でやろうとする。行政も浸透したこうした垂直的な構造を変えるべきだ」
「日本の電機メーカーはどの事業分野に最も集中するのか、短刀を突きつけられている。他社と連合を組むことも模索すべきだ。１社で何もかもやることは不可能だ。」
５．中村邦夫　松下電器産業株式会社　社長
「とりわけ製造業に大きな変容を迫っているメガトレンドは、経済のグローバル化の一層の進展と技術革新に支えられたデジタルネットワーク社会の急速な進展である。経済のグローバル化は、中国を筆頭に製造コストの安い国へ製造移転を加速している。製品のデジタル化はものづくりの現場のあり方を急激に変えている。加工組立主体の製品はもはや日本では作れない。利益の源泉は、川上である高度な部品･デバイスやユーザーとの接点である川下のサービスへと移っている。」
「私はかねて、２１世紀型製造業として目指す姿を、”超･製造業”と言っている。あくまで製造業の遺伝子を継承し、「ものづくり」を通じた社会貢献にこだわり、お客様が求める価値を生み出す新しい日本の製造業に変身したい。この”超･製造業”が備えるべき要件として「最先端技術に支えられた高度なデバイス力」「お客様のご要望に迅速に対応する俊敏なものづくり力」「サービス事業の創出力」の３つを考えている。今やお客様が求めるのはハードウェアそのものの価値ではない。お客様が求める効用、サービス価値全体の中でのハードウェアである。世界的な厳しい競争下、ものづくりの現場では、競争優位につながる他社にない独自の技術（私はこれを”ブラックボックス”と言っている）を持てるかどうかが勝敗の分かれ目だ。しかも、デジタルネットワーク社会に企業の優劣を決めるのは、スピードである。」
「２０世紀型加工組立製造業を支えてきた仕組みの一つに製品別事業部制がある。松下幸之助が重視したのは、経営を徹底して自己完結で進める”自主責任経営”制であった。その一つの姿として、成長期に最も機能したのが事業部制なのだ。製品が全てネットにつながり、企業の優劣が規模の大小ではなくスピードで決まる時代になった今、より顧客志向に徹し、「軽く速く」その要望に応えるには、事業部の組み替えにとどまっていられない。社員全員が常にお客様を念頭においた取り組みをしなければならないときに、重層組織は要らない。”フラット＆ウェッブ”で顧客直結型ものづくりを実現していかねばならず、その事業に最もふさわしい体制を柔軟に整えていく必要がある。事業部から工場部門を分離し、独立採算で複数製品の製造を請け負う”ファクトリーセンター”もその一つの選択肢である。」
「人生８０年時代を迎え、個人の人生も、一つの企業に勤めただけで終わらない。社会としてもっと人材の流動化が進んで良いはずであり、それを支える制度を充実させたい。早期退職支援制度もその一つであり、この制度導入の思いはここにある。しかし、人材の流動化は一企業の取り組みだけでは進まない。日本社会全体として人材の流動化を進め、新たな価値を創造しやすい風土に変わらねばならない。国内外を問わず、成長した企業にはそれぞれに独自の理念、歴史、風土、文化がある。共通して顧客志向に徹し、その企業固有の経営スタイルを確立できたところだけが生き残ってきた。日本的でもアメリカ的でもない、その企業にとっての２１世紀型経営モデルを確立できたところだけが生き残れる。そのために「超･製造業」を目指し、経営理念以外に聖域もタブもないと、今必死に「破壊と創造」に取り組んでおり、ぜひとも世界に通用する新たな”松下モデル”を確立したい。」　　〔文芸春秋「日本の論点２００２」〕
６．西垣浩司　日本電気㈱代表取締役社長
「パソコンに限らず、商品の成熟とともに水平分業型へと移行していくのは世界的な趨勢だ。・・・社内の部品に引きずられて、パソコンの競争力がなくなったら、それこそアブハチとらず。価格と品質が同じならまだしも、そうでなければ外部のよいものを使う。・・・デルは最終組立だけを行うファブレスで、部品の生産はＥＭＳに任せ自分たちでは作っていない。デルモデルに沿ったコスト競争力の向上が必要だ。」
「これまでＮＥＣのパソコン事業は、生産工場が三つもあり、開発やデザインもＮＥＣ本体だけでなく、部分的には米沢とか群馬の生産子会社でもやっていた。購買も・・・まったく統一されていなかった。・・こうした問題を解決するために、パソコンの開発と生産をＤＭＳという一つの組織に統合することにした。・・・ＤＭＳは１００％子会社。・・・ただ将来はＮＥＣ以外からの仕事も取っていくし、独立してやっていけるようになれば、必ずしも１００％出資にはこだわらない。ＤＭＳの株式上場も一つの選択肢だ。すべての組織は市場で価値を認められるべきだ・・。」
「ＤＭＳでは工数のかかる部品は海外調達するが、・・・マーケットインは国内でやる。最終組立は消費地に近い方がいい。そのほうが、変動対応力がある。」　
「こうした改革を、キュウハチから転換した９７年以降、もう少し早く行うべきだと問われれば、おっしゃるとおりと言わざるをえない。しかし、それなりに・・・利益が上がっている以上、事業をやっている人間はなかなか抜本的な改革に踏み込めないものだ。それでも、昨年の夏に波をかぶったことで変わった。・・・今の日本の環境では、雇用の維持には非常に気を遣って改革を進めないといけない。」
「パソコンについては手を打ったが、今年は半導体についても相当、大きな改革を進める必要がある」〔週間東洋経済２０００.６.３０より〕
「半導体事業の不振は高コスト体質だけが原因ではない。垂直統合型の日本の半導体産業は、台湾のファウンドリーのような新しいコンセプトの前に遅れをとった（談）。」
〔週間ダイヤモンド２０００.９.１５より〕
７．張富士夫　トヨタ自動車㈱代表取締役社長
（作り方という意味で、トヨタは自動車のモジュール生産という流れに否定的か、という質問に対し）
「否定するものは何もありません。ＩＴ（情報技術）を活用して設計する、型を作るといったように、作り方がガラッと変わってしまうのではないかという中で、モジュール生産やプラットフォームの共通化なども含まれます。ＩＴ産業のようにＥＭＳ（製造受託サービス）に製造を任せる動きが広がる可能性もあります。うちは「全部社内で」という会社の代表でしょうけれども。量産によって安くするという部分と、お客様の好みに応じて少量多品種で生産する部分のかねあいはこれからも続いていくでしょう。仮にＩＴを駆使して、設備も非常にフレキシブルなものを作ったとしても今度はそれを使いこなす技術が必要になってきます。」　　　
〔日経ビジネス２００１.８.２７より〕
８．劉常夫　ＰＯＳＣＯ会長兼ＣＥＯ
「世界のトップ企業がプロセスイノベーションのためにＩＴ活用を行っているが、ファイナンスや調達に限っての適用であり、ＰＯＳＣＯのような経営全般にわたるプロセスイノベーションは前例がない。これまで“wait-and-see”の態度をとってきた新日鐵もＰＯＳＣＯの成功を見て、この４月にＢＰＩチームを発足させＰＯＳＣＯに続こうとしている。韓国内の企業でも、東国製鋼、ＳＫグローバル、現代モビスなどが強い興味を示しており、ＰＩプロジェクトについての質問を寄せてきている。」
〔ＰＯＳＣＯプレスリリース（２００１.７.２）〕
「コラム」　トヨタの競争力の源泉
　トヨタの競争力は、能力主義に基づく、ドライな機能的企業間連携を徹底したことによりもたらされている。トヨタは、９０年代の円高危機をきっかけに、日本の殆どの企業がおちいっていた関係性に基づく取引関係（系列）から能力主義に基づく取引関係に移行した。この結果、トヨタの外注割合は７割に及び、それも能力重視連携である。これは、技術の発展スピードやメンバー変更の頻度は異なるものの、シスコが構築したの取引関係に他ならない。
　ＩＴにより価格に基づく取引関係の範囲は拡大するが、現時点では自動車ではせいぜい１０％にすぎない。むしろＩＴは、能力主義に基づく取引関係の候補を新たに検索するツールを提供する点に意義がある。ＩＴは競争力の必要条件であるが、ＩＴによって競争力が必ずしも向上するものではない。ＩＴを活かせるビジネスモデルを組み立てることが重要で、これが取引相手の選択の多様化をもたらす。
　さらに、トヨタの競争力には、専業であるが故の徹底した製造の効率化の追求が挙げられる。トヨタの方式をＩＴ工場に導入したら生産性が３倍になった事例がある。ここまで効率化すれば中国に対抗出来る。日本の製造業は、家電やＩＴハード産業も含めて総合的な事業展開をしているが、このことが本格的な効率化へのインセンティブを失わせた側面も否定できない。
　トヨタの競争力は、自動車産業がすり合わせ型アーキテクチャーであるが故に日本で生み出された側面は大きいが、他方、こうした日本企業が本質的に有している比較優位構造を十分発揮しているところにも、その強さの源があることを忘れてはならない（図表２４）。
（藤本隆宏　東京大学大学院経済学研究科教授へのインタビューより：文責事務局）
[image: image25.wmf]１０．ネットワークの創造的再構築〜新たな国家システムの構築に向けて

ＩＴを組み込んだ経済社会を実現するには、行政と経営がそれぞれの責任において、構造改革に取り組み、

２１世紀にふさわしい新たな日本的システムと日本的経営を模索すべき時期にきている。経営者は経営改革

を実行し、行政はＩＴ改革、経済構造改革、行財政改革を同時に実行することが必要である。組織改革の実

行が経済力の回復をもたらし、同時にＩＴ産業を復活させるという好循環を生み出すことになる。
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図表２５　日本的システムの改革

目指すべき経済システム構造は、戦前の経済社会システムと類似しているが、グローバルな環境の中で、
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30%

を

超えると効率向上効果が反競

争的効果を下回る。

対象

公益部門及びネットワーク産

業

市場占有率

30%

超の垂直的協

定及び市場占有率が

30%

以下

の垂直的協定であって、

「垂直

的制限に関する一括適用免除

規則」による一括免除適用を

受けないもの

規制導入の利点

費用効率性の向上、サービス

の向上、製品差別化の拡大、

技術革新の促進、価格の低下

市場占有率基準、特定の垂直

的協定への適用除外及び条件

設定により、関連市場におけ

る有効競争が保証される

分割にあたっての

要検討事項

ユニバーサルサービス、供給

信頼度などの水準確保のため

の経済効率性

垂直的制限は、非価格競争の

促進、サービスの質の改善等

による肯定的効果をもたらし

得る
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図表２８　ＩＴにおける我が国の立ち後れ～高コスト構造（供給サイド）

ブロードバンド化により、バックボーントラフィックの圧倒的増加は既に始まっている。諸外国と比較しても、高

コスト構造である我が国のバックボーン市場がボトルネックにならないよう、改革が必要である。
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（１）バックボーン（専用線）の価格比較（／月）：距離１０００

km

の比較

日／米＝およそ３倍

（２）ネットワーク機器の国際比較

※東京－福岡：

NTT

コミュニケーションの料金表より

※サンフランシスコ－シアトル、サンフランシスコ－ソルトレークシティはバンドワイズマーケットより。

　（米国は、落札により決定されるため価格は変動する。日本は価格規制により固定料金）

※日米とも

ATM

方式による通信で比較

※いずれも平成１３年８月現在

150Mbps 50Mbps

東京－福岡

630

万円

300

万円

サンフランシスコ－シアトル

220

万円

100

万円

サンフランシスコ－ソルトレークシティ

200

万円

100

万円

日本

１．８倍

１．６倍

１．４倍

１．２倍

１．０倍

ＩＳＰ側の低価格競争が

進行中。バックボーン側

は米国に比較し競争が

遅れている。

米国のネットワーク機器価格を１としたときの国際比較

バックボーン価格の内訳

　○ダークファイバー

　○ネットワーク機器

　○運営費用（ｾｷｭﾘﾃｨ、人件費）


（５）組織革命が生み出すイノベーションサイクル
　このように、情報市場は、情報産業、企業及び行政の３つの領域において、ネットワークの創造的な再構築を促すインパクトを持つ。この過程で、組織改革が円滑に実行できるか否かは、マクロ環境の状況などにも左右されるが、制度環境によるところも非常に大きい。
　組織改革は、当然、人と資本の移動を伴うことから、多様な労働市場や金融市場が存在する国が有利となる。この過程で生まれるイノベーションに関しては、行政への依存が少なく規制に対して抑制的な国が有利になり、また、独占への監視を担う強力な競争当局と柔軟なルール形成を担う強力な民事司法を持つ国が有利となる。
　技術革新が既存の企業組織や産業構造を水平的にアンバンドルするきっかけとなる。これに呼応して、既存企業から流出した人材が、アンバンドルされた事業分野における起業活動を担い、あるいはユーザーにおける選別機能を担う。多様な労働市場や金融市場が、こうした動きを促進する。参入競争とユーザーの選別がイノベーションをさらに促す。イノベーションが生み出す独占に対しては、強力な競争当局が迅速かつ厳格に対応する。イノベーションは、同時に新たな紛争を生み出すが、強力な民事司法が迅速に紛争を処理する過程で、事実上のルールが形成され、過剰な規制が排除される。

「コラム」　人材の流動化～韓国における財閥からのスピンアウトの効果　
　韓国では、財閥の解体と財界及び官界における指導者の交代が急速に進み、人材が幅広い産業に拡散、これが一種のイノベーションの担い手となっている。外資の導入が、企業情報開示の徹底を促し、今や韓国の銀行は機関投資家としての性格を強め、資金調達機能は多様化し、イノベーションを後押ししている。理工系への進学率は極めて高く、米国への留学も本格化し、一流大学から一流企業へと言う単線的な価値観も急速に変わりつつある。ＩＴに関しても、若い世代のリーダーシップによって、これを導入することが企業にとっても行政にとっても当然のこととみなされ、行政への文書が原則電子化された結果、企業間の文書での決裁は過去のものとなっている。かつて、日本的システムを企業レベル、行政レベルで導入した韓国は、確実に日本型システムとは異なる制度設計を始めている。
「コラム」　人材流動化～スピンオフ型ベンチャーの重要性　
　我が国では優秀な人材は大企業に集中している。したがって、こうした大企業からのスピンオフを、経済再生の源となる可能性が高い。その具体例として、東芝のケンブリッジ研究所の事例を紹介する。
　東芝のケンブリッジ研究所は、ケンブリッジ大学と共同で半導体の研究を進める過程でテラヘルツ光による透過撮像技術を開発した。研究者は、皮膚癌診断装置として使えるのではないかと商品化を社内で提案したが、東芝は事業化しないと決定した。しかし、研究者の事業化への熱意は大きく、事業の成否如何に関わらず東芝には戻らないという前提で、テラビューというベンチャー会社を設立した。
　テラビュー社は、資金はベンチャーキャピタル（ＶＣ）から、技術と人は東芝から得ることによって設立された。東芝は、技術と人を提供する対価としてテラビュー社の株式を取得したが、同社は東芝の連結対象子会社ではなく、あくまで投資家として、テラビュー社からのキャピタルゲインを目的としている。一方、テラビュー社にとっても、東芝の完全子会社となった場合、提携先の選択の自由が制約されるなどの結果、事業の成功確率がかえって下がってしまうという判断もあった。
　この事例は英国の事例であるが、我が国においても、経営や財務を担う専門的な人材や資金が今以上に容易に調達できさえすれば、スピンオフを担いうる人材は大企業の中に存在することを物語っている。
（(株)東芝・研究開発センター井川副所長インタビュー）
「コラム」　人材流動化と知識労働者化
　ネットワーク型組織への変革を進めるためには、知識や能力をもった人材が適切に流動化することと、一人一人の人材が知識労働者（ナレッジワーカー）化することのふたつが欠かせない。
　これまでの日本では、若年労働者は欧米同様に流動化していたが、ミドルやトップ層は流動化していなかった。知識や経験を持ち、リーダーシップなどの能力を持つ人材は、企業経営の最も重要な資源であり、適切な人材の流動化なくして、産業構造の転換も新しい経済社会システムの構築もありえない。
　ミドルやトップの流動化が進む条件は、まず第１に、高度な労働市場機能が整備されることだ。能力を測定し評価する仕組み（たとえば英国における職業資格制度のようなもの）や高度な職業マッチングをサポートできる専門家（キャリアカウンセラーなど）が完備されること、そして個人のエージェントとなって転職先を開拓し交渉するサービスの出現が求められるだろう。また第２には、各企業が年功的な処遇をやめ、真の成果主義・能力主義を実現することだ。ミドルはもちろん、役員についても、責任を明確化し、報酬基準の透明性を高めることが必要だろう。そして第３に、転職コストを削減するための年金や税制改革のスピードを上げていくことだ。
　これらの変化によって、すぐれた知識を持ったミドルが業界の壁を越えて転職し知識が移転されたり、豊かな経験を持った変革型リーダーが組織改革の請負人になったりすることができる。
　もうひとつは知識労働者化だ。これは職業能力向上のための教育機関の再整備がキーポイントになる。大学や大学院におけるプロフェッショナルスクールの発達もさることながら、各企業のもつ知識を形式化し分け与えるコーポレートユニバーシティ（企業大学）のような教育機関を整備し、社員外にも開放することが望ましい。また加えて、各企業は社員に対して若い時期に子会社の経営を任せることや、資本系列のない異業種に教育出向させることなどにより、新しい実践的な知識を吸収し、コンピテンシーを育てる環境を用意することだ。さらに、権限委譲をすすめ、個人の目的創造型の業務遂行を促進することにも並行して着手すれば、知識と自主性をもった知識労働者に育てることができるだろう。
　このような知識労働者化によって、一人一人がいつでもネットワークのコアになれる状態を目指す。それによって、トップによるリーダーシップだけでなく、どこからでもイノベーションが起こりうる創造型組織が実現されるようになるだろう。
（リクルートワークス研究所所長　大久保幸夫）
「コラム」　情報市場が促す就職戦線の変化
　理工系の大学は、教官と特定企業の間の深い関係に基づいて、学生の就職先が割り当てられるのが一般的であった。ところが、近年、ＩＴの発達によって、学生がインターネットを通じて中堅企業の情報を入手し、就職先を自主的に決める動きが出始めている。中堅企業から見れば、一流大学の学生に直接アクセスできるツールが情報市場によって与えられたことにほかならない。学生の評価軸は、給与の多寡のみならず、やりがいが重要なファクターとなっており、中堅企業のほうが大企業よりもこの側面で魅力的な環境を提供している。こうした情報市場のインパクトは、中堅企業に雇用市場への参加機会を与え、学生には選択の多様性を与えたことにとどまらない。独占的に優秀な学生を獲得してきた大企業においても、やいがいのある仕事を提供できるか否かが、学生獲得の鍵となる。このためには、大企業ももっと身軽になる必要に迫られている。　
（京都大学長尾総長とのディスカッション）
「コラム」　個人と組織のアンバンドル～職務特許問題
　特許法においては、職務発明について、原始的に従業者個人に帰属することを前提に、使用者（会社）が法定の通常実施権を持つこととしている。（特許法第３５条第１項）。通常、職務発明については、雇用契約や会社の就業規則あるいは発明規程によって、その特許を受ける権利は会社に譲渡され、使用者（会社）が権利者となる場合が多い。ただし、その場合、従業者は使用者（会社）に対して「相当の対価」を受ける権利を有することとしている（特許法第３５条第３項）。これは、職務発明については、契約や規則で使用者（会社）に権利を譲渡させるケースが多いことを想定して、従業者と雇用者との間の平衡を図るための規定である。
　職務発明について従業者が使用者（会社）に権利を譲渡した場合、従業者が請求できる「相当な対価」がいくらであるべきかという点が最近話題となっているが、特許法上は、相当の対価の額は、①その発明によって使用者が受けるべき利益の額、及び、②その発明がされるにあたり使用者が貢献した程度、の二つを考慮して定めることとされている（特許法第３５条第４項）。
　しかし殆どの企業においては、出願時にいくら、登録時にいくらといった画一的な決め方をしているのみであり、ライセンス料を得ることによって高い価値を持つに至った特許も、防衛出願としての価値しかもたなかった特許も、同じ評価であるということも多い。
　発明者が正当な報酬を求めて企業を訴える下記のような職務発明規定を巡る紛争が発生している（注１）が、これは人材の流動化が活性化してきた我が国企業の就業形態の変化に伴い、発明者（従業者）の評価を人事等の雇用形態の中で適切に処遇することが困難となる中で、発明者（従業者）が直接的な金銭的対価を求める傾向が強まってきた現れとも考えられる。よって、今後も職務発明を巡る紛争はさらに増えてくるものと思われる。
　確かにこれまでは各特許の価値を出願時や登録時に評価することは不可能であり、またその後価値を評価し直すという管理コストも膨大なものであるという理由から、各特許の価値から職務発明の対価を決めることは極めて困難であった。
　しかし企業のＩＴ化の進展により、全ての無形資産・知的財産の現在価値を管理することが容易となり、一件一件の特許の価値も評価可能となった。例えば毎年その特許が持つ価値に応じて発明者に特定の割合で報酬を支払うようなシステムも十分可能であろう。
　今後は、職務発明の報酬も特許の価値に応じた報酬へと移行し、ＩＴ化により明確な特許の評価体系を確立した企業が、有能な研究者を獲得することが容易となり、より一層の人材の流動化がはかられるものと予測される。

このような職務発明を巡る事件が契機となって、発明者や企業の知的財産権に対する意識が高まるとともに、研究開発へのインセンティブを一層向上するための問題提起となることが期待される。
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インターネットの胎動

　

インターネットの胎動

通信の歴史

インターネットの歴史

放送の歴史

ハード・ソフトの歴史

ライフライン完成

ライフライン完成

１８９０年　電話交換事業開始（逓信省）

１９５２年　日本電信電話公社設立

１９５３年　ＫＤＤ設立

１９２５年　放送法成立→ＴＶ放送開始

(

東京放送局

)

１９２６年　日本放送協会設立

１９５０年　ＮＨＫ特殊法人化

１９５３年　民放ＴＶ放送開始

１９６０年　カラーＴＶ放送開始　

１９８０年代

１９９０年代

１９８４年　電気通信事業法成立

１９８５年　電電公社民営化（ＮＴＴ誕生）

１９８６年　ＤＤＩ他　長距離電話市場に参入　

長距離電話市場の競争開始

携帯市場、地域市場への参入

１９８９年　携帯電話

(

自動車電話

)

ｻｰﾋﾞｽ開始b

１９９２年　ＮＴＴドコモ分社

１９９４年　現行

(

第二世代

)

携帯電話ｻｰﾋﾞｽ開始�

１９９６年　ＰＨＳサービス開始　

１９９８年１月　ＴＴ

-

ＮＥＴ　市内電話市場参入

１９９８年２月　ワールドコム参入

　　　　　　　（ＮＣＣへの外資規制撤廃）

１９９９年７月　ＮＴＴ再編成（持株会社化）

２０００年代

２００１年５月　マイラインサービス開始

ＩＰ電話の参入

放送の多様化

１９８９年　ＢＳ放送開始

１９９３年　ＣＳ放送開始

２０００年１２月　ＢＳデジタル放送開始

放送のデジタル化

１９６９年　ＡＲＰＡＮＥＴ

(

米国国防総省：インターネットの原型、分離型ＮＷ

)

１９８６年　ＮＳＦｎｅｔ

　　　　　（全米インターネットバックボーン）

１９８８年　ＷＩＤＥ

　　　　　（日本でもインターネット接続開始）

インターネットの普及　　　　

　　　　

　　　　　　　　　　　　

１９９３年　ＩＩＪが我が国初の商用インター

　　　　　　ネットサービス開始

１９９６年　ＣＡＴＶインターネット解禁

１９９９年　東京めたりっく通信

　　　　　ＤＳＬベンチャーとしてサービス開始

専門端末の時代

専門端末の時代

１９６０年代　汎用大型コンピューターの時代

　　　　　　→バンドル型／カスタムメードソフト

１９７０年代　大型機でのアンバンドリング開始

　　　　　　　→アンバンドル型（ＯＳ非公開）

　　　　　　　　／カスタムメードソフト

端末の多様化

端末の多様化

１９８０年代　パソコン登場

　　　　　　　→アンバンドル型（ＯＳ公開）

　　　　　　　　／パッケージソフト

１９９０年代　ＬＡＮの時代

　　　　　→アンバンドル型／オンラインソフトへ

ＬＡＮの時代

１９８３年　

ＡＲＰＡＮＥＴが

TCP/IP

を採用

１９８２年　　ＰＣ９８シリーズ登場（ＮＥＣ）

１９８１年　　ＩＢＭ

ＰＣ登場

２００１年７月　スピードネット（東電）事業

　　　　　　　　開始（無線ＬＡＮサービス）

ブロードバンドインフラの多様化　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０００年１２月　ＮＴＴによるＦＴＴＨ開始

　　　　　　　　　（現行は試験サービス）　　　　　

２００２年春　　　次期ＣＳ放送開始

２００３年　　　　地上波デジタル放送開始

１９８８年　ＮＴＴ　ＩＳＤＮサービス開始

１９９５年　　ＷＩＮＤＯＷＳ９５発売

１９９７年　　ＮＥＣ　ＷＩＮＤＯＷＳ互換機発売

　　　　　　　（ＰＣ９８シリーズ生産打切り）

１９９３年　ＷＷＷ（ブラウザ）商用化

※

１９７０年代に、米国司法省がＩＢＭに対して独禁訴訟を起こ

したものの長期化の末、取り下げられた経緯あり。

ＩＰ市場への対応

２００１年夏　米国ＡＴ＆Ｔ自主的分割

　　　　（ビジネス、コンシューマー、ブロード

　　　　　バンド、ワイヤレスに４分割）

　　　　

→ブロードバンド会社は夏頃上場予定

２００１年３月　有線ブロードバンドネット

　　　　　　　　ワークスがＦＴＴＨ開始

コンピュータ産業から始まったアンバンドルの歴史が、インターネットの登場により、新しい情報市場が登場

する。


（６）我が国の戦後型システムの限界
　これに対し、我が国のように、①人材や資本の流動性が低く、②競争当局と民事司法の機能よりも、③行政の規制による対応がまず選択される国は、ＩＴのような技術革新を促す上では不利となる。
　戦後型の我が国の経済社会システムは、企業内及び閉鎖的かつ長期的な企業間関係を維持することを容易にし、この中で緊密な情報共有を可能とするシステムである。ＩＴは、我が国競争力の源泉であった閉じたネットワーク内での情報共有に代わる、市場を通じた新たな情報共有の手段を提供する技術革新に他ならない。
　我が国の組織は、今まで通り長期的な関係性に基づくネットワークを維持するのか、あるいはＩＴによる（情報）市場を軸としたネットワークに変革するのかという選択を迫られている。しかしながら、流動性を制約する戦後型の我が国のシステムは、こうした組織選択の自由を制限している。この結果、情報産業及び利用産業の双方において、組織改革が進まず、アンバンドルに伴うイノベーションサイクルが生じにくい。
　こうした意味で、ＩＴを軸とした経済の再生を図るには、かつての成功体験から脱却して、新しい国家システムの創造が不可欠となる（図表２８）。以下、第四章では、情報産業、経済社会、行政という３つの側面に渡って、旧来のネットワークの創造的再構築を実現するための制度改革を展開する（図表２９）。
[image: image30.wmf]６．我が国が目指すべき方向性〜ネットワークの創造的再構築

したがって、ＩＴを経済に組み込むためには、ＩＴ産業の構造改革のみでは不十分であり、情報、経済、行政

の３層にわたる組織改革が不可欠である。そして、経済と行政の組織改革がＩＴの利用を促して、情報関連

産業の改革を後押しすることになる。
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我が国では、ＩＴベンダーは自社のハードとソフトをセットにして販売するという旧来の統合体制を変更していない。

今後、ＩＴベンダー側は、競争力のコアとなるソフトウェア開発の内製化、ハードウェアの外製化による事業構造改

革が求められる。ネットワーク系産業（ユーザー）側はＩＴによる組織改革のために、ＩＴの調達を戦略的に実施する

必要がある。

　図表３１　ネットワーク系産業とＩＴ産業の関係
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「コラム」　ＩＴ革命の本質～新しい関係性の構築　
　経済システムは社会の生態系とその時代の文脈の上に築かれるものである。社会の生態系とは換言すれば人々の間の「関係性」に他ならない。アメリカのＩＴ経済自体にも多様性があり、東部ボストン地域と西部シリコンバレー地域の生態系の差が注目され、人々の間の関係、コミュニケーションの違いがＩＴにおけるシリコンバレーの優位に導いたといわれている。
　日本の産業システムは、企業間および人脈的な「まるごとの関係性」であり、それは開発途上時代と高度成長の文脈のもとにおいては、相互依存的な量的拡大に有効であった。しかし、ディジタルベースの個別的な「機能に基づく関係性」が求められるＩＴ時代においては、不適合になっており、いかに関係性を組み替えていくかが日本におけるＩＴの最大の課題となっている。
　その関係性の組み替えを可能にするのが、ｅコマースである。それは、これまでの経済・商業取引の慣行を変え、流通を変え、金融を分解・再統合し、新しい関係性を創り出す。ｅコマースが、企業間の機能的な関係性を構築する「場」（プラットフォーム）となる。
　また、ＩＴは「市場の失敗」に対するセーフティネットを、市場と協力し、市場を活用しながら提供する。なかでも、ｅコマースによるＩＴ教育は、「誰もが何時でも何処でも」受けることができるものであり、失業者の増加という市場の失敗に対処する「攻めのセーフティネット」として機能する。これは従来の「市場と対立するセイフ
ティネット」という捉え方と比較すれば対照的であり、従来の「関係性」が変化したものと言える。
　要約すれば、関係性を組み替えるということは、これまでの「制約条件」を取り除いたり、変化させたりするということであり、その「制約条件」の内容が新しい制度の本質になるのである。
（「ＩＴ革命のロードマップ」今井賢一（富士通総研経済研究所）から抜粋、要約）
「コラム」　デジタル時代における日本企業のジレンマ
　情報技術の発展と人的能力の蓄積は、モジュール化された製品デザインのための情報処理のカプセル化を個々の起業家的企業のレベルで実現可能なものとしたシリコンバレー・クラスタリングの誕生・存続を可能ならしめた。と同時に、水平的ヒエラルキーと集権化された人事管理という制度的補完により可能となる、組織参加者間の（暗黙の）知識の解釈上の同化に基づいた組織的コーディネーション、という日本企業の比較優位性を失わしめた。
　今後日本企業がその優位性を取り戻すために挑戦しなければならないことは、各タスク単位内部の文脈的情報共有と解釈的同化のカプセル化、及び人事管理の分権化を同時に行い、組織アーキテクチャーを再デザインすることである。解決策の一例としては、統合された法人形態を純粋持株本社－－それによって人事管理と情報処理の両方が構成部門へと分権化され、持株会社はガバナンス的役割に集中する－－へと転換することがあげられる。
（「比較制度分析に向けて」青木昌彦（ＮＴＴ出版）より抜粋・要約）
「コラム」　ＩＴと組織改革①
　１９世紀後半に出現した大量生産機械は、それまでとは比較にならない生産力を達成したが、こうした技術革新だけでは「規模の経済性」を生み出すことはなかった。したがって、企業には取引を内製化して巨大組織を創り上げる強い必要性と合理性が生まれた。自社内に垂直的な機能を統合することによって、規模の経済性を達成しようとしたのである。
　ＩＴ技術は、市場の効率を驚くほど高め、市場における調達・調整コストを激減させている。情報革命を最大限利用しうる組織にとっては、様々な機能を内製化する経済的インセンティブは低くなる。効率化されたマーケットを利用した方が、内部に巨大組織を抱えるよりは安くて確実な調達調整が行われるからである。その意味で、現在は単一機能の小さな組織でも、巨大企業と互角に戦える機会が生み出されている。新しい技術革新が市場の効率を著しく向上させたため、組織的な調整コストが相対的に上昇し、大規模組織はその存在理由を失っているのである。
　組織の意義が失われているのは、会長・社長以下末端に至るまで階層を積み上げる点においても同様である。近年の階層圧縮いわゆるフラット化の動きは新しい技術革新に裏付けられて、これまでと比較にならないほどの経済合理性を持っている。１９９０年代のＰＣ、さらにインターネットの普及は、情報処理能力に著しい向上をもたらした。研究開発・生産・マーケティングなどを分離しておくこと、部長、課長、係長などの多重の階層を設けることの必要性が急速に減退しているのである。
　いま、組織を維持していくために必要な論理は、組織でなければ実現しえない前向きな論理を含むものでなければならない。そこでの重要な視点は組織を資源・知識蓄積の場、情報創造の場、あるいはイノベーション創発としての場として捉えるような組織論だろう。組織はただ単に取引費用を削減するだけのために存在するわけではない。個人や数人の集まりでは絶対にできないことを成し遂げるために存在するのも組織なのである。「組織に集う」あるいは「組織を築く」ことに新たな意味づけが必要となっている。
（［特集論文］「組織の時代は終わったのか」米倉誠一郎（一橋ビジネスレビュー２０００年冬より要約）
「コラム」　ＩＴと組織改革②
　　
　ＩＴ革命がこれまでの情報化と本質的に異なるのは、デジタル情報を扱うコストの飛躍的な減少である。すなわちＩＴ革命の本質は技術革新そのものよりも、その結果として、もたらされる比較的安定して存在した経済活動間の境界変更が容易になりつつあることである。
　ＩＴインパクトの本質を理解するためには「システム構成要素への分解の仕方と構成要素間の相互依存関係のパターン」を意味するビジネス・アーキテクチャというレンズが不可欠である。
　企業が余剰利益を得るためには、ビジネス全体のどこで付加価値が生み出されるかを理解することによって、独自のビジネス・アーキテクチャを構築することが決定的に重要な「戦略的認識」となる。
　ＩＴは、ビジネス・アーキテクチャのモジュラー化を飛躍的に促進し、モジュラー化のメリットであるコスト大幅削減、分業促進、システム多様性の確保、オープン化を加速させる。日本企業がＩＴ革命に出遅れた本質的な理由の一つは、ＩＴがモジュラー型アーキテクチャーに立脚するにも関わらず、日本企業の強みがシステムの構成要素間の関係を積極的に認識する統合型アーキテクチャーに立脚するものであり、この間に不適合とジレンマが発生したことにある。
（「ＩＴのインパクトと企業戦略」楠木建　他（ハーバードビジネスレビュー）より抜粋・要約）
「コラム」　今でも通用する９３年答申の問題意識
　インターネットが未だ学術ネットにとどまっていた９０年代前半、産構審情報産業部会は、我が国のコンピューターネットワークのあり方について、その縦割り構造の弊害を指摘し、より機能的でドライな企業間関係や分社化やアウトソース化など、日本的系列構造の改革を唱っている（付属資料Ⅳ９３年答申参照）。
　この答申から約１０年、インターネットが標準として確立し、かつ、技術の進歩がデータ・電話・放送を飲み込んだ情報市場を現実のものとしている現在、９３年答申の指摘は、緊急を要する課題となっていると言える。
「コラム」　起業インフラの整備～中国の例　
１．李　東生　ＴＣＬ集団総裁　～国際企業を目指し一気呵成に変身
（中国企業が真のグローバル企業として認められるには、企業経営のあり方や会計制度を世界標準に近づける必要があるが、ＷＴＯ加盟後、中国的な仕組みをある程度温存しながら、時間をかけて改革するのか。それとも一気呵成にグローバル企業を目指すのか、と問われ）
「我が社は基本的に後者ですね。会計制度については国際会計基準に従って、足りない部分を改善しています。１９９９年、香港株式市場にグループ企業が上場し、グループの全事業の５０％以上を移管しました。香港の会計基準は国際基準と同じですから、この部分は既にグローバルスタンダードです。」
（日本、韓国、欧州の大手メーカーと既に交渉を持たれたそうですがどんな印象を持たれたか、と問われ）
「日本と韓国の企業では韓国の方が積極的で意志決定のスピードも速いように感じます。欧州企業は、ここ数年で変化のスピードが速くなっています。会社の組織も簡素化され、効率的になりました。例えばかなり上級の役員でも１人で中国に出張し交渉に望みます。経営の現地化のスピードも速い。ある欧州企業と交渉したとき、本国の役員は１人だけで残りは全員中国人でした。ちなみに日本企業と交渉した時は、全員日本人でした。個人的にはこの違いがとても印象的でした。」
（日経ビジネス　２００１年９月１０日号　Ｐ７６）
２．何　享健　美的集団総裁　～分権とスピードで日本を越える
「国有企業に対する優遇政策を享受出来ず、経営環境はずっと恵まれていませんでした。しかし現在になって振り返ると、それが逆によかった。国有企業のように定年まで保証された待遇ではないので、各部門や社員に対する目標管理効果は絶大です。」
「権限が集中しすぎて、市場の変化に機敏に対応できなくなり、業績が低迷し資金繰りも苦しくなったとき、私は思い切って権限集中型経営を止めました。１人のトップに権限が集中しているせいで、管理職の責任の所在が不明確になっていたのです。そこで、事業部制を導入し権限を分散しました。今年１月にはマネジメント・バイ・アウト（ＭＢＯ－経営陣による企業買収）を実施しましたが、その結果、管理職クラスにさらに積極性が見えてきました。」
「８０年代は日本企業が目標でした。経営管理体制が緻密で、従業員も非常に勤勉です。しかし９０年代は、日本企業ではなく欧米企業でした。特に米国のＧＥの経営を学びました。ＧＥの人事制度では過程よりも結果重視しますが、日本企業の考え方は違い、市場に対する対応、反応が遅い気がします。市場よりも企業自身の都合や企業イメージに重点を置きすぎているのではないでしょうか。日本企業は何年も連続して損失を出しても、経営のあり方を変えようとしません。これが私には理解できないのです。終身雇用の考え方や国の制度が影響してリストラを実行し難いかも知れませんが、競争原理がうまく機能していないと思います。企業が改革を進めることこそ、日本経済を救うことになると思いますが、日本企業にはスピード感がありません。改革のスピードを加速したほうがよいでしょう。」
（日経ビジネス　２００１年１０月１５日号　Ｐ３８）
第4章 ＩＴが問いかけるもの

～成功からの決別、新たな国家システムの構築
（要約）
第四章では、情報市場を新たな世紀のプラットフォームと見なした上で、情報市場、経済社会、行政のドメインにおける制度改革を提示する。
情報市場の領域（第一節）では、規制と独占への挑戦がテーマとなる。情報市場におけるイノベーションを確保するために、垂直統合型の独占企業に対する競争政策上の監視体制の強化（情報市場における競争政策指針）、規制の改革（旧規制の不適用、新規規制ゼロ方針）、電波制度の改革が提案される。また、情報市場における自治を支え、強化するため、規制から規範への転換に関する提案（電子商取引等に関する準則の策定、司法制度改革への支持、ＡＤＲ基本法の素案）を行う。
経済社会の領域（第二節）では、組織変革を試みる企業を支持するシステム改革が目標となる。ＩＴの本質をあらゆる産業における組織改革の可能性に求め、我が国において組織進化が行われるために、組織改革のインセンティブとしての情報市場の整備を行った上で（第一節）、信頼されるマクロ環境整備の方向性（国民負担の軽減、官から民への資源配分へのコミット）と、組織進化の多様性を許容する経済社会システムの完成（金融、労働市場における仲介機能の充実と公的仲介機能の効率化、企業統治の強化）、価値観の多様化に向けた教育改革（多層構造で開放的な教育システム）を提言する。
行政の領域（第三節）では、行政におけるネットワークの解体と再生がテーマとなる。独占的に政策形成を担ってきた行政システムを清算し、技術革新に制度改革が遅れることないよう、競争的な政策形成メカニズムを構築することがテーマとなる。省庁再編をハード面での行政改革と呼ぶならば、これはソフト面からの行政改革に他ならない。情報市場を活用することによって、垂直統合的な行政組織をアンバンドルし、より安価で高品質なサービス（政策形成と公的サービス）を実現することが提示される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（国家システム改革のために必要なこと～成功体験からの脱却）
　技術の変化は、最適な企業組織や産業組織、産業構造の変革を促す。企業組織や産業組織、産業構造には、これを支えるふさわしい制度がある。技術の変化が生じた時、これに適応できる国とそうでない国が生じるのは、制度の違いによるところが大きい。
　技術革新が本質的なものであるほど、旧来の技術体系のもとで成功した企業や国ほど、改革に遅れを取る傾向にある。加工組立産業からＩＴへの変革の流れの中で、我が国と米国で起こった格差は、こうした事象の典型例である。
  かつて世界に冠たる情報化を担った情報産業の構造を清算する。高度製造業における比較優位を発揮してきた戦後型の経済社会システムを清算する。こうした比較優位構造を生み出す上で、妥当な政策形成を担ってきた行政の構造を清算する。
こうした３つの領域における構造改革によって、市場経済の新たなプラットフォームである情報市場を根付かせることがはじめて可能となる。成功したシステムから脱却した上で、我が国独自の比較優位とこれを支える新たな経済社会システムを見出していく。中央集権と資本主義を導入した明治維新、民主主義を導入した戦後の経済改革と同じような構造改革が求められている。

「コラム」　日本企業に真の競争力があったのか　　
「競争を考えるとき、我々が学んだのは競争優位を持つ方法として、会社には２つの道がある。ひとつは同じことを競合他社よりも少しだけうまくやる。これをoperational effectiveness（業務の効率性）と呼んでいる。もう一つは戦略的ポジショニングであり、全く違った形で競争することを意味する。」
「１９８０年代になると、欧米の企業が日本にならい、その水準に追いついてきた。８０年代後半には日本に追いつき、その後欧米の多くの企業が日本企業を追い越して、先に行くようになった。何が逆転の鍵になったかというと、ＩＴであり日本企業は対応が遅かった。日本はこうして業務効率性という点での優位性を失ったわけだが、致命的な問題というほどでもなかった。それよりもさらに深刻な問題は、日本企業がほとんど真の意味での戦略を持たずに、皆同じことをやってきたことだ。業務運営上の改善や継続的コスト削減や欠陥をなくす面では優秀だったが、戦略的なポジショニングについては下手だったと思う。これが破壊的な結果をもたらします。この問題を象徴するのが半導体業界です。欧米の大手半導体メーカー４～５社と比較すると、日本のメーカーはほとんどあらゆる種類の半導体を作っている。それに比べ、モトローラ、インテル、テキサス･インスツルメンツの場合は、いずれも幅広い産業の中のある一定の分野に焦点を当て、他社との差別化を図り、その分野では自分たちがトップになるような戦略をとっている。欧米の企業には戦略がある。しかし、日本の会社は、みな右にならえで似たり寄ったりである。ソニー、本田技研工業、日本電産、キョウデンといった企業では、はっきりと戦略的なポジショニングを持っている。ただこうした企業はむしろ例外的。日本経済の主流をなすような企業では横並び意識が強く、戦略的なポジショニングを持っていない企業のほうが圧倒的です。」
「本当の問題は、競争に対する考え方、アプローチです。企業側の問題としては、あまりにも狭い形で競争する、そして戦略性を欠いているというところです。業務の効率性を高めないでいいといっているわけではありません。ここでＩＴが役に立つと思います。日本はＩＴに関して、他国に追いつかなければならない状態です。業務運営上の効率をさらに高めるために、ＩＴは大きな役割を果たすはずです。」
「私が求めているのは、企業に相当な改善を行ってもらいたいということです。事業構成全体を見直し、いらないものはどんどん切り捨てる。売却する。いくつかの分野だけに焦点を当てて、成功できるものだけを残し、あとは全部捨ててしまう。もうひとつ、日本で加速している企業合併の動きについては、特に懸念がある。企業は合併をしたからといって競争力が高まるわけではありません。」
（「Can Japan Compete ?」マイケル・Ｅ・ポーター（一橋ビジネスレビュー２００１年春）から抜粋）           
「コラム」 イノベーションのジレンマ
  ハーバードビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授（Clayton M.　Christensen）は、「イノベーションのジレンマ」（原題:Innovator’s Dilemma, When New Technologies Cause Great Firms to Fail）において、人材面でも、資金調達面でも、市場におけるブランド力においても、優位に立つ大企業が新たな技術によるイ
ノベーションが市場で進展していく過程で失敗するケースが何故多いのか、その要因
を以下のとおり分析している。
・組織の能力・無能力（当該組織にできることとできないこと）は、当該組織を支配する価値基準と意思決定プロセスによって規定される。
・大企業は、主要な顧客の声に耳を傾けつつ新技術の開発を行うので、従来の技術の延長戦上で行われる持続的イノベーションが進展する過程では、市場をリードする。
・市場のパラダイムを変更するような破壊的イノベーションを引き起こす新技術は登場した当初は、従来より取引している主要な顧客のニーズに合わず、新たな顧客を開拓する必要があったり、大企業にとっては、市場規模が小さくて魅力に乏しかったりするため、主要な顧客の声を聴きながらビジネス展開を行うとか、大きな利益を生む大きな市場への対応を優先する、とかいった一見合理的に見える価値基準や意思決定プロセスを有することが原因となって、大企業による破壊的イノベーションへの取組は後手となりがちである。
・破壊的イノベーションへの取組は、いずれにしても新たな顧客や市場を開拓する　必要があり、当初は市場規模が小さくても十分なベンチャー企業が先行することになる。このような新規市場の確保を基盤として、破壊的イノベーションは、徐々に価格パフォーマンスを高め、大企業が確保していた大きな既存市場における競争力を高めていく。結局、大企業は、既存市場も失うこととなる。
　８０年代までの我が国の成功と９０年代の停滞は、我が国の企業群が国際市場において欧米の確立した大企業に対する挑戦者として破壊的イノベーションを主導し、競争力を獲得して、国際市場を席巻していく８０年代までと、逆に我が国の企業群が確立した大企業となって、ベンチャーを起源とする米国企業群やアジアの企業群から挑戦を受け、追い落とされていく９０年代とも理解できる。
（ＩＴによる組織改革をテーマとした総合的な構造改革の実行）
　我が国が目指すべき改革は、以下のように鳥瞰できる。効率的で信頼できる情報市場が組織改革のインセンティブとなる。信頼できるマクロ経済環境、多様な組織選択を可能とするシステム環境、価値観の変革が組織改革の実行を支える。ＩＴを組み込んだ行政が市場における構造改革を支援する。
　本章では、情報市場の構造改革（第一節）、戦後型経済社会システムの改革（第二節）、行政の構造改革（第三節）の３つを同時に実行すること提言し、改革の後に期待すべき未来像に言及する。この提言は、一面では、ＩＴによる組織改革をテーマに、規制改革と司法制度改革（第一節）、経済構造改革と財政構造改革（第二節）、行政改革（第三節）などの諸改革を横断的かつ戦略的に実行することを求めていることに他ならない（図表３０）。
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独占は競争の誘因でもあり、競争の阻害要因でもある。常に競争状態を維持するのみでは、イノベーションの

誘因をそぐ結果となる。独占を目指して活発な競争が生じ、結果的に生じた独占が再び競争によって崩壊す

る、という好循環を生み出す課程を確保することが必要となる。

Ⅰ．情報市場における競争環境整備指針

　　　①不可欠な資産（スタンダード）を、独占的な事業者が保有する場合、平等な利用を競争者に認める

　　　　→・独占的スタンダード確立企業に対してはオープンスタンダード→垂直統合の過度の独占抑制

　　　　　

 

・競争状態から生まれた独占には知的財産制度によって一定の収益を保証

　　　②不可欠資産（スタンダード）を有するドミナントな事業者に水平アンバンドルを求める

　　　　

   

・各レイヤーごとのアンバンドル、ドミナントな川上事業者川下事業者の連携、バックボーン寡占、等

Ⅱ．競争監視体制の強化

　　　　→公正取引委員会と関係省の連携強化、インナーソーシングの活用

図表３２　情報市場における創造的破壊を促す競争政策の展開

役務取引に関する優越的地位濫用に関するガイドライン（平成１０年３月）

その他

・不可欠な資産へのアクセス制限

・ネットワーク協調行為

    

等

特許・ノウハウライセ

ンスガイドライン

（平成１１年７月）

技術標準と競争政策

レポート

（平成１３年７月）

パッケージソフトライ

センス契約の問題点

（予定）

役務取引きに関する

優越的地位の乱用に

関するガイドライン

（平成１０年３月）

 

第一節　情報市場の構造改革

～垂直統合構造のアンバンドルと自治機能の強化

１．　効率的な情報市場の構築に向けて
（１）ＩＴの高コスト構造の是正
（２）インターネットの意義 ～階層ごとの競争可能性と水平アンバンドルの合理性
（３）市場の構造変化に応じた経営の責任と行政の責任 ～事業の再編と制度の再構築
（４）制度設計の基本① ～創造的破壊を促す競争政策の展開
　　　　・情報市場における競争環境整備指針の提案
　　　　・競争監視体制の強化
（５）制度設計の基本② ～新規事業への制約になる規制・制度の改革
　　　　・旧規制のＩＴ不適用原則
　　　　・新規制ゼロ原則とノーアクションレター制度の活用
　　　　・イノベーション創造型の電波制度改革

（６）制度設計の基本③ ～電話市場及び放送市場における公益的価値の確保
２．　信頼できる情報市場の確立に向けて
（１）情報市場における自治の強化　　
　　　　・電子商取引等に関する準則
　　　　・ＡＤＲ基本法草案
（２）情報市場におけるセキュリティの確保
　　　　・技術人材評価情報の充実

　　　　・刑事規範の充実　　
１．　効率的な情報市場の構築に向けて
（１）我が国のＩＴ高コスト構造
　ＯＥＣＤは、米国がＩＴで先行している背景として、国際的に見て低いＩＴコストを指摘している。経済産業省が行った内外価格差調査によれば、産業の中間投入としての情報サービスについて、無視できない内外価格差がある。また、例えば日本向けのネットワーク機器の価格は通常の価格よりも高いといったことも指摘されている（図表３１）。
　米国においてＩＴの価格破壊が生じている背景には、ＩＴ産業が垂直統合構造から水平分業へと変化し、水平的な階層ごとに激しい競争が生じた結果でもある。こうした組織改革を契機としたダイナミズムを生み出すことが、我が国におけるＩＴ高コスト構造を是正するために必要である。
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図表３３ 　情報市場における自治によるセーフティネットの整備（電子商取引準則とＡＤＲ制度の提案）

当審議会などの中立的な機関において、電子商取引準則案の検討や

ADR

基本法案の検討を行い、情報

市場における民事規範の整備と司法制度、

ADR

制度の充実を行う。それにより、規制に頼ることのない市

場における自治的紛争解決を可能ならしめる制度的環境整備を行う。

Ⅰ．電子商取引準則の検討

・民法

・消費者契約法

・電子契約法

・知的財産法

　　　　　　　　等

情報市場における取引の

特徴的論点

・なりすましの法的効果

・ネット上での欺罔的勧誘

　による契約の取り消し

・ブロードバンド化によって

　拡大するネット上での

　コンテンツ取引

　　　　　　　　　　　　　　　　等　　

適用ぶりを明確化

期待される効果

①

ADR

現場における紛争処理の明確化

②民事法体系の再構築

③自治意識の向上

Ⅱ．

ADR

基本法制度のあるべき骨格

司法制度改革の一環

・事後的紛争処理の充実による信頼の確保

・市場の主導するルール形成の基盤

以下の点について統一的法的対応の必要性

・弁護士以外の者による

ADR

サービスの

　有償提供の合法化

・裁判所が行う民事調停以外の

ADR

について、

　ユーザーが安心して利用できる環境整備

（時効の中断効の付与、合意の執行力に関する公正証書

の不要化、ADRに携わる者の守秘義務、仲裁法の国際標準化）


（２）インターネットの意義 ～階層ごとの競争可能性と水平アンバンドルの合理性
　既に第三章で見たように、情報産業の歴史は、独占と規制への挑戦の歴史である。コンピューター産業におけるハードとソフトのアンバンドル、ソフト産業におけるＯＳとアプリケーションのアンバンドルが、競争とイノベーションを促した。
　インターネットは、ＩＰという標準を提供することにより、インフラ層における多様な参入を可能とした。ラストワンマイルのインフラ面では、電話網に依存するＤＳＬのみならず、無線ＬＡＮモデル、ＣＡＴＶモデル、ＦＴＴＨモデルなど電話網から独立したビジネスが技術的に可能となっている。バックボーンインフラの面では、ダークファイバーを帯域で取引する市場モデルが、既に欧米では現実のものとなっている。
　さらにインターネットは、ＩＰという標準を提供することにより、コンテンツ層における多様な参入も可能にした。特に、ブロードバンドのフェーズになると、インフラが太く、安く、定額制になり、コンテンツサービスも急速に多様化する。メールやホームページから始まったコンテンツサービスは、電話や放送へと総合的なメディアサービスへと進化する。電子商取引サービスも、電子商取引から公共サービス、医療・福祉サービス、ＩＴＳなどの交通サービスへと拡充する。
　現在、通信・放送産業は、規模の経済性が働く電話網や放送網を前提としており、キャリアがサービスを同時に提供する垂直統合型の構造をしている。しかし今後は、電話サービスや映像サービスがインターネット上でも提供されるようになるが、その際には、こうしたキャリアとコンテンツが１対１に対応した垂直統合型の構造からの脱皮を図ることが可能となる。ＩＰに準拠すれば、キャリアでなくても（インフラ網を自ら保有しなくても）、電話サービスや映像サービスを世界規模のインターネットネットワークに乗せて提供することが可能になるからである。
（３）市場の構造変化に応じた経営の責任と行政の責任～事業の再編と制度の再構築
（経営の責任 ～事業の再編）
　通信・放送産業がこうした水平的な構造を持つ情報市場へ参入するプロセスにおいては、かつてコンピューター産業が辿った垂直統合から水平分業への構造改革の道を経験する可能性がある。これを促すのは、基本的には市場であり、実行するのは経営である。交換機電話部門とインターネット部門をどう組織すべきなのか、また、インターネット部門に関して、インフラサービス、インターネット接続サービス及びコンテンツサービスをいかに組織すべきなのか。この選択について、通信・放送産業の経営者は、株主や消費者の視点で回答を見出していかねばならない。
　この経営が直面する事業再編の問題は、通信・放送産業に限られた問題ではない。情報市場を形成する産業は、コンテンツ、接続、インフラ、ハード、ソフトと多層構造であり、事業の性格も全く異なる。こうした情報産業においては、技術の進展に応じて現在の組織形態の見直しを迫られている。今ある経営資源をどの事業に集中し、どの事業はアンバンドルするのか、アンバンドルの形態としていかなる組織形態を選択するのか、といった課題は、情報産業共通の課題である。

「コラム」　我が国のコンピューター産業の垂直統合構造の問題点
　かつてのメインフレームと呼ばれる大型の汎用機においては、システムの内部構造やソフトウェアの詳細は、各社独自の仕様に基づき設計されており、また原則としてその仕様は公表されなかったため、他社が互換製品を開発することが難しかった。このため、例えソフトウェアとメンテナンスをサービスとして無償で提供して、これと一体となったハードウェアの価格を高く設定することでハードウェアとソフトウェア込みのコストを十分回収することが可能であった。さらに、いったんシステムが導入されると、ロックイン効果が働き、その後も同じユーザーに自社製のシステムを継続して販売することも容易であった。このようにハードウェア、ソフトウェアを一体化して販売することでＩＴベンダーは長期安定的に収益を確保することができた。
　
　ところがＩＢＭ３６０の登場以降、ハードウェアとソフトウェアのアンバンドル化が進み、アプリケーションやＯＳを最適な組合せでユーザー自身が選択できる環境になった。しかし、我が国の場合、ＩＴベンダーは自社のハードウェアとソフトウェアをセットにして販売するという旧来の自社統合体制を変更していない。
　こうした現象を、ユーザー側の視点から見ると、日本のユーザーはハードウェアとソフトウェアをそれぞれ別の企業から最適な組合せで構築するという形態をとっていない。そのかわりに自社のシステム管理部門が従来から関係が深い特定の大手ベンダーとの間でハードウェア、ソフトウェアの一括となったシステム開発全体で契約を結ぶことが通常となっている。また受注したベンダーは、自社のハードウェア製品を用いるとともに、ソフトウェアについては独立系の中小ソフトウェアハウスに、開発リスクの補償も含めてほぼ丸ごと下請けさせるのが一般である。この下請け構造も更なる孫請け、曾孫請けといった多層構造になっているといわれる。
　こうした外注下請け構造のサプライサイドからのメリットをあげると、①ベンダーはマージンを差し引いて下請けさせることによってグループ全体で収益を確保できること、②大手ベンダーは余剰人員を抱えることのリスクを回避できること、③ベンダーが完成するまでの開発費用を工面するような場合、金融機関からの借入れも困難で資金不足に悩む中小ベンダーは、大手ベンダーからの発注よって当座の収入が得られることである。
　しかし、こうしたソフトウェアの外注下請け取引構造は情報システムの高コスト構造をもたらし、ユーザー企業のＩＴ導入の阻害要因となっている。また、価格面の弊害だけでなく、ソフトウェアの開発責任が不明確であることから、製品の品質向上の妨げとなっている。さらに、ＩＴ産業における競争力の源泉である高度なソフトウェア開発を担うＩＴ人材の育成という観点では、現場の労働者は劣悪な環境にあり、より根本的な問題が生じている。
　今後、ＩＴベンダーサイドにおいては、得意なものは自己調達し不得意なものはアウトソースするといった、事業構造のリバランスによる経営改革が求められる。同時にユーザーサイドにおいても、ＩＴによる組織改革が、その競争力を左右する重要な要素になるという考え方のもと、経営戦略の一環として、より厳しい目でＩＴの調達を戦略的に実施することが不可欠であろう。（図表３２）
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図表３５　ルール形成とＡＤＲ

規制緩和時代の経済社会システムにおける迅速かつ柔軟なルール形成の手法としては、これまでの

ように行政規制を通じたデジュール型ではなく、民事ルールの運用を通じた、市場による自主的な

ディファクト型を中心に据えるべきである。

このため、民事ルールの運用主体として、司法制度改革による司法機能の強化に加え、紛争当事者

の多様なニーズに対応できるＡＤＲ（裁判外紛争処理）機関の整備を進める必要がある。その際、

市場の動きが迅速にルール形成に反映できるよう、民間型ＡＤＲマーケットの創出が望まれる。
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「コラム」　ＣＭＭ、調達マネジメントとソフトウェア産業構造改革
　米国国防総省の調査によると、１９９９年の米国の公共及び民間のソフトウェア開発プロジェクトのうち、３１％は途中でキャンセル、５１％が予算・スケジュールがオーバー、完成品のうち６１％が初期の要求機能を達成していないことがわかった。
　こうした状況に対し、国防総省では、第一に、米国ソフトウェア企業の開発能力の向上が重要と考え、カーネギーメロン大学と共同で同大学内にソフトウェア工学研究所を設立。ソフトウェア開発技法の研究などソフトウェア開発プロセスの改善に自ら取り組んできた。また、そこで得られた開発プロセスを改善させるための手段として、ソフトウェア開発に関する能力成熟度モデル：Capability Maturity Model（ＣＭＭ）を開発し、国防総省がシステム調達を行う際の審査基準の一部に採用、これを調達参入の際の目標に設定することによってより熟度の高いソフトウェア開発能力持った業者の育成に努めている。
　第二に、決められた予算の中でより有効にソフトウェア開発を進めるため、米国政府では、情報システムの調達現場におけるプロジェクトマネージメント手法の導入に積極的に取り組んでいる。具体的には、Earned Value Management System（ＥＶＭＳ）という、契約後の進捗状況をある程度定量化し計画値からの乖離を発注者と受注者の双方から常時チェックしあうための技法を導入。情報システムの調達における品質・コスト・納期の向上に役立てている。
　我が国においても、ソフトウェア開発プロセスの改善や調達におけるプロジェクトマネージメントの活用に政府調達が率先して取り組み、我が国ソフトウエア開発の価格・品質両面にわたる国際競争力の向上や、効率的かつ効果的なＩＴ投資の普及に努めていくことが必要である。
「コラム」　経営の自主性を確保するための制度改革
　情報経済部会第一次提言（２０００年８月）及び第二次提言（２０００年１１月）は、ＮＴＴのあり方について、「より厳しい独占規律のもと、より自由な経営を保証すること」と主張、「ＮＴＴ東西の業務範囲」を「自由化」することを提言している。
　この考え方には２つの背景がある。ひとつには、仮に競争政策上の弊害が認められる場合においては、独禁法上の迅速な対応を行うことにより競争環境を維持できるという視点である。そして第二に、より重要な視点として、通信も放送も情報市場に統合されるというインターネットのもたらした市場環境の激変に対して、ＮＴＴに対しても、一私企業として経営選択の自由度が与えられねばならないという視点である。
　重要なことは、市場の変化が経営の変化により迅速に反映できるように制度環境を整備することであり、事業法体系から独禁法体系への変換によって、より高い経営の自由度と、より強力な競争監視を同時に実現していくことが規制制度改革の要点であるということである。
（行政の責任～制度の再構築）
　情報市場において行政が関与すべきことは、市場構造の変化に対応しようとする経営の改革を阻害しないよう、制度を再構築することである。このためには、旧規制の適用を差し控えた上で、独禁法を軸とした市場の水平型の機能に着目した競争監視体制を強化することが求められる。また、紛争処理を円滑化に進めるため、民事・刑事規範を充実することも重要である（図表３３）（下記（４）「制度設計の基本①～創造的破壊を促す競争政策の展開」、（５）「制度設計の基本② ～新規事業の制約となる規制・制度の改革」）。

  さらに、行政が直面する制度設計上の問題は、情報市場が成長する中で、現在の電話市場や放送市場が担っている公益的な価値をいかに維持するかという視点である。国民にあまねく普及している通信サービスとしての固定電話の機能や、基幹メディアとしての放送サービスの機能について、ユニバーサルサービスを維持する観点から、既存の制度を活用することも重要である（図表３４）（下記（６）「制度設計の基本③ ～電話市場及び放送市場における公益的価値の確保」）。
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注）米国市場（ＮＹＳＥ、ＮＡＳＤＡＱ、ＡＭＥＸ）で上場するためには、日本基準との調整（ギャ

　　　　　　　　　　ップ）を示すことが必要。実際は調整を示すより、米国基準で作り直す方を全ての企業が選択。

　

　　＜うち自主的な採用→約２０社＞

　　（オムロン、コマツ、東芝、日本ハム、丸紅、三菱電機、村田製作所、リコー、伊藤忠商事、
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注）特例会社（米国会計基準のみ作成）含む−連結財務諸表規則第８６条２附則
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日本基準・米国基準、両方作成　

 

４社

日本基準の英訳のみ　

 

４社→米国基準不要（店頭取引のみ）



（４）制度設計の基本① ～創造的破壊を促す競争政策の展開
（迅速な事後対応の重要性と競争法体系の強化）
　情報市場はネットワーク効果が働くので、事後的に独占が発生しやすい。他方、ＩＴは技術革新が速いため、独占的な状況が生じる原因をあらかじめ特定することは難しい。かつて、通信の世界においては、事業法によって許容された独占企業が存在していたため、こうした独占的な状態を競争的な状態に改革していくために、非対称規制を骨格とする事業法的な対応がなされた。他方、競争の過程で出現したかつてのＩＢＭ、現在のマイクロソフトの独占問題に対峙したのが独禁法であることが、こうした特徴を端的に表している。
　従って、情報市場の活力を活かすために必要なことは、事業法で競争上不可欠な設備をあらかじめ特定してその開放を求めることが必要とされる場合もある。技術の進展と競争の結果として登場する独占に対して、機動的に対応する事後チェック型の競争法体系の強化である。
（情報市場における競争政策の理念～独占と競争の調和による創造的破壊の促進）
　競争法体系の強化は、２つの柱からなる。一つはＩＴ分野において排除すべき独占の考え方を明確にすることであり、もう一つはこれを担う体制の強化である。その要点を理念、行為規範、構造規範の３点に分けて提示する（図表３５）。
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図表３６　ＩＴによる３つの組織形態の進化

②　米国型組織→多国籍組織

②　米国型組織→多国籍組織

③　シリコンバレー型組織

③　シリコンバレー型組織

ＩＴは情報共有の範囲と量を劇的に拡大し、かつ情報処理の費用を劇的に低下させる。これに伴い、米国型

組織も日本型組織も改革が迫られ、シリコンバレー型の組織も確立した。これらに共通するのは、組織と市場

の分水嶺を今まで以上に柔軟に、かつ、迅速に見直し、選択することに他ならない。

①　日本型組織→開放型組織

①　日本型組織→開放型組織
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　情報市場はこれを担う技術が固定化された世界ではない。常に技術革新が生じる動態的な世界である。市場の参加者は独占的な状態による収益の獲得を目指して、激しい競争を繰り広げる。独占的な状態が生じれば、高い収益を獲得できるが、参入を抑制することによって、こうした状態を維持することも可能となる。独占は競争の誘因でもあり、競争の阻害要因でもある。常に競争状態を維持するのみでは、イノベーションへの誘因をそぐ結果となる。独占を目指して活発な競争が生じ、結果的に生じた独占が再び競争によって崩壊する、という好循環を生み出す過程を確保することが目標となる。
（情報市場における競争政策の柱～行為規範としてのスタンダードの開放）　

　　　　　　　　　　　　　
　行為規範の要点は、情報市場における競争を促す上で不可欠な資産（スタンダード含む）について、独占的な事業者が保有する場合には、その平等な利用を競争者にも認めるという点である。不可欠資産の内容は、制度的に形成されてきたもの（電話の加入者線網や電力などの管路など）とは限らない。むしろ、情報市場の発達に伴って、制度的に形成されたラストワンマイルのインフラ層における独占の問題は相対化し、ブロードバンド化に伴うバックボーンの寡占問題や、コンピューターハードとソフトとの間のインターフェースやＯＳのインターフェース、キラーコンテンツなど、競争の過程で結果的に生み出された有形資産や技術標準などの無形資産について、いかなる競争政策上の考え方を適応するかが大きな論点となる。特に、無形資産は知的財産制度によって一定の独占が許容されていることから、競争政策と知的財産政策の調和をどう図るべきかという視点も避けて通れない。情報市場おける競争環境指針は、こうした幅広い論点に光を当てて、策定されるべきである。
「コラム」　競争上不可欠な資産（スタンダード）という概念

従来、エッセンシャル・ファシリティー（ＥＦ）という概念では、鉄道網、電力網等へのアクセス拒否という問題に対して用いられてきたものであるが、注目すべきは、近年、その対象範囲が広がりを見せていることである。
　ＥＵ競争法では、その８６条に基づき不可欠施設に関する規定があるが、その適応対象はハードのみならずサービスやデータといった競争のプロセスで結果的に生じたソフトな資産を対象としたアクセス拒否の問題が議論されている（下記の事例参照）。
　ＥＵ競争法８６条
　（要件）①　アクセスが求められている施設の不可欠性。
　　　　　②　不可欠施設へのアクセス拒否がネットワーク所有者の地位の濫用であること。
　 　　　　　　（＝競争者を不利に扱うことを意図していること）
　　　　　③　不可欠施設へのアクセス拒否が客観的理由によって正当化されないこと。
　情報市場においては、ネットワーク効果などによって競争の結果、ソフトな資産が不可欠な資産（スタンダート）となり得ることは避けて通れない問題であることから、いかなる行為が競争政策上問題となりうるのかを検討し、知的財産政策との調整を図ることが重要な課題となっている。
事例１
　IMS Health社のデータベースである1860 brick structureを強制的にライセンスするよう欧州委員会が決定した事例（２００１年７月）
・経緯
　－IMS Health社はドイツにおける薬剤の販売と処方に関する情報のデータベースで　　ある1860 brick structureの供給者であり、1999年までこのようなサービスの唯一の供給者であり、既にドイツにおいて市場支配的地位を得ている。
　－NDC社とAzyX社は競争事業者であり、彼らが得た薬剤の地域販売データを製薬会　　社に対して売ろうと試みたが、市場においては1860 brick structureが標準であり異なった構造のデータは売れなかったため、1860 brick structureに基づくデータを販売した。
　－これに対してIMS Health社はNDC社とAzyX社の行為はIMS Health社の著作権　　を侵害するものとして提訴し、フランクフルト地方裁判所はNDC社とAzyX社に1860 brick structureの使用を禁止する決定を下した。
　－これに対してNDC社とAzyX社は2000年12月に欧州委員会にIMS Health社のラ　　イセンス拒否は市場支配的地位の濫用であると提訴した。
　決定の概要
　－欧州委員会がドイツの製薬会社に対してヒアリングした結果、既にビジネス上1860 brick structureに依存してしまっており、他の構造のデータへ変えることは困難であることがわかった。よって欧州委員会は、IMS Health社の著作権を侵害しない構造のデータを販売することは、現実的に不可能であると結論づけた。
　－1860 brick structureはNDC社とAzyX社にとってビジネスを続ける上で必須の　　ものであり、IMS Health社のライセンス拒否は、ドイツにおける競争の観点から見て、潜在的な新規参入の可能性を閉じるものである。よってライセンス拒否は市場支配的な地位の濫用にあたる。
　－よって1860 brick structureのライセンス拒否を違法とし、IMS Health社に対して、非差別的かつ商業的にリーズナブルな期間の商業ベースでのライセンスを強制する決定をした。
　事例２
　英・デジタル双方向ＴＶサービス（BiB＝現Open）に対する欧州委員会が決定した事例（９９年９月）
  ・経緯
   －ＢＴ、ＢスカイＢ、ミッドランドＢＫ等が出資しデジタル双方向ＴＶであるBiBを設立した。
   －BiBはe-mail、ホームバンキング、ホームショッピング、旅行サービス、ゲーム、　　 音楽、オンライン書籍販売、等様々な双方向サービスを提供している。
　 －このサービスにはＳＴＢ（セット・トップ・ボックス）が不可欠であり、BiB社はＳＴＢ販売店に奨励金の支給し、ＳＴＢを拡販、インフラを整備した。
  ・決定の概要
   －ＢＴとＢスカイＢが組んで、消費者アクセスインフラ、PAY-TVに対する技術サー　　 ビス、デジタル双方向サービス、映画・スポーツチャンネルの提供、といった市場において力を発揮することは、今後デジタル双方向ＴＶサービスの競争を阻害する危険がある。
　 －したがって、ＢＴ、ＢスカイＢは、第三者に対して、BiBのＳＴＢとＢスカイＢの　　   映画・スポーツチャンルに十分なアクセスを保証するよう決定した。
    （具体的には、「BiBの会社組織を法的に分離」「透明かつ無差別の奨励金メカニズ　　 ムの確保」等）
「コラム」　特許法と独禁法の融合を巡る議論
　特許法には裁定制度が規定されている。裁定制度とは、一定の要件が満たされた場合に、特許庁長官（又は経済産業大臣）の裁定によって、他人の特許発明等を、その特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して第３者が実施する権利（強制実施権）を設定し得る制度である。我が国の特許法においては、特に公共の利益のための通常実施権の設定（９３条）を規定している。なお、パリ条約においても、排他的権利の行使から生ずる弊害について、立法措置をとることを認めている（第五条Ａ（２））。
　一方、これまで裁定請求自体はこれまで２３件あるのに対して、全て裁定請求が裁定を下す前に合意や和解で決着したため取り下げられており、これまでの裁定の実績は0と実質的に使われていない状況である。
　平成９年４月に工業所有権審議会総会において改正した裁定制度の運用要領においては、公共の利益のための通常実施権の設定については、
ⅰ　国民の生命、財産の保全、公共施設の建設等国民生活に直接関係する分野で特に必要である場合。
ⅱ　当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合。
のような場合等が考えられる、とされている。
　ここで技術標準となった特許について考えるに、その技術が産業全般の発展に際して不可欠な資産である場合、それがライセンスされず独占されることは、上記の「産業全般の発展を阻害する場合」に相当することも多いと考えられる。
　これまで、競争上の問題は、公正取引委員会が独禁法違反を理由に排除措置を行うことが唯一の方法であったが、上記のようなスタンダードの解放という視点から、特許法の裁定実施権制度を用いて、競争環境を実現する方法も考えられる。
　今後の競争政策については、競争法として独占禁止法のみでなく特許法も活用する方法、独占禁止法を適用する際にも公正取引委員会と特許庁が協議を行うなど、産業の健全な発展のため競争政策としてより有効な方法が求められよう。
　この点については、下記のように検討の必要性が多く指摘されている。
「競争政策全般を９３条に読み込む可能性を視野に入れつつも、当面は市場の公共的必要性が相対的に高いと思われる「特許と標準の問題」への対処として９３条を明確化すること（運用要領の解釈又は改正により標準を公共の利益とみること）から始めて行くのが妥当ではないかと考える。…他に適切な競争環境回復手段がない場合のセーフガードとして、９３条に基づく強制実施権の設定が可能となるように、運用要領を明確にしておくべきである。」
（高倉成男（京都大学大学院法学研究科客員教授）AIPPI(2000)Vol.45 No.8）
「特許法上の裁定実施権制度にかかわる法律論を積極的に展開する機会を求めることが有益である。競争法的な考慮を行う裁定実施制度の立法論も大切であるが、裁定実施制度に係る公定解釈を司法の判断に晒すことも必要だと思われる。特許庁は、裁定実施権の問題で、公正取引委員会と協議する機会があってもよいと思われる。」
（稗貫俊文（北海道大学法学部教授）、公正取引 No.606-2001.4）
「特許法９３条の裁定実施制度を競争政策の観点からも活用できるよう、立法ないし運用を整備するという選択肢もあろう。権利主張に対して競争政策の観点から歯止めをかける手法は、すでに不正競争防止法において観察されるところである。…不正競争防止法が解釈や立法によって実現していることを、特許法や著作権法で実現することができないのか。特許権や著作権が経済に与える影響の大きさを想起すると、これもまた、急いで検討するべき課題だと思われる。」
（白石忠志（東京大学法学部助教授）、ジュリスト2000.2.15(No.1172)）
（情報市場における競争政策の柱～構造規範としてのスタンダードを軸とした垂直統合ビ　　　　　　　　　　 ジネスのアンバンドル）
　構造規範の要点は、ある階層における不可欠資産（スタンダード）を有するドミナントな事業者が、垂直的に事業を展開するに際しては、水平的なアンバンドルが求められるという点である。すなわち、管路、卸、小売りの各層からなるインフラ層、接続層、コンテンツ層、端末層、ソフト層などの各レイヤーごとに、アンバンドルが求められるという点である。通常、この論点は、競争上の不可欠資産を保有する事業者が自社で垂直的な事業を展開する場合が想定されるが、今後は、事業者の経営方針を尊重しつつも、必要最小限の公正競争環境整備を行うことが、課題となるだろう。
「コラム」　垂直的構造規制の国際的潮流　
　ＯＥＣＤ競争政策委員会は２００１年３月に「規制産業における構造分割提言」を公表し、ＥＣ委員会は２００１年５月に「垂直的制限に関する規則」及び「垂直的制限に関するガイドライン」を公表した。
  このうちＥＵの「垂直的制限に関する規則」においては、供給者側の市場占有率が３０％を越えた場合における垂直的協定（生産または流通系列の異なる段階において事業活動を行う２以上の事業者が締結し、かつ、それら事業者が一定の商品または役務を購入、販売または再販売する条件に関連する契約または協調行為）に関しては、例外なく、効率向上効果が反競争的効果を上回ると規定しており、競争の結果生じる独占の問題を検討する際の一定のメルクマールを提供している。　
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、固定、内製化）そのものを解体し再生する動きが顕在化している。
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（競争監視体制の強化）
　米国における競争法の監視体制は、ＦＴＣ、ＦＣＣ、ＦＥＲＣ、司法省反トラスト局というように、複数の独立の機関が担い、これらの機関の間で競争原理が機能している。この結果、競争法の運用が中立的かつ迅速に行われている。
　我が国においては、事業法所管省と公正取引委員会が競争の監視を担っている。この体制を前提に、中立性と迅速性、専門性の３つの要請に応えるためには、当面３つの対応を同時に講じることが必要である。
　第一に、事業法を競争法的な体系に改革し、独禁法と事業法が明確な役割分担の下、競争政策を展開する法的基盤を整備することである。第二に、独禁法を軸とした競争政策のあり方についても、関係省庁と公正取引委員会との間で連携することも重要である。特に新規参入者は中小企業である場合が多く、競争環境指針の策定に際しては、中小企業政策との連携を図るという視点を加味することも重要である（下記コラム参照）。第三に、こうした連携を体制面で実現するため、公務員制度改革で提案されているインナーソーシングを活用しながら、関係省庁の協力を得て公正取引委員会の体制を強化するべきである。

「コラム」　独占禁止政策と中小企業政策の連携
　平成８年３月末の特定石油製品輸入暫定措置法の廃止による石油精製品輸入自由化、揮発油販売業法の全面改定によるサービス・ステーション出店規制の廃止という一連の規制緩和を契機として、大手流通業者等新規業者の参入が行われる中で、生き残りをかけた競争という要素が加わり、価格競争に拍車がかかった。
　こうした環境下で、不当廉売の申告案件は増加し、平成８年度から平成１０年度７月中旬までに通商産業省担当部局への申告件数は８０数件をこえた。通商産業省が行った調査によれば、元売会社から系列の中小販売業者へのガソリンの実際の卸値は、１リットルあたり７５～７９円、他方商社等を経由し大量に売買される系列外取引の価格は７２～７２．５円程度と、系列内の販売業者が不利な取引を強いられている実態が存在し、系列内の中小販売業者の参入が阻害されていた。そこで、適切な競争を促す環境が必要であるとの認識から、「警告」、「勧告」等の厳しい措置を採ることも念頭においた上で、通商産業省は平成１０年８月４日に、公正取引委員会委員長に対し、中小企業庁設置法第３条第２項及び同条第７項の規定に基づき、「ガソリンの販売における不当廉売等の問題」について独禁法の適切な運用を申し立てた。これを受けて、公正取引委員会に通商産業省の職員が協力して反競争行為の監視を担うという体制強化が図られた。
　こうした競争当局と中小企業政策当局との連携の事例は、情報市場における競争環境整備に向けた体制整備の雛形として注目に値する。
（５）制度設計の基本② ～新規事業への制約になる規制・制度の改革
（旧来の規制のＩＴ不適用の原則とノーアクションレター制度の活用）
　通信放送の融合とは、多様なインターネットインフラ（光ファイバー、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ、無線ＬＡＮなど）の上で、インターネット電話や映像配信、さらには幅広い電子取引サービス（狭い意味での電子商取引のみならず公共サービス、医療福祉サービス、ＩＴＳなどの交通関連サービスなど）などの情報サービスが提供される現象を指す。
　ブロードバンドの情報市場は、交換機電話市場や放送市場とは独立に構築されるものであり、かつ、その構造も進化の速度も異なる。現在の通信・放送規制は、情報市場における構造的特徴とは異なるビジネスモデルを前提に構築されたものであり、これを情報市場におけるビジネスモデルにそのまま適用することは、原則差し控えることが望ましい。その上で、ある種の情報サービスが放送に該当するのかどうか、無線ＬＡＮビジネスは電気通信事業区分のどれに該当するのか、ダークファイバーの帯域マーケットビジネスを展開するに際して通信事業規制上の価格規制に抵触するのか否か、といったビジネスモデルの実態に即した規制の明確化と簡素化を図るべきである。
　他方、新規事業者は、ノーアクションレター制度を積極的に活用して、望ましい規制体系の合理化のあり方についての問題提起を自ら公開の場で行うことが期待される。
官民のこうした行動が、情報市場にふさわしい規制体系を形成する上で不可欠である。
「コラム」 アメリカにおける規制の差し控え
  米国のＦＣＣ（連邦通信委員会）は、１９９８年に発表したインターネットに関する新しい政策提言「ＦＣＣとインターネットの非規制政策」（The FCC and the Unregulation of the Internet：July 1999）で改めてインターネットが基本電気通信サービスとは異なり、情報処理的な高度サービスだとして規制されるべきではないという立場を明確にした。また、この提言ではアンレギュレーション政策こそインターネットの発展を支えたものであり、ＦＣＣがこの方針を堅持していくことが、アメリカ経済の発展のために不可欠だとしている。確かに、９０年代のアメリカにおけるＩＴ産業の成功の裏にはインターネットの弛まない発展があり、ＦＣＣによるインターネット黎明期からの一貫した「データ通信は規制対象外」とする立場がプラスに働いたことは想像に難しくない。
  一方、我が国においては、データ通信事業者である「第２種電気通信事業」が規制対象である事実から見ても「データ通信は規制対象」という立場をとっている。最近ではＮＴＴ東西地域会社のインターネットサービスである「Ｌモード」がＮＴＴ法に違反するか否かで議論を呼んだり、ＮＴＴドコモの「ｉモード」サービスが改正電気通信事業法で言うところの「ドミナント規制」の対象になるかならないかという議論が盛んに行われたりしている。このように、我が国のインターネットに対する規制方針は、通信の規律を軸に規制が必要という原則のもと展開されている。
（参考：「アメリカのUnregulation政策とわが国の進むべき道」林紘一郎http://www.glocom.ac.jp/users/hayashi/wwvi050901.pdf accessed on February 21,2001） 
「コラム」 ラストワンマイルからバックボーンへ
  インターネットへの関心の高まりから、インターネットアクセス回線のブロードバンド化は急速に普及が進んでおり、例えばＡＤＳＬなどは平成１４年１月末時点で１７０万加入を越え、競争の活発化に伴い価格低下もかなり進んできている。このようなインターネットアクセスのブロードバンド化に伴い、大容量のコンテンツがネットワーク上を流通するようになると、当然のことながらバックボーン容量についても対応が必要となる。
  インターネットのバックボーンは、主に電気通信事業者のもつ光ファイバーによる専用線と、ＩＸ（インターネットエクスチェンジ）で構成されている。我が国のインターネット構造は、主要なＩＸが東京にあることから、トラフィックが東京に集中する構造になっているのが特徴である。このため、地方のＩＳＰ事業者がＩＸに接続するためには、東京まで専用線を借りる必要がある。このままインターネットのブロードバンド化が進めば、地方のＩＳＰは、さらに大容量の専用線を借りる必要があり、コスト増は避けて通れない。今後、東京一局集中をさけ、地方への分散についても検討すれば、通信コスト増への対応とともに我が国の情報セキュリティの観点からも有効である。
  我が国のバックボーンコスト、とりわけ専用線料金については、従前より諸外国に比較して高コストであるということが言われてきた。地方のＩＳＰ事業者にとって、長距離の専用線を借りることは今でも大きな負担であり、ブロードバンド普及による増容量化に伴うコスト負担の増加を、そのままユーザーの加入料へ転嫁する訳にもいかず、このままではバックボーンがボトルネックとなってブロードバンド化の進展の妨げとなりかねない状況である。しかしながら、最近では国や電力会社などが保有するダークファイバーを開放する動きが出てきたり、波長多重伝送装置の高性能化と価格低下により、インフラ整備のコストは下がりつつあることも確かである。
　ところが、インフラの素地は出来ても、活発な流通がなければ経済効果は見込めないだろう。 欧米では、ダークファイバーや通信伝送容量（帯域）を時間の単位で取引するマーケットが既に存在しており、活発な市場取引により専用線料金は急激に下がっている。例えば、ニューヨーク～ロンドン間の専用線料金のメニューのうち、わずか１年の間に４分の１に下がった例も報告されている。
  しかしながら、我が国では電気通信事業法による第一種／第二種事業区分規制により、第一種事業者はあくまで自前の伝送設備でサービスをしなければならず、第二種事業者は自前の伝送設備を持ってはいけないことになっている。また、専用線料金やサービスメニューは事前届けが必要となっている。このような規制の存在により、電力会社や鉄道会社、自治体などの非電気通信事業者がダークファイバーを提供できるのは第一種電気通信事業者に限られ、また帯域価格をダイナミックに市場で決定することもできない可能性がある。また、マーケット運営者自身に規制が及ぶ恐れすらある。現状においては、ダークファイバーや専用線の活発な流通が実現するための制度整備が十分ではない可能性がある。
  我が国が真のブロードバンド環境を実現するために、バックボーン価格の低下を促すバックボーン市場の整備が重要である。現状、この市場を構築する上で、いかなる規制（事業参入規制や価格規制）が制約になっているのか早急に点検し、必要があれば速やかに制約となる規制の改革を実行することが求められよう。
（新規規制ゼロの原則）
　技術が変化し、新たなビジネスモデルが生じれば、特に、新陳代謝の激しいIT分野では利害関係者が対等という事態が崩れるケースが生じうる。これに対しては、競争政策上の規範（前述（５）参照）、民事上や刑事上の規範（後述２．（２）参照）を充実させれば、あらかじめ規定する規制でもってビジネスモデルに対処することは不要となる。
　そもそも、規制には、国際的な不整合性、裁量性、硬直性、萎縮性という副作用が避けられず、特に技術や市場の変化が速い情報市場においては、こうした副作用が際だつと予想される。我が国としては、情報市場に関しては、新規規制を創設することなく、規範の充実で対応することを基本原則として確立するべきである。
（イノベーション創造型の電波制度改革）
　従来、電波を活用したビジネスは、電波を割り当てられたキャリアが、特定のサービスを特定の端末を活用して提供することが一般的である。放送会社がテレビを端末とした放送サービスを提供し、電話会社が携帯電話を端末とした電話サービスを提供している。しかし、インターネットは、こうした垂直的な構造とは異なったサービス展開を可能とする。例えば、コンピューター機能を埋め込んだ多様な形態の端末を活用して、インターネット電話や映像配信、さらには電子取引サービスなどあらゆるデジタルコンテンツサービスを提供することが可能である。電波をインターネットのインフラ層として活用すれば、従来縦割りで競争のなかったコンテンツにおいて、競争が生じ、利用者の利便性が向上する可能性が高い。これはモバイルインターネットにおいても例外ではない。
　モバイルインターネットには３つの意義がある。第一に、ラストワンマイルの手段としては資本集約度が低く、比較的参入が容易である。第二に、有線によるブロードバンドアクセスが物理的に困難な地域における有力なアクセス手段を提供する。例えば、学校や公共施設などのパブリックスペースや、空港や駅、商店街などのホットスポットにおいて、いつでも情報市場にアクセスできる環境を整備する上で、モバイルインターネットが最も有効である。第三に、モバイル分野で我が国の製造業の競争力が発揮できる可能性が高い。
  既に我が国では世界に先駆けて高速インターネット接続可能なＩＭＴ－２０００のサービスが開始されたところであるが、さらに高速なモバイルインターネットの実現のために第４世代移動通信システムなどの研究開発を推進する必要がある。従って、第４世代移動通信システムなどのインターネット接続用電波を確保する方策を検討すべきである。
　電波政策の改革は、これを促す鍵となる。したがって、インターネット用電波の割当を増加するとともに、電波の有効利用を促す仕組みを検討すべきである。

「コラム」　電波政策の姿（その１） ～情報公開はなぜ必要なのか～

電波は、ラジオ・テレビ・携帯電話をはじめとする多様な利用を通じて、われわれの仕事を効率化し、生活を便利にしている。しかし電波が「目に見えない」資源であること、その機能の理解に技術知識が必要なことから、「日本の電波資源」の実状についてはごく一部の人にしか知られていない。
電波資源の理解のためには、これと類似する経済的性質を持つ「土地資源」と対比することが便利である。まず、電波や土地は使っても減少することがなく、この点で、石油・鉱物などの自然資源とは異なる。しかし電波も土地も無限に存在するわけではない。過度に使えば「混雑あるいは混信」を生ずるので、その使用には一定の容量がある。しかし他方では、技術進歩によって容量を拡大することができる。土地容量は、たとえば高層建築によって拡大できる。電波の場合にも、「多重通信」をはじめとする容量拡大技術が開発されており、限られた電波資源を効率的に利用する努力が続けられている。電波利用の問題は、技術面でなく、制度面にある。
電波資源の利用には、道路や公園のように多数のユーザーが電波スペースを分け合う共同使用、宅地やオフィス用地のように特定のユーザーがある区分（帯域）の電波資源をすべて利用する排他的使用（専用）が区別できる。共同利用の場合には、事故や渋滞に相当するトラブルを防ぐためのルールが設定されている。また専用の場合には、専用電波帯域に対する他者からの侵害（電波妨害）防止のための規律と罰則を含むルールが作られている。
電波と土地では、その使用・利用のための「制度」が異なっている。土地は私有地と公有地に分かれ、土地の所有権や利用権をはじめとするさまざまな権利・義務が定められており、一定の規律・規制のもとでその市場取引制度が成立している。これに対し、電波資源はすべて政府（総務省）が管理しており、民間ユーザーは「無線局免許」を受けて指定「帯域」を一定期間だけ使うことができる。名目的な電波利用料が徴収されるが、実質上は無料に近い。電波の使用区分は、大略において国際的な取り決めにしたがっているが、その運用の細部はすべて政府「裁量」に依っている状況である。
このような「電波制度」は、歴史的な経過から成立したものであり、電波資源に余裕があった時代には大きな問題を生じなかった。しかしながら、最近に到って電波資源の利用が急増して、その「稀少性」が高まっており、政府裁量と実質上の無料使用という旧来の管理方式が、多数の弊害を生んでいる。電波利用効率の極端な不均衡、新規参入の実質的排除、既得権の問題などである。電波資源はＩＴ社会を支え、発展させる有力なインフラである。しかしながら現状が続けば、２１世紀に必要な電波資源の効率的使用が阻害され、そこから得られるべき生活・ビジネス上の便益が実現できない。
現在第１に実施されるべき政策は、電波の使用状況に関する情報公開であろう。電波は国民の共有資産であるから、その運用・管理の現状を細大洩らさず国民に報告することは、管理に当たっている政府の基本的義務の１つである。また情報公開によって、電波の使用効率を高める「再配置」が可能になり、電波を活用する新規産業の創出も期待できる。もちろん実際には、長期的に国民の利益を増大させるような公開方式・内容が選ばれるべきであろう。

なおこのような「電波制度」の問題は、わが国だけに生じているのではない。各国は、大要において共通する問題を抱え、それぞれ対策・打開策を見出そうと努めている。中でも米国は、電波資源の配分に市場原理を導入するため、１９９４年からその周波数割当に「オークション」を採用している。また米国では、古くから（制限付きではあるが）周波数免許の「譲渡」を認めている。その結果米国では、電波資源に「私有財産権」が少しずつ成立する状況にある。またＥＵ諸国（の一部）、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ホンコンなどでも、電波オークションが実施されている（実施される方向にある）。電波オークションの実施は試行錯誤を伴うので、いくつかの失敗ケースも報告されているが、全体として各国は、「市場メカニズムの活用によって電波資源の価値を見出し、効率的配分を実現する」方向に制度を改革中である。これらと比べてわが国では、そのための検討が始まったばかりであり、米国などと比較して立ち遅れの状態にある。
「コラム」　電波政策の姿（その２） ～市場メカニズムによる電波配分～
電波割当状況の情報公開により、利用効率の特に低い帯域や、存在価値が急速に低下している帯域、遊休帯域が明らかとなるため、このような周波数帯域について再配置を検討することが可能となる。再配置により余裕のできた帯域に新たな割当てを行うに当たっては、電波が限りある希少な資産であることを考慮し、市場メカニズムの活用による効率的な配分を行うことが重要である。

市場メカニズムによる電波割当方式として、まずは電波オークション制度が挙げられるが、これについては「オークション代価の消費者、ユーザー価格への転嫁」と「落札価格の極端な高騰」などの批判がある。しかし、落札価格がサービスの市場価格にすべてそのまま転嫁されたことはなく、仮に一部に転嫁が生じた場合でも、オークション収入による国民への還元が適正に成されれば消費者の負担とはならないという意見もある。また、落札価格の高騰については、電波の半永久的使用権に対する期待が原因の一つでもあったと考えられる。確かに、電波使用権を半永久的に与えると、既得権と化し、将来の電波資源の効率的利用に大きな障害をもたらす怖れが強いことは想像に難くない。
こうした単純なオークションの問題を解決する方法として、利用者へのサービスとリンクさせたオークション制度などが他の分野では検討されている。この方式は、公正取引委員会の研究会報告書（国内航空旅客運送事業分野における競争政策上の課題：平成１２年２月）の中で「羽田空港の発着枠の配分」に関する透明性確保の観点から検討が行われており、消費者利益の増大に対して最も直接的な効果が望めるものと期待されている。
これを電波割当に当てはめると、例えば無線インターネットアクセスサービスにおいては単位周波数帯域当たりで最も低いサービス料金を提示した通信事業者に落札させる方法などがあり得る。この場合は、通信事業者に対して一定の期間、入札時に提示したサービス料金からの引上げを原則認めないという制約を課すことが必要になるかも知れない（比較の指標となるべきサービスの評価方法が課題。異なるサービスを公正に比較評価することは困難。）
さらに、既に配分済みの周波数帯や、特殊用途向け周波数帯の割当てについては、電波利用料制度の見直しにより、周波数有効利用を図る必要があるだろう。例えば、電波利用料を、使用する周波数帯域幅に応じて課金する方式にすれば、免許人に周波数有効利用のインセンティブが働くようになり、市場メカニズム導入と同等の効果が見込めることとなろう。

（参考：「ＩＴ革命を実現させる電波政策に関する提言」通信と放送の研究会　2001/01/31、「ＲＩＥＴＩ政策シンポジウム『ブロードバンド時代の制度設計』2001/10/19」より）
（６）制度設計の基本③ ～電話市場及び放送市場における公益的価値の確保
  これまでの議論に加え、行政が直面する制度設計上の問題は、情報市場の成長に伴い、現在の電話市場や放送市場が担っている公益的な価値をいかに維持するかという視点である。

  特に、現在の技術的状況を前提にすれば、国民にあまねく通信の手段を提供している固定電話サービスをいかに維持し、国民にあまねく多様な情報選択の機会を提供している放送サービスをどう支えていくのかが電話市場と放送市場における制度設計の根幹（ユニバーサルサービスの原理）となる。

  こうした公益的価値の具体的内容について国民的な合意を形成するとともに、放送については情報選択の多様性を確保しつつ、電話については料金水準の平準化を確保しつつ、制度を構築すべきである（図表３６）。
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◆出井伸之　ソニー代表取締役会長兼

CEO

・米国のハイテク企業の多くはある特化した分野に集中して事業を進めている。日本の大企業は様々な商品を手がけることだけでなく生産から販売まで　　すべて自前

でやろうとする。こうした垂直的な構造を変えるべき。

・日本の電気メーカーはどの事業分野に最も集中するのか、短刀をつきつけられている。他社と連合を組むことも模索すべきだ。１社で何もかもやることは不可能だ。

◆中村邦夫　松下社長

・加工組立主体の製品はもはや日本では作れない。利益の源泉は、川上である高度な部品・デバイスやユーザーとの接点である川下のサービスへと移っている。

・企業優劣が規模の大小ではなくスピードで決まる時代になった今、より顧客志向に徹し、「軽く早く」その要望に応えるには、事業部の組み替えにとどまっていられない

。　重層組織はいらない。

・事業部から工場部門を分離し、独立採算で複数製品の製造を請け負う「ファクトリーセンター」もその一つの選択肢である。

・人生８０年の時代を迎え、個人の人生も、一つの企業に勤めただけで終わらない。社会としてもっと人材の流動化が進んで良いはずであり、それを支える制度を充実さ

せたい。

◆秋草直之　富士通㈱社長

・個別製品間でテクノロジーの差がなくなったこと、プロダクトの融合が進展していることなどから、これまでの縦割りのものずくりモデルが全く機能しなくなっている。設計

段階から相互に部品情報等を共有するといった取り組みが必要どなるが、こうした

Knowledge

　

Sharing

は、本来は日本企業が伝統的に得意としてきたところである。

日本的なやり方の伝統的な良さをどう活かしていくか、経営者はもっと考えるべき。

◆西垣浩司　日本電気㈱代表取締役社長

・商品の成熟とともに水平分業型へと移行していくのは世界的な趨勢だ。社内の商品に引きずられて、競争力がなくなったらあぶはちとらず。

・半導体事業の不振は高コスト構造だけが原因ではない。垂直統合型日本の半導体産業は、台湾のファウンドリーのような新しいコンセプトの前に遅れを採った

.

◆黒澤保樹　シスコシステムズ㈱代表取締役社長

・お客さんに必要なものは何でもやりますという基本的な考え方のもとに、結果が出てきたのが、自分たちだけでは出来ないということであった。したがって世界中で一

番安くて品質がいい部品を集めて、世界中で一番安く品質よく作れるところで作って、世界中で一番安く確実に届く方法をネットで集中的にコントロールしようというの

を考えた。

・８０年代は自社開発、９０年代は自社開発プラス買収、これからは自社開発＋買収＋パートナーシップがキーになる。

◆劉常夫　

POSCO

会長兼

CEO

・ＰＯＳＣＯのようなＩＴを活用した経営全般にわたるプロセスイノベーションは前例がない。これまで“

wait-and-see

”の態度をとってきた新日鐵も

POSCO

の経営全般にわた

るプロセスイノベーションの成功を見て、この４月に

BPI

チームを発足させ

POSCO

に続こうとしている。

◆張富士夫　トヨタ自動車㈱代表取締役社長

・ITを活用して設計する、型を作るといったように、作り方ががらっと変わってしまうのではないか。その中にはモジュール生産やプラットホームの共通化

なども含まれる。ＩＴ産業のようにＥＭＳに製造を任せる動きが広がる可能性もある。当社は「全部社内で」という会社の代表でしょうけれども

◆大歳卓麻　日本アイ・ビー・エム㈱社長

・ｅ－ビジネスを立ち上げるには、技術的なインフラ面の統合だけでなく、既存ビジネスの統合や情報の有効活用、組織の効率化などといった課題にも同時に取り組ま

なければならない。戦略面、技術面の両者を巻き込めるのは、経営トップのリーダーシップをおいてほかにない。経営トップ自身が、明確なビジョンを持ち、経営戦略とＩ

Ｔを総合するための道筋を示さなければならない。

・会社の仕組みの効率化・簡素化を推進し、お客様から見ても社内的にも分かりやすさを追求していく。変化が激しい時代にあって、その変化の波を上回るスピードで機

敏に行動し、そのスピードが自らの競争力となるように高めることや、年齢、性別、国籍等を問わず、優れた貢献を示す社員を評価・処遇し、活力に満ちた組織風土を

醸成することが重要である。


２．　信頼できる情報市場の構築に向けて
（１）情報市場における自治の強化～電子商取引等に関する準則とＡＤＲ制度の　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　提案
（情報市場におけるルールの基本理念～規制の排除、規範と紛争処理サービスの充実）
　情報市場における競争は、イノベーションを生み出すが、同時に、新たな消費者紛争や知的財産権紛争を生み出す。こうした紛争が効果的に解決されるよう、制度環境を整備することが、情報市場への信頼性を確保する上で、不可欠である。
　しかしながら、新たな紛争が生じるたびに、規制を強化していけば、情報市場が持つ活力を制約し、グローバルな情報市場を国境によって分断する可能性がある。他方、新たなビジネスがもたらす新しい利害関係の衝突を放置すると、情報市場への参加が阻害される結果ともなる。したがって、規制に頼ることなく、市場において自治的に紛争が解決される制度的な環境を整備する必要がある。このためには、情報市場の特質に応じた民事規範を整備するとともに、司法の充実とＡＤＲ（裁判外紛争処理）制度の整備が不可欠である。
こうした規範体系の強化が、誰もが安心して参加できる情報市場の形成を、硬直的な規制に頼ることなく確保する。さらに、こうした規範の充実は、判例や紛争処理事例の蓄積及び分析を促し、情報市場における自治ルールを市場が主導して迅速に形成することを促すことになる。こうした問題意識から、この提言案では、情報市場における民事規範の整備（電子商取引等に関する準則の策定）、ＡＤＲ制度の充実（ＡＤＲ基本法制度検討に際しての論点）の２点に関して、具体的な提案を行う（図表３７）。
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先進各国は減少傾向にあるにもかかわらず、

我が国の場合は、急激に増加。財政による

再配分が非効率分野を温存。（モラルハザード）

総人口の伸びがピークを迎える前に、生産年

齢人口は頭打ちとなり、さらに減少に転じる。

日本
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英国

人口構成の高齢化に伴う貯蓄不足化への流れを抑え、官から民へ資源配分をシフトして、市場活力を最大に

活かすために、財政赤字の縮小を目標とするのではなく、国民負担の増大抑制を目標にした小さな政府の実

現が不可欠である。これは、政府規模の選択に他ならない。　

図表３９　マクロ環境の基本的な方向性


（民事規範ルールの整備～電子商取引等に関する準則の提案）
　第一の電子商取引等に関する準則とは、既存の民事規範などが電子商取引にどのように適用されるのか、その法解釈を明確化するものである。現在、我が国においては、契約や物権、不法行為などの基本ルールを定めた民法、その契約ルールに関する特例法的な位置づけにある消費者契約法や電子契約法、物権ルールの特例法的な位置づけにある知的財産法制などが、情報市場における利害衝突を解決する規範となっている。電子商取引等に関する準則は、情報市場における取引の特徴、例えば電子契約や情報契約などの特殊な契約の類型などを捉え、典型的な論点（例：なりすましの法的効果、ネット上での欺罔的勧誘による契約の取消し、ブロードバンド化によって拡大するネット上でのコンテンツ取引に関する法的論点など）ごとに、こうした民事規範体系がいかなる解決手法を提供するのかを明らかにするものである。
　この準則には、３つの機能が期待される。第一に、紛争処理の法的根拠を明確化することによって、国民生活センターなどのＡＤＲの現場における紛争処理をより円滑化するというものである。第二に、準則に基づく紛争処理の事例を蓄積することによって、準則が規定する現在の民事規範体系の限界を明らかにし、情報市場にふさわしい民事法体系の再構築のきっかけとするというものである。第三に、情報市場に参加する全ての主体の自治意識の向上を図ることにより、ルールは市場で形成するという意識を高め、統治客体意識の脱却を促すことである。
　

　別冊の「電子商取引等に関する準則（案）」は、学識経験者、産業界、消費者、ＡＤＲ機関や関係府省など関係者の参加を得て、本分科会ルール整備小委員会が作成したものである。現在、パブリックコメントにより広く意見を求めているところであり、所要の修正などを行い、今年度末を目途に策定・公表を予定している。
　

「コラム」　情報市場は著作権を崩壊させるか
　デジタル情報は限界費用と品質劣化を伴うことなくコピーを可能とする。この性格のみを見れば、デジタル情報市場の出現は知的財産の侵害を助長する。この意味でデジタル情報は既存の知的財産制度を無効にするという見方になる。
　しかし、他方で、デジタル情報「技術」は、情報の個別管理を可能とする。アナログの世界では、コピーの追跡が不可能であって、これを補うのが著作権制度であったが、デジタルの世界では、技術が法制度に頼ることなく、コピーに応じた課金を可能とする。この意味でデジタル情報技術は知的財産制度を越えることができる。そして、技術による情報管理を制度的に保証するのが契約法制度となる。
　アナログの世界から、デジタル情報市場に変遷することによって、物権法制度（知的財産制度）ではなくて、技術と契約法制度が情報の開発誘因を提供するようになる。したがって、情報市場における制度設計において、契約法の適正化をどう確保するかが重要な論点となる。契約の当事者である情報の開発者と利用者の間で生じる利害調整を、法制度的にどう図るかが論点となり、具体的には、コピー制限条項、研究開発制限条項などの法的妥当性の確立が焦点となる。
　電子商取引等に関する準則は、現行の民法体系が、こうした問題に対していかなる回答を与えるかを明らかにする。情報の開発者と利用者が、この内容について、いかなる見解を示すのかが、既存の契約法の有効性と限界を明らかにする。準則を巡って、内外で活発な議論が生じることを期待したい。
（参考：ローレンス・レシッグ「インターネットの合法・違法・プライバシー、コード」
「コラム」　技術と法
　歴史の進展は、「技術」「思想・文化」「社会システム」といった各要素の相互連関の産物である。特に、「技術の発展」は、例えば「近代の成立」を規定する諸システムに見られるように、新たな市場を産みだし、新たな社会規範を創造し、新たな思想・文化を生起させる原動力であると同時に、「技術の限界」は、それらを規律する制約要因となる。すなわち、「技術」は「思想・文化」「社会システム」の前提を規定するファクターと捉えることも可能である。
　例えば、社会システムの中核をなす法制度は、制定・改正当時の技術を前提に、それがもたらす新たな市場や思想体系を組み込みながら、特定の価値実現を図るよう設計される。これは、立法活動によって生み出される制定法の「法制度」のみならず、法解釈、判例法等の「法規範」一般にも当てはまる。
　したがって、新たな技術の登場は、法制度、法規範で構成される「法」が所与としていた前提に変化をもたらし、その結果、既存の法に対して変革と創造の緊張を与えることになる。この変化に対応するための手法としては以下の２つが考えられよう。
　まず、法が目的とする価値実現の射程に収まる変化に対しては、既存の法制度の枠組みを維持した上でこの変化に対応する、という手法である。これは、「技術の法への引き寄せ」と呼ぶべき手法であるが、柔軟な法令解釈と機動的な司法活動に対する要請、すなわち法規範の硬直化を回避する試みでもある。この試みによって、例えば、技術の進歩に応じて、既存の法が規律する当事者の責任分担の社会的基準は大きく変わることになろう（※１）。
　他方、技術の発展が、法が目的とする価値実現自体を阻害するに至るような場合には、既存の法制度の枠組みに拘泥し続けると、価値観の実現と技術の自由な選択の間にトレードオフが生じることとなる。この段階に至った場合には、法制度を消滅させる試み（技術による法の代替※２）や新たな法制度の構築の試みが求められる。これは「法の技術への引き寄せ」ともいえる活動である（※３）。
　今後検討を深めていく電子商取引等に関する準則は、技術の発展が著しい分野であり、その結果、「技術と法」の緊張関係が先鋭的に見い出されるＩＴ分野について、前者の手法の回答を用意する試みであり、また、ここで見い出された法令解釈の限界を、後者の手法につなげる試みでもある。さらに、電子商取引等に関する準則において定められた解釈が、市場に導入される技術のレベルを規律する場合もあろう（※４）。すなわち、技術から法、法から技術、といった相互の働きかけが、ここで明らかになる。
　このように、「法と技術」は密接に関連しながら変化するものであり、常に両者に目を配った政策思考を図ることが必要である。ＩＴを巡る技術発展は非常に速く、次世代インターネットの登場など新たな技術環境が整備されれば、これまで議論もされていなかったような法的課題が一瞬にして現出することにもなろう。
　ここでは以下の点に留意しなければならない。まず、価値観を実現する手段として、現在利用可能な特定の技術にのみ着目してルールを法制化する場合、技術の進歩がもたらす法の克服という現象の前に、この取り組み自身が法制度の急速な陳腐化をもたらすことである。特に、規制立法は、一般的に対象となる事業活動や技術を特定することが要請されるが、このことが、ともすれば規制の陳腐化をもたらし、経済活動への過剰規制に陥る弊害が指摘される所以である。
　他方で、規制の陳腐化を回避するために法制度の対象を包括的に画すれば、具体的な解釈に当たり不透明な行政裁量を行うことを許容することになる。ここでは、裁量の結果として、先進的な技術動向にのみ目をとらわれて、一般的な経済社会活動において機能しない不要な法制度を生み出すとともに、コストの高い技術導入を社会に強制する可能性も生み出しかねない。
　したがって、ＩＴ分野においては、常に技術と市場の動向に目を配り、その動きをバランスよく法に取り入れる試みが求められる。すなわち、法制度は過度に特定の技術に偏ることなく技術中立的に設計される必要があるが、上述のような規制立法の弊害に鑑みれば、この取り組みは、民事規範による適切な外縁設定と市場の自主的な技術導入の対応により回答が見いだされるべきものであろう。そして、同時に機動的な司法活動と解釈規範の策定がこれを補完することにより、ＩＴ分野の法の生成が完成されるものといえよう。
※１　例えば、「なりすまし問題」については、現行民法の解釈では、「表見代理の法理」の類推適用が問題となるが、「なりすまされた者」と「取引相手」のリスク分担を決定するに当たっては、取引に際して採用されたセキュリティシステムの技術レベルの妥当性も考慮要素となると考えられる。この際、技術レベルの妥当性は、技術の発展によって変化するため、技術が当事者間の責任分担の分水嶺を変動させる要素となる場合がある。　　　　

　　　すなわち、本人確認の技術的手段が進歩すればするほど、なりすましを信じた者の責任をより重く認める方向に法規範自身が変化するであろう。
※２　例えば、ＩＴ技術の発達は、複製した者の追跡可能性を高めている。こうした　　　技術は、著作権者による個別の複製物管理を可能とし、著作権法による権利者保護が相対化する効果を持つ。上記「コラム　情報市場は著作権を崩壊させるか」参照
※３　例えば、ナップスター、グヌーテラ問題では、ファイル交換システムに基づいたいわゆる「PtoP取引」について、「複製費用の劇的な低下」という側面に着目し、複製権を中心とした著作権制度の存立基盤の根幹が揺らいでいるのではないか、といった議論がなされている。これに従えば、「法を技術に引き寄せる（著作権法を改正する）」アプローチになる（なお、※２のような技術に着目すれば、「法を技術に引き寄せる（著作権法が技術によって克服された事態を認め、技術が権利を擁護する事態を追認する）」か、または「技術を法に引き寄せる（技術をバックとした契約のあり方を法目的に即して解釈し直す）」アプローチになる）。
※４　なお、本年６月に制定された「電子契約法」において、電子契約の成立時期を、　　　承諾の通知の発信時点から到達時点に転換する措置が講じられたが、これは、明治時代に成立した民法が所与の前提としていた技術制約が変化したことに伴う、「法制度」の変更である。また、同じく「電子契約法」において、民法の錯誤規定における「重過失」反証の特例措置が講じられたが、これも、錯誤の発生環境を技術の発展が変化させたことに伴う、「法制度」の変更である。
※５　例えば、「なりすまし問題」について、現在のＢ２Ｃの電子商取引においては、本人確認がＩＤ・パスワードを用いて行われることが多いのが実態であるが、現状よりセキュリティレベルの高いシステム（例えば、電子署名やＳＳＬ技術の活用）を導入することが、事業者の責務として社会通念上過大な措置でないと判断されるような取引の場合には、事業者はリーガルリスクもコスト計算にしっかりと組み入れた上で導入するセキュリティ技術を選択することになろう。
「コラム」　準則への期待～契約、規制、刑事規範
　電子商取引を巡る法的論点に関して、ＩＴベンダーばかりでなく、ＩＴユーザーも含めたビジネスサイドが、法解釈の明確化等のアクションを政府に期待している分野について、電子商取引推進協議会（Ｅｃｏｍ）が２００１年８月に行った会員企業に対するアンケート調査結果によれば、以下のようなプライオリティ付けとなっている。契約や規制、刑事法制に対する関心が高いほか、消費者をも巻き込んだ国際的な電子商取引の急増が、国際裁判管轄等への関心を高めている実態がわかる。
　①契約法制（オンライン契約、ライセンス契約）　　　　５４
　②ネットを利用した事業展開を阻害している規制の緩和　４９
　③犯罪（刑法、刑訴法）関連　　　　　　　　　　　　　４１
　④国際取引（国際裁判管轄、準拠法）　　　　　　　　　３８
　④消費者保護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８
　⑥知的財産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５
　⑦税制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９
　⑧裁判外紛争処理（ＡＤＲ）制度　　　　　　　　　　　２６
　⑨ＩＴ関連の競争政策　　　　　　　　　　　　　　　　１９
　⑨ネット上の仲介者関連制度　　　　　　　　　　　　　１９
　⑪ネットオークション関連制度　　　　　　　　　　　　　７
（注）回答総数は９０。問は、「ビジネスサイドにおいて、電子商取引（又はＩＴ）に　　　関連して、法改正や法解釈の明確化のニーズがあり、政府サイドのアクションが必要と考える分野は、次のうちどれですか？」
（規範を支える体制の充実～ＡＤＲ基本法制度のあるべき骨格）
　第二に、紛争処理サービスの充実である。この論点は、今後、司法制度改革の一環として「ＡＤＲ基本法などの制定も視野に入れて検討」されることとなっている。
　このように紛争処理サービスの充実は、我が国が実行しなければならない普遍的な改革であるが、情報市場においてはさらに特別な意味を持つ。情報市場の変化は速く、かつ、そこでやりとりされるのが、現在の民事規範体系が想定していないデジタル情報そのものである。従って、紛争処理サービスは、情報市場における既存の法体系と取引実態の間における様々な相克、矛盾を浮き彫りにし、情報市場にふさわしい民事規範体系の見直しの基礎的な情報を提供する。
　この意味で、紛争処理サービスの充実は、自由なイノベーションを保証しながら、誰もが安心して参加できる情報市場を構築するためのインフラとなる。
　しかし我が国の現状を評価すれば、高価な弁護士による法務サービスと、裁判所の調停や国民生活センターの消費者相談などのほぼ無償の公的サービスの２つしか提供されていない状況にある。 ＡＤＲ関連の制度整備は、これから司法制度改革の一環として検討が具体化するが、紛争処理サービスの充実という視点から、例えば、以下のような制度整備を検討する必要がある。
　すなわち、ＩＴ関連など、高度な専門性と紛争処理サービスの充実が不可欠な分野においては、①弁護士以外の者がＡＤＲサービスを提供し、課金することを合法化すると同時に、②裁判所が行う民事調停以外のＡＤＲについて、ユーザーが安心してＡＤＲを利用できる環境を整備する（時効の中断効の付与、合意の執行力に関する公正証書の不要化、ＡＤＲに携わる者の守秘義務、仲裁法の国際標準化）などの統一的な制度整備が必要となろう。別添２の「ＡＤＲ制度の整備に当たっての論点案（図表３８）」は、これらの措置についてのたたき台として事務局にて作成したものである。今後、この審議会などの中立的機関において、さらに検討を深めることを提案する。
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民間の経営理念や手法を導入した予算・財政のマネジメント改革

－ＮＰＭ（

New Public Management

）と政府部門のリエンジニアリング－

【実施国：英国、米国、Ｎ

Z

】

２．業績マネジメントの導入【第２段階】

・中央省庁から執行部門をエージェンシーに分離。

・エージェンシーの長官に予算や人事などについて

の裁量を与え、業績や成果によって行政行動を統

制。

【実施国：英国、スウェーデン、Ｎ

Z

、カナダ、オランダ】

１．政府の役割の見直し【第１段階】

・民営化、民間委託、競争入札、ＰＦＩ

・補助金の削減

・規制緩和による構造改革

エージェンシーの長官は行政の「責任者」ではなく、

顧客にサービスを提供する「経営者」！

３．予算・財政のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの改革【第３段階】

・財政運営の説明責任や意志決定過程の透明性を

高めるような法的枠組みの構築。

・財政運営の目標・方針の提示とその評価。

・複数年度予算（３年程度）の導入

・繰越や前借りなど予算執行の弾力化

・内閣のトップダウンによる歳出上限額枠内での優

先順予算配分（政治のリーダーシップ）。

【実施国：英国、豪州、スウェーデン、Ｎ

Z

、カナダ】

★改革の基本的な方向や特徴

「伝統的・行政管理型」→「市場メカニズム・マネジメント型」

・「集中化・集権化」、「トップダウン」で歳出総額の決定、資源配分の優

先順位付け、政府前提の目標設定等（戦略的レベルの意思決定）。

・「分権化・分散化」「ボトムアップ」で個別プログラムの選定、資源配分

の決定等（運営レベルの意思決定）。

★財政当局の役割の再構築

・省庁や事業の責任者に予算や人事等のインプットに関する権限を移

譲し、アウトプットによってコントロール。

・中長期的な財政運営を前提とした歳出総額のマクロ的コントロール。

・説明責任と透明性向上のための財務・会計マネジメント。

・

value for money

の観点からの重要な政策やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの分析・検討。

図表４０　予算・財政マネジメントシステム改革


「コラム」　法と経済（紛争処理市場への適用）
　
　法制度を中心とした制度設計の選択に当たっては、選択された制度が実際の経済活動に与える影響を分析することが求められる。すなわち、法の選択や解釈は、法による正義を貫徹する観点からのみ検討されるのではなく、経済活動に対する影響も勘案して検討されるべきである。現実の政策選択に当たっても、立案者が意識する・しないに関わらず、法と経済の融合に配意した制度設計がなされていることが多い。
　
　しかしながら、これまで我が国においては、「法と経済」の交錯については、独禁法等の経済法を除けば、必ずしも明示的に重要視はされていなかった。（「これまでのわが国の法律学は、法解釈学全盛であった。法解釈学においては、実定法の各法条の一つ一つの文言の解釈をめぐって華々しい学説の対立や判例の発展があり、一見深い洞察や緻密な分析がなされているように見える。しかし、その解釈論が国民経済にどのようなインパクトを与えるのか、その条文が関係する制度の社会的目標から「望ましい」制度を構築するためにはどうすればよいのか、保険や価格に転嫁された後の実質的な費用負担者が誰なのか、などの視点からの検討は、それほどなされていなかったように思われる。極論すれば、これまでの解釈論は、条文の文言解釈と当事者間の利益衡量にきゅうきゅうとし、国民経済的観点から「望ましい制度像」を解釈論や立法論として提示することを怠ってきたのではないだろうか。」（『法と経済学入門』　小林秀之　神田秀樹）
　他方、アメリカにおいては、１９７０年代以降、「法と経済学（法制度や個々の法律の規定などを近代経済学（とくに価格理論を中心とするミクロ経済学）を武器として分析・研究する学問領域）（前掲　小林、神田）」が広く一般に浸透してきている。
　例えば、我が国においては、紛争が必ずしも裁判に持ち込まれないと言われているが、その理由を、日本人の法意識や権利意識の欠如といった抽象的な「国民性」に求める議論が散見される。しかしながら、法と経済の観点から分析を行えば、それは、裁判に持ち込んだ場合の費用や手間と判決の結果得られる便益を比較し、前者のコストをより大きく評価しているためであると評価できる。
　そして、現実には、判決に至るまでに、訴訟上の和解等により紛争は終了していることが多いが、これは和解額と判決までいった場合に獲得できる予想金額との比較計算を行った結果と考えることが可能である。
　すなわち、ここでは、弁護士費用を始めとした訴訟費用と勝訴による得られる判決額等の便益に関する制度設計が、紛争処理の実態に影響を与えていることが確認される。その観点から見れば、費用と便益のオプションが多様な、様々な紛争処理形態が出現することによって、紛争処理に当たって、当事者の行動の選択の幅が今まで以上に広がり、その結果、裁判上、裁判外問わない、広い意味での司法サービスが活性化する可能性があるといえよう。
「コラム」　米国のモデル州法、ＥＵの指令の意義
　我が国は、国内に制度の実験室を持たないために、海外の成功モデルの輸入に依存せざるをえない政策形成構造を有してきた。５０の州制度と１の連邦制度で計５１の制度実験を行える米国や１５の加盟国と１のＥＵの計１６の制度実験を行えるＥＵでは、国内／域内において制度実験を行い、成功モデルが他へ伝播していくメカニズムを有している。世界のフロントランナーとして、真似るべき先行制度モデルのないままに、新たな政策課題に直面せざるをえない現実への対応と、選択した制度が失敗した場合のリスク管理の観点から、米国及びＥＵは合理的なシステム選択を行っているものと評価できる。
　他方、我が国は、既に、世界のフロントランナーとして、真似るべき先行制度モデルの存在しない新たな政策課題に直面することが多くなったにもかかわらず、国内で制度実験を行うことが少ないため、他国で成功モデルが出てくるまで制度改革を行えず必要な制度改革が遅れるとともに、国のレベルで選択する一つの制度の成否に国の浮沈が全面的に依存するというリスクの高いシステム選択を行うことを余儀なくされている。
　我が国においても、法律の範囲内とされる条例制定権の範囲を広く解し、地方独自の制度改革によって、地方が独自性を育み、同時に、国内における制度改革の実験の場も提供する地方自治の実現が望まれる。
（２）情報市場におけるセキュリティの確保～刑事規範の充実と市場が主導する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキュリティスタンダードの確立
（市場によるセキュリティ評価機能の強化と刑事規範の充実）
　競争と規制改革、電波改革は、情報市場の効率化とイノベーションを生み出す。民事規範と司法の充実は、規制に頼ることなく、イノベーションがもたらす新たな紛争を迅速に処理し、新たな民事規範策定を促す。セキュリティ政策は、イノベーションがもたらす新たな悪質行為に対する情報市場の抵抗力を高めることにより、情報市場の信頼の基礎を担う。
　セキュリティ政策の基本は、決して行政が技術を選別して、一定の技術を許容し、又は抑制することによってではなく、あらゆる技術を許容してイノベーションを促し、市場の競争の中で最も費用対効果の高いセキュリティ技術が選別されることによって達成される。
　こうした市場における選別機能を効果的に実現するために、行政が果たすべき機能は２つある。ひとつは、電子政府の構築を通じたセキュリティ評価情報の充実であり、もうひとつは技術の悪用に対する刑事規範の充実である。
　さらに、産業や政府活動の情報通信ネットワークシステムへの依存が増大するにつれ、電力供給、交通、電子政府等の重要インフラの基幹をなす重要な情報通信ネットワークシステムに対して、サイバーテロ等のサイバー攻撃が行われた場合のリスクが高まっている。そこで、政府の役割として、自らの情報システムの安全性・信頼性を高めることはもちろん、重要インフラを保有する民間事業者に対し、適切な情報提供を行い、必要な情報の共有が適切に行われるメカニズムを構築していくことが必要である。
（電子政府の構築が先導するセキュリティ評価情報の充実）
　第一に、電子政府の構築に当たって、最高水準のセキュリティレベルを確保するために必要な、製品・技術・組織のあり方について、評価基準を積極的に明らかにして、市場におけるセキュリティ技術の評価情報の充実を図ることである。既に、「セキュリティ水準の高い製品等の利用方針」及び「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が策定されているが、暗号技術評価の進展が急がれる。
　この結果、製品・組織・技術の３つの側面にわたる基準は完成する。今後は、その運用をいかに効果的に行うかが論点となる。後ほど（第四章第三節）において、組織改革を伴う電子政府実現に向けて、政府内の責任組織、いわゆるＣＩＯの設置を提言するが、この政府内のＣＩＯは、各省庁及び自治体横断的なセキュリティ政策実行の責任部局として機能することも期待される。セキュリティ評価は、高度に専門的であり、かつ、進歩も速い。セキュリティ基準の運用は、民間の知見を導入しながら、行政の責任において行うことが基本となるが、その際、政府全体としての統一的なセキュリティ要件、省庁横断的なセキュリティ・インシデント対応体制の強化が必要である。この点については、内閣が、各省庁の情報セキュリティ確保の状況を統一的に把握して、各省庁の情報セキュリティの評価・監査、緊急事態への対応を一元的に行う体制を構築するための検討を開始しており、具体的な体制が早期に構築されることが望まれる。
（悪意の排除～強力な刑事規範による迅速な対応）
　第二に、技術の悪用を排除するためには、刑事規範の活用が有効である。今までも、情報市場に関する刑事規範体系強化の一環として、不正アクセス禁止法の制定及びカード犯罪防止のための刑法改正を行ってきた。この結果、カード犯罪については、カード情報の窃盗から偽造、所持、不正使用に至るまでの一連の行為が処罰の対象となり、ネットワークを通じたコンピューターシステムへの不正アクセス行為も処罰化されている。また、コンピューターシステムの破壊、妨害については、昭和６２年の刑法改正により、電磁的記録毀棄罪、電子計算機等損壊等業務妨害罪により処罰化が図られている。
　他方、情報市場における技術の悪用は、匿名性が高い、犯罪の痕跡が残りにくい、国境をも越えて不特定多数に被害が拡散しやすいといった特徴があり、なお、現行の法体系では十分捉えきれない側面がある。すなわち、①情報市場においては犯罪者の追跡が困難であり、こうした刑事規範強化の実効性が上がらない、②システムの破壊行為の原因となる不正プログラム（コンピューターウイルス、クラッキングツール、Ｄ－ＤＯＳ攻撃ツールなど）について、その製造や頒布行為が処罰化されていない、という点である。
　ブロードバンド時代の情報市場において、コンピューターウイルス等による被害が急激に増加すると見込まれている中で、追跡性の確保と不正プログラム対策が効果的に確立されれば、情報市場におけるセキュリティ環境は大きく改善すると見込まれる。
　ただし、追跡性確保のための方策は、民間への追加負担が生じる可能性があり、不正プログラム抑制のための方策は、「善意の」プログラム開発へも抑制効果が生じる可能性がある。制度化を進めるとすれば、これらとのバランスも十分に考慮した上で、検討を進める必要がある。当審議会では、各般の意見を募りながら、来春を目処に制度化に関する結論を得ることとしたい。
「コラム」　セキュリティ技術を始めとした技術進歩とインターネットを巡る規範の変化
　ローレンス・レッシグが「インターネットの合法・違法・プライバシー」において述べているように、「規制」は法律、法律によらない様々な行為規範、市場、コード（技術によるアーキテクチャー）によって実現され得るが（ここでいう「規制」とは狭義の「行政規制」ではない）、ハードウェア、ソフトウェア、通信回線及びそこを流れるデジタル情報によって構成されるインターネットにおいて特に重要な規制要素は、コードである（前掲　「技術と法」、「情報市場は著作権を崩壊させるか」参照）。コードを巡る技術の進展とその選択は、事実上、インターネットにおいて適用され得る法規範の前提、限界を決定する。
　例えば、インターネットにおける電子商取引における制約要因の一つに「なりすましの危険性」や「データ改竄見地の困難性」を挙げることができる。これを克服する手段が、「電子署名」「電子認証」システムとそれを支える暗号技術であり、電子商取引の安定に向けた市場のニーズが新たな技術の発展・採用を促し、さらにそれを前提として、電子商取引に関わるプレーヤーの責任分担が決定されていくことになる（（前掲「法と技術」参照）。
　また、インターネットの特性として挙げられることの多い「ボーダレス性」及びそれを前提としたインターネット上の活動に対する各国主権行使の困難性（単一ルール形成の必要性）という従来の「常識」についても、ＩＰアドレスの解析を通じて、ユーザーがどの国や都市からアクセスしているのかを突き止める技術（いわゆる「ジオロケーション」）及びそれを利用したビジネスの発展により、覆されてしまう可能性もある。
　これらの変化（①情報がデジタルかつネットワークで流通することによる、情報の蓄積・収集・検索性の著しい向上や、②クッキーや上記のような技術の普及）により、個人情報を利用し流通させる側の能力が著しく向上していくのに対し、情報の帰属主体（個人）によるコントロールがどんどん難しくなっている、という不均衡構造が顕在化しはじめている。
　プライバシーの保護が目的とする憲法的価値を実現する観点から、この変化をどう捉えるべきなのか（そもそも問題として捉えるのか、問題として捉えた場合は、それを解決するのに適切な方法は何なのか）、法的保護、アーキテクチャーによる規律、マーケットによる選択、のそれぞれの意義を踏まえた検討が必要となる。この場合に重要となるのは、個人が匿名性を確保する選択を自主的にコントロールできるか否かであり、このためには、技術がこれを担保し、同時に法がそれを保護する必要があろう。また、プライバシーの保護が根本的に揺らいでいる前提で、そこにおける「個人の選択」を重視するならば、関連する他の制度との関係が視野に入ってくる。

すなわち、プライバシー保護の目的を達するための技術的手段と法的手段が欠如しているために、別の制度がこれをカバーし、その結果、別の構造的な問題を招来しているのではないか、との問題提起である。

例えば、電子自治体の構築を制約する要因として、地方公務員の守秘義務の壁があるとの指摘がある（地方公務員の守秘義務規定によって、住民情報の共有化が自治体内部で阻害されているとの指摘）が、これは、本来、公務員の守秘義務が目的としている実現価値が、プライバシー保護と交錯した結果、制度の変容をもたらしているため生じている問題とも考えられる。
（参考：ローレンス・レシッグ「インターネットの合法・違法・プライバシー、コード」
第二節　戦後型システムの清算と新しい経済社会システムの構築

（１）ＩＴと組織改革
（２）ＩＴによる組織進化の３つ事例
（３）組織改革への条件～市場機能の強化

（４）マクロ面での資源配分の変革～官から民へ、小さな政府への道筋とＩＴを活用した行政改革の実行
（５）組織改革を促す市場機能の強化～①雇用市場の制度設計
（６）組織改革を促す市場機能の強化～②金融市場の制度設計

（７）価値観の多様化、これを担う多層構造へ開放的な教育システム

（８）市場主導の組織再編～システムの完成がもたらす好循環

（１）ＩＴと組織改革
（ＩＴの利用における立ち後れ）
　情報市場の出現は、企業間連携に選択肢を与える。電子化されていない企業間取引のみならず、固定メンバーによるＥＤＩ、さらには取引相手を固定しないｅマーケットプレースという選択肢が登場する。Ｂ２Ｂ市場規模を日米間で産業別に見ると、我が国はいずれの産業分野においても米国に比べて電子化比率、オープン電子化比率とも下回っている。自動車や電子関連製品などは比較的電子化が進んでいるが、特に、素材製品やエネルギーにおける電子化が著しく遅れている。
（組織と経営の変革）
　８０年代までの情報化は企業内あるいは固定的なメンバーによる情報化であり、情報化投資による労働の代替に過ぎなかった。しかし、ＩＴは情報交換手段の革新であって、企業間取引を電子化する過程においては、広範な構造改革が必要となる。
　これを理解するために、いくつかのＩＴ化に伴い注目されている定型化された事実を整理したい。それは、開発生産面におけるモジュール化、企業組織面における意思決定の分権化、産業組織面における機能的な連携（連合型の合併も含む）である。
　ＩＴがもたらす情報市場の登場は、取引費用の低下をもたらし、組織から市場へという変化を促す。情報を共有するためにかつては不可欠であった組織内の閉鎖的な情報ネットワークや特定企業間の閉鎖的なネットワークの優位性が薄れ、分権的でフラットな企業組織、オープンで機能的な企業間連携の可能性を増大させる。ＩＴは競争力を生み出す企業組織や産業組織のあり方そのものを変えていく。この意味で、ＩＴは次世代産業と言う意味よりも、組織改革をもたらす手段として重要である。
　以下では、ＩＴによる組織改革の可能性を展望する。米国型多国籍企業組織の進化、日本型系列組織の進化、シリコンバレー型組織の出現の３つである（図表３９）。
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（２）ＩＴによる組織進化の３つの事例
（米国型組織の多国籍組織への進化）
　米国型のヒエラルキー的な企業組織は、集権的な経営戦略の決定と事業分野ごとの分権的意志決定を要素としている。こうした組織は、情報市場を組み込むことによって、経営戦略と組織のミッション（価値）の形成を担う上部組織のもとに、組織の複雑化と情報処理費用の増加を招くことなく、権限委譲されたより多くの事業分野を束ねることが可能となる。
「コラム」　米国型組織の進化
Ａ－１：ＩＢＭの事例
　ＩＢＭは、単なるコンピューターメーカーではない。大型汎用機に代表されるハードウェアが中心であった事業構造をリストラクチャリングし、サービス事業で圧倒的なリーダーシップを確立してきた。現在では、同社の売上のうち約６割がサービス、ソフトウェアによるものである。
　ＩＢＭは、垂直統合型の企業とオープンな水平型の企業が混在するＩＴ業界のなかで、顧客が求めるのはテクノロジーをソリューションとして提供するインテグレーターになることであると判断し、グローバルな規模でサービスの提供力を着実に築いてきた。一方で、同社は、米国特許取得数ランキングで８年連続トップを獲得するなど、ＩＴ業界有数のテクノロジー・リーダー／サプライヤーであるが、同時に、Ｍ＆Ａや戦略的アラインスの活用により、テクノロジー、製品、サービスの競争力を補完してきた。近年では、インターネットが企業競争力にもたらす真の価値をいち早く予見し、ｅ－ビジネスを提唱・推進してきた。ｅ－ビジネスとは、テクノロジーと経営戦略との統合、ビジネス・プロセスの変革であり、そのための顧客の積極的なＩＴ投資がコンサルティングからホスティング、アウトソーシングに至る同社の広範なサービス事業への需要を開拓、拡大してきている。
　ＩＢＭでは自社でも調達、販売、顧客サービス、社員研修などの分野でｅ－ビジネス化を追求している。例えば、昨年には全購入品目の９４％の調達を電子化し、計４３０億ドルの物品やサービスを購入、３８億ドルのコストを削減するなど、ｅ－ビジネスによる劇的な効果を実証、享受している。
（ＩＢＭ Annual Report 2000、ガースナー会長各種スピーチ）
Ａ－２：ＧＥの事例
　ＧＥの急成長の原動力は、徹底した企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）である。しかしフレイジャーＣＥＯはこう反論する。「Ｍ＆Ａだけで成長してきたというのは誤解だ。」単に企
業をかき集めても、ばらばらのオペレーションを行っていては、無駄も多く買収した意味が無い。彼らの核となる戦略はＭ＆Ａ、すなわち「バイ（買う）」と、力強い成長力を持った会社に作り替える「ビルド」の２つに集約される。Ｍ＆Ａで取得した会社にいかにＧＥの企業文化を植え付けるか。これは他のＧＥグループとも共通の作業だ。徹底した研修を通じ、「非官僚主義」「バウンダリレス（境界を取り払うこと）」「多様性」など、ＧＥが最も重要視する価値観（ＧＥバリュー）を教える。
　そして、このような最適なＭ＆Ａ戦略を構築し、拡大した事業体を統合する上では、毎年４月に世界中の従業員を対象に行われるオンライン調査等、各事業部門を超えた中でのＧＥバリューの共有と実現や、世界中の従業員が安いコストでトレーニングを受けられるｅラーニング、また「１日２４時間、週７日間体制」でグローバルな商品開発を可能にする、世界中の従業員にとっての仮想の仕事場である「ウェブシティ」の実現等、ＩＴの活用がその成功の決め手となっている。（ＧＥ Annual Report 2000、日経ビジネス2001.3.5より）
Ａ－まとめ
　伝統的な米国企業（ＩＴ革命以前のアメリカ経済で支配的だった、ヒエラルキー構造を持つ中央集権的な大企業モデル）は、１９６０年代の黄金時代の後、日本やヨーロッパとの競争に直面し、また国内からもシリコンバレー型企業から革新能力を脅かされるようになった。そのため、彼らはその存続を賭け、リストラクチャリングを余儀なくされた。この変化を促進した要素は、急激なITの発展と金融市場の効率的なオペレーションに役立つ能力の蓄積である。ＩＴの発展によって、伝統的な米国企業は、ヒエラルキーの階層を増大させることなく、その活動をグローバルに展開することが可能になったのである。
（「比較制度分析に向けて」青木昌彦（ＮＴＴ出版）を参照）
（日本型組織の開放型組織への進化）
　日本型の水平分業的企業組織は、組織及び系列内で継続的な関係を構築することにより、広範な情報を共有し、分権的に意志決定を行うことを要素とする。こうした組織においては、情報市場を通じた情報共有によって、２つの変化が生じる。一つは、組織内部でしか共有できない暗黙知的情報の範囲が絞り込まれ、コアとなる組織がスリムとなり、ここが経営戦略と組織のミッション（価値観）の形成を担うようになる。２つめに、継続的な関係でしか共有できなかった情報を市場から調達できるようになることから、系列的な固定的関係がより開放的な連携に変化し、変化への対応がより迅速になる。

「コラム」　日本的組織の進化
　１９６０年代から１９９０年代初期にかけて観察された、日本経済に関する定型化された事実から導かれたモデル（Ｊモデル）は、水平的ヒエラルキーという組織慣習、メインバンクシステム、官僚制多元主義国家に関連した制度的補完性を特徴とする。しかしながら、１９９０年代後半の日本において、金融市場のグローバル化とＩＴの発展が、さまざまな制度的補完性や制度的連結における不均衡を生みだしてきている。こうした事態に対応して、このモデルによって記述される制度的枠組みは、そのプロセスが斬新的であり、前途はいまだに明白ではないとはいえ、重要な修正を行い始めたといえよう。
（「比較制度分析に向けて」青木昌彦（ＮＴＴ出版）を参照）
（シリコンバレー型組織の創生）
　他方、技術革新が速く投資リスクも高いＩＴ分野においては、シリコンバレーと国際的なブレーンサイクルが、組織選択のもう一つの可能性を示している。そこで観察される組織は、日本的経営ともかつての米国的経営とも異なっている。それは、モジュール化された事業分野に特化した小規模な企業を、ベンチャーキャピタルが段階的なファイナンスによって徐々に選別し、最適なモジュールの組合せを生み出す組織形態である。こうした組織が、進化的な結果を生み出し、ＩＴやバイオといった先端的な技術分野においてイノベーションを生みだしている。大学と企業の緊密な関係、企業と企業の間の事前には希薄な関係、これが可能とする企業間の合従連衡の自由度の高さ、逆に成功した後の緊密な資本関係と独立した人的関係、こうした組織変革を支える厚みのある仲介機能（ベンチャーキャピタル、格付機関、法的会計的サービスを担う弁護士や公認会計士、派遣・訓練企業などのマーケットインフラビジネス）などが特徴である。

「コラム」　シリコンバレー型組織の出現
　シリコンバレー型モデルは、ベンチャーキャピタリストと起業家が出会った場所から始まったが、

1 開放的な知的コミュニケーションの文化

2 リスク・テーキングなエンジニアや専門家を供給する研究大学などの教育機関、
3 部分的には防衛産業から継承された、カスタム化された試作製品の敏速な組立を担う機械製造能力、
4 年金基金のポートフォリオ選択の規制緩和、キャピタルゲイン課税の引き下げ、技術的資格を有する外国人の移民規制の自由化といった政府の政策、
といった要素が全て或る場所で一斉に作用することで、モデルの存立的可能性はますます高まることになるのである。
　こういった環境を背景に、従来の企業形態の下で伝統的に統合されていた事業活動のうちアンバンドリングされた分野をベンチャービジネスが担い、これをベンチャーキャピタルが事後的に統合することによって、伝統的企業の革新能力を脅かす様になったのである。
（「比較制度分析に向けて」青木昌彦（ＮＴＴ出版）を参照）
「コラム」ブレーンサイクル
　ミン・ウー氏は１９７０年代初頭に米国に移住、スタンフォード大学で博士を取得した。シリコンバレーに拠点を置く半導体関連の企業の幹部として１０年以上の経験を積んだのち、８９年台湾に帰国しマクロニクス社を設立し、現在は売上高３億ドル、従業員２８００人を誇る台湾で６番目の半導体メーカーに成長した。先進的設計技術センターをシリコンバレーに設置し、上級経営幹部をシリコンバレーから引き抜いている。また彼はベンチャー・キャピタル・ファンドを設立し、シリコンバレーと台湾の有望な新規事業に投資を行っている。　この、ウー氏の様な「超国家的企業家」が仲介し、シリコンバレーと台湾（新竹地区）間に、相互補完的な協力関係が築かれている。こうした分業関係は、かつての多国籍企業が製造拠点を途上国に配置することによって形成していた上下関係に基づく構造とは全く異なるものである。シリコンバレーを軸としたブレーンサイクルは、ローカルな経済発展とグローバル化が、相互に補強し合う関係に変質したことを示唆している。
　ある地域がこうした世界的なイノベーションネットワークの一端を担うには、起業家活動を支えるインフラの整備や、超国家的な社交的かつ職業的な人脈づくりが何よりも重要になるのである。
（「転換期の東アジアと日本企業」アナリー・サクセニアン、東洋経済新報社）。
　こうしたＩＴによる組織進化は、情報産業（コンピューター、通信、放送、マスメディア）にとどまることなく、製造業、エネルギー、物流、流通など、あらゆる産業において始まりつつある。かつては系列モデルが最善であった加工組立製造業においても、ＩＴによる情報市場を前提としたＥＭＳなどの試みが始まっている。閉鎖的な設計に基づくメンバー間の緊密なすりあわせが、比較優位の源泉であった自動車産業や半導体産業においても、ＩＴの活用により、開放的な設計に基づく組合せで競争力を発揮する可能性もある。米国型組織も日本型組織も、その進化の方向は類似している。組織内や系列内でメンバーを予め固定化し、その中で事業の改善が図られるのではなく、モジュール化された機能ごとの事業部門の固まり（シリコンバレー型組織のモジュールを担うベンチャービジネスに相当）が、今までよりも、よりスリムな上部組織（シリコンバレー型組織のベンチャーキャピタルに相当）によって緩い結合で束ねられ、競争的な選別の過程で最善の結合が模索されるようになる（図表４０）。
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我が国の企業が、ＩＴなどの環境変化に即応した組織改革への取り組みが遅れたのは、企業に対するガバナンス

が機能しなかったことに原因がある。戦前は株主による、戦後は銀行と企業間の株持ち合いによるガバナンスが

機能していたが、こうした機能が、右肩上がり経済の神話の中で、相互監視から相互もたれ合いに変質した。

企業のガバナンスは、①投資家、②労働者、③取引相手及び顧客の３つのルートがある。我が国はそれぞれ、

メインバンク、年功賃金、系列と協調が情報市場へのアクセスを阻害しているが、情報市場の出現が、企業情報

の共有範囲を質的にも量的にも拡大し、より客観的で正確な企業評価を可能とするため、経営としては、この３

者を引きつけ情報市場から信用を得ることが不可欠となる。

図表４４　組織・資本・人の流動化～日本的な新たなガバナンスシステムの構築
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[image: image44.emf]１９世紀後半における鉄道などの資本集約的産業の出現は全国規模の株式証券市場の形成を促し、１９２０

年代における自動車産業の出現は消費者信用を生み出した。そして、１９９０年代、ＩＴとバイオテクノロジー

の発展に伴い、ベンチャーキャピタルという新しい金融形態が創り出された。

このように、産業技術の革新は、それにふさわしい金融機能の形成に伴って、初めて可能となる。
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図表４４－２　金融システムの改革　～①問題意識（産業技術と金融の発展）　



（３）組織改革への条件～市場機能の強化
　組織変革の過程では、既存企業の組織再編と、既存企業から流出した人材が担う起業活動が生じる。特にＩＴ企業の再編は、ＩＴリテラシーの高い人材の経済全体への浸透をもたらし、全ての産業におけるＩＴを軸とした組織改革を加速する。この過程で、経営層やＣＥＯやエンジニアなど機能別の雇用市場が活性化し、直接金融市場も活用される。既存組織の再編と起業活動の間の循環が生じれば、一流大学から一流企業へというモデルを唯一の成功体験とする社会的常識が薄れ、多様な人生設計が当然のこととして尊重される社会が出現する。こうした新たな社会的常識が組織再編と起業活動を促すこととなる。
　ＩＴなどの技術革新が市場構造を変え、市場構造の変化が組織改革を促す。組織改革は既存の制度・慣行の限界を浮き彫りにし、これが制度改革への圧力となる。技術革新と市場構造の変化に応じた経営組織の改革は経営の責任において実行すべきものであるが、こうした経営改革を妨げる制度を改革するのは行政の責任において実行しなければならない。

　技術から市場へ、市場から経営へという連鎖を構築する上で重要なことは、技術や市場の変化に対して、いかに迅速に労働や資本などの資源を再配分して、競争上有利な組織構造を実現できるかにかかっている。情報を処理し、雇用と資本を再配分する。この連鎖を効果的に実現するシステム（制度と慣行）を築いた国が経済をリードする。

　いわゆる戦後型の日本的経済システムは、学卒中心の固定的な労働市場、硬直的な企業組織、間接金融主体の金融制度、市場よりも長期継続的な関係性に基づく企業統治の４つの制度の束からなるのものである。このシステムは、米国型の市場を通じた資源配分を旨とするシステムと比較すれば、技術と市場の変化に即応した資源配分を、組織内で行うことに長けている。情報の処理は緊密な人間関係の中で組織内で処理され、雇用調整も原則企業内部で行われてきた。金融を通じた経営監視に関しても、メインバンクが長期的な関係をもとに担うことが通常であった。

　資源配分の組織内調整を旨とする日本的経済社会システムは、ニクソンショックや２度にわたる石油危機、数次にわたる円高といった環境変化に対して、最も迅速な対応（資源配分の変革）を可能とし、９０年代始めには世界最高と賞賛されるに至った。

しかしながら、この日本的システムは、９０年代以降の環境変化に対して有効に機能しているとは言えなくなっている。他方、米国商務省発表のデジタルエコノミーでは、市場調整を旨とする米国型システムが、経済社会のＩＴ化を押し進めると同時に、ＩＴを活用した経済社会の活性化に大きく貢献したと評価されている。また、ＯＥＣＤでは、９０年代に入り、市場内調整の国が優位になっている事例として、外部労働市場が発達した国ほど生産性が向上している例が挙げられている（図表４１）。

[image: image45.emf]他方、我が国の金融市場は、高度経済成長期と同様、間接金融優位の構造に留まっている。間接金融、直

接金融、市場型間接金融の最適な構成を構築することが必要である。
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預貯金（郵便貯金＋民間現預金） １５５（６７＋８８）１４５（６０＋８５）

保険（簡易保険＋保険） ７９（３９＋４０）４６（３２＋１４）

年金（公的年金等＋年金） ７６（４５＋３１）６９（３４＋３５）

有価証券 －２６ ７

合　計 ２８６ ２６６

注）公的年金は社会保障基金の資金運用部預託金、民間金融の年金は厚生年金保険の代行部分含む

　（資料）Board of Governors of the Federal Reserve System, Flow of Funds Accounts, 日本銀行「資金循環勘定」

　（出所）馬場直彦・久田高正 　「わが国金融システムの将来像」　 日本銀行金融研究所　pp.53

①米国家計の資産選択の変化（単位：１０億ドル）

②わが国のバブル崩壊後の家計の資産選択の変化（単位：兆円）

家計の資産の過半が

間接金融機関へ。

図表４４－２　金融システムの改革　～②問題意識（専門的多様化）　　


　この背景には、日本経済が直面する技術のフロントがキャッチアップレベルものからフロントランナーのレベルへと高度化した点が指摘される。かつての常識が重要となるキャッチアップの局面においては組織内に蓄積されたノウハウが有効に機能したが、かつての常識を否定するフロントランナー的な局面においては市場を通じた外部のノウハウを取り込むことが不可欠となりつつある。

　そして、もう一つ、ＩＴという技術革新が市場機能を強化する方向に作用した点も無視できない要因である。ＩＴは市場で処理できる情報量を増大させ、組織内で資源配分を調整するよりも市場で資源配分を調整するシステムの優位性を高める結果となった。日本ではなく米国においてＩＴ化が進んだ制度的な背景には、日本的な組織内調整システムが米国的な市場調整システムに対して持っていた資源配分機能上の優位性が、ＩＴの出現によって失われ、かつ、逆転するに至った点に求められる。

　特に、情報市場、雇用市場、金融市場の３つは、経営に対して技術や市場の変化を伝える基本的な機能を担っている。情報市場は、組織と市場の境界線を確定する上で不可欠な情報と情報処理機能を提供する。同時に、従来地理的な制約を受けていた企業の取引上の選択肢をグローバルに拡大することにより、市場から選ばれる企業経営のあり方がより先鋭に問われることになる。このように情報市場は取引先が企業を選別する過程で、経営の革新を促す。同様に、雇用市場は労働者が企業を選択する過程で、金融市場は資本が企業を選択する過程で、経営の革新を促していく。情報市場、雇用市場及び金融市場を経営に対する統治機能を担うという意味で、基盤的な市場と呼ぶことができるが、これ以外にも、我が国には、いわゆる規制や公的機関による官の関与が強い市場が未だ多く存在する。エネルギー市場などの産業基盤的な市場、医療市場や教育市場などの国民生活密着型の市場、行政サービス市場や司法サービス市場などが典型例である。ＩＴ活用した組織進化の好循環を生み出すためには、こうした市場における機能をＩＴを活用しながらいかに強化するかが最大の課題となる。このためには、３つの対応が必要となる。

　まず第一に、マクロ経済の側面では、官から民へ資源配分を大胆に変革し、市場が機能する範囲を拡大していかなければならない。財政構造改革について小さな政府を旨として国民負担の増大をいかに抑制するかが基本的な考え方となる（（４）マクロ面での資源配分の変革～官から民へ～）。

　第二に、ミクロ経済の側面では、経営への監視機能を担う基盤的な市場の機能強化を図らねばならない。情報市場に関しては第四章第一節でその制度設計を提示したので、以下では雇用市場及び金融市場の制度設計の考え方を提案する。特に雇用市場に関しては、雇用の安定を図りながらいかに迅速な組織変革を可能とするかという意味で最も重要な課題であり、ＩＴ産業の経験を労使双方の視点から取り上げながら、具体的な提案を行うこととする（（５）組織改革を促す市場機能強化～雇用市場の制度設計、金融市場の課題～）。

　そして第三に、マクロ及びミクロ面での改革を受けて、個々の企業や個人が変革を実行していくための条件として、価値観の改革を指摘せねばならない。一流大学から一流企業へという単一の価値観ではなく、多様な人生設計が許容され評価される社会が必要であり、この意味で教育改革が避けて通れない課題となる（（６）新たな価値観の確立～多様な教育システムに向けて～）（図表４２）。
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図表４４－２　金融システムの改革　～③シナリオ


（４）マクロ面での資源配分の変革
　　　～官から民へ、小さな政府への道筋とＩＴを活用した行政改革の実行
　市場を通じた資源配分機能を強化するためには、マクロ面で官から民への資源配分を実行して、市場が機能する範囲そのものを拡大しなければならない。これは政府規模の選択の問題として、国民負担の増大を極力抑制する観点から、小さな政府を目指すことに他ならない（図表４３）。
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　この点に関しては、９０年代において財政再建に唯一失敗した国が日本であることを忘れては鳴らない。我が国経済のマクロ構造は、今後、人口構成の高齢化を考慮すれば、確実に貯蓄余剰の減少に向かうことは確実であり、政府規模は抑制の方向でいかざるをえない。また、官から民への資源配分の移行によって、市場の活力を最大限引き出すことが望ましい。この意味で、財政再建に当たっては、国民負担の増大を極力抑えることを目標とすべきであり、歳出の徹底した効率化と増税の回避が基本的な方向となる。こうした小さな政府に向けた財政改革の道筋を提示することが、マクロ政策の面でまず必要であり、英国、ニュージーランド、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダ等の国々がニューパブリックマネジメントの文脈で取り組んでいる予算・財政マネジメントシステム改革がその先行モデルであると指摘されている（図表４４）。
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図表４３　情報市場を活用した行政組織改革～電子政府による行政改革

情報市場を前提とすれば、企画機能の上流部門(情報収集機能)と執行部門の下流部門(電子行政サー

ビス機能)がアンバンドルされ、残された企画機能と執行機能の間が一層明確に分離される。これが

本当の電子政府であり、行政組織はよりスリム化し、生産性が向上する。
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　そしてこの際、経済へのデフレ的な影響を回避するため、以下の３つの対応が求められる。第一に歳出の生産性を上げること（電子政府によるスリム化と投資効率の向上）、第二に政策の生産性を上げること（ＩＴを活用した予算編成過程の短期化と政策改革の迅速化）、第三にセクターごと（地域間、世代間、産業間など）ネット便益（歳出と歳入の格差）の平等の確保（財政再分配構造の改革）である。いずれも、ＩＴを活用した行政組織改革に他ならず、「ＩＴを活用した行政改革」の実行が要請される（後述第四章第三節）

（５）組織改革を促す市場機能の強化～①雇用市場の制度設計

　　→　別冊「組織改革を促す市場機能の強化～ＩＴ産業における雇用市場の制度設計」

[image: image49.emf]図表４４　ネットワークの再構築がもたらす好循環

組織に内在する人材・資本が、組織改革によって流動化し、新しい組織を生みだしていく。イノベーションを担

うのは、大きな組織に蓄積された資源である。厚みのある経営資源が日本再生の決め手となる。
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（６）組織改革を促す市場機能の強化～②金融市場の制度設計

　　
（公的仲介機能の効率化）
　我が国の金融市場の特徴は、公的仲介機能が大きい点が挙げられる。これは、市場では提供し得ない社会的なセーフティネット機能や政策的融資の原資獲得という使命を有する制度である。
　一方で、民間の雇用仲介機能との競合や、個人による直接金融への参加拡大を妨げている可能性もある。米国においては、９０年代前半に景気対策の観点から預金金利をほぼゼロに保つ超低金利政策が実行された。我が国と米国とでは、国民の貯蓄性向、キャピタルゲイン課税等の税制など家計を取り巻く環境用件が異なってはいるが、この間、家計の金融資産は預金から投資信託へと大きくシフトし、リスクマネーの供給を担い、９０年代後半以降のＩＴ革命の実現に貢献したのも事実である。これに対して、我が国においては、個人による直接金融への参加が進まない背景として、これまでの証券業界の個人投資家への対応等様々な問題が指摘されているが、９０年から９９年に至る１０年間で増加した家計の金融資産５５２兆円のうち、その半分以上が公的金融に吸収されているという現状もある。ストックベースで見れば、我が国には１４００兆円もの個人貯蓄があるにもかかわらず、そのほとんどは預貯金に回っており、新規事業分野向けのリスクキャピタルが不足しているという状況にある。
　ＩＴの進展は、民間の雇用仲介ビジネスや金融商品の開発（市場型間接金融商品の登場など）をより容易にする効果もある。我が国に存在する１４００兆円にのぼる個人貯蓄とミスマッチ失業を、経済的に価値のある活動に活かしていく観点から、こうした公的仲介機関の効率化を検討することが重要である。
（金融市場による企業ガバナンスの確立）
　もう一つの課題が、金融市場を通じた企業ガバナンスの強化である。我が国における企業統治は、メインバンクシステムによる長期的関係性に基づくものであった。しかし９０年代になり、メインバンクシステムが実態上崩壊しつつある中で、企業ガバナンスの新しい姿が模索されている。
　他方、情報市場の出現は、企業情報の共有範囲を質的にも量的にも飛躍的に高め、かつ、企業情報に基づく企業評価をより詳細かつ迅速に行うことを可能としており、市場による企業ガバナンスの流れを加速している。
　市場に基づくガバナンスを有効に機能させるためには、企業情報開示制度（企業会計制度、監査制度、上場基準、監視体制）の充実がまず基本となる。企業情報開示制度の充実は、３つの意義がある。それは、まず、経営が自らの状態を正確に把握することを可能とし、最適な経営戦略を構築する上での基礎的情報を提供する。第二に、こうした開示行為が持つ経営革新機能は、市場における企業の評価を高める効果がある。そして第三に、企業再編を含む経営戦略が経営の恣意性に陥ることのないよう、市場の監視が強化される。
　我が国の企業情報開示制度は、メインバンク制度に基づく少数の関係者による企業ガバナンスを前提に機能してきた。今後は、流動的で比較的多数の投資家がリスクを分担しながら、企業の監視を行うのにふさわしい方向で（開示強化の方向で）見直すことが求められる。具体的な論点としては、現在、減損会計や結合会計、企業会計の税法会計からの分離といったものがある。
　こうした論点を制度化するに当たっては、第一に、過去の情報や将来の情報を極力正確に現在価値で評価することにより、企業の状態を統一的なものさしで評価するという方向で制度を設計することが基本となる。そして第二に、企業情報開示制度は、企業評価のものさしを提供するものであり、その基準を甘いものとすれば、我が国の企業に対する評価を不当に引き下げることになる。この観点から、国際的な基準への準拠という考え方が不可欠である。
　この上で、企業ガバナンスを担う弁護士サービスや会計士サービスなどの市場が拡大されねばならない。この意味で、こうした法務財務サービス市場における資格者独占、過小競争と過小供給を是正することが望まれる。司法制度改革の実行や規制改革３か年計画の実施及び総合規制改革会議におけるこれらのサービス分野における規制改革の更なる検討（弁護士及び公認会計士の人数の増加等）が鍵となる。
　これらによって、企業の様々な側面からの情報開示をより透明、詳細かつ説得的に行う企業が、金融資本市場からの支持を得て、組織改革を円滑に実行できる環境が整うことになる。
「コラム」　国際的水準で情報開示をする日本企業の問題意識
　日本において米国会計基準を採用する企業は４０社程度存在する。これら企業の中には、米国市場で上場していない企業や米国上場を取りやめたにもかかわらず、米国基準による会計処理を行っている企業も２０社程度存在する。厳格な国際的基準で情報開示を自主的に行うインセンティブは、詳細な情報開示によって、経営判断の是非を市場に問いかけて、その信頼性を得ることによって、環境変化の激しい時代における経営の失敗というリスクを最小化するところにある。以下に日産の例で検証する。
　１９９９年３月２７日、日産は仏ルノーとの資本提携を発表しカルロス・ゴーン氏（ＣＥＯ）を起用して事業の再構築を行い、日産を再生させつつある。ゴーン氏は大胆なリストラを行い約７千億円の特別損失を計上して２０００年３月期の決算を純損失７千億円にした。
　こうした決算結果とともに注目に値するのが、自主的な会計処理の変更であり、このこと自身が、日産の経営改革の取り組みを証明するものとみなされているということである。その一例が、「製品保証引当金」である。従来計上されていなかったこの項目が、ゴーン氏の決算である２０００年３月末決算にはじめて費用として計上され、その額は１５２４億円と、資本金の約４分の３に相当する。
　日本の会計基準では、製品保証に要する費用など現に発生していない費用については費用として計上することは求められていない。他方、米国基準及び国際会計基準では、製品保証費用や欠陥車のリコールによる無償修理の偶発債務（Contingent liabilities）など、現に発生していないが将来発生することが見込まれる費用についても、これを合理的に見積もり、費用として計上することを求めている。日産の２０００年３月期の措置は、日本基準から国際基準への変更に他ならない。
　製品保証引当金を費用として計上するためには、製品保証の実態を把握し、これをもとに将来発生する保証費用を極力正確に予測せねばならない。こうした情報開示を行うことによって始めて、例えば予測と実績を分析し予測値の精度を高め、また、費用を最小限に留めるための品質管理等の改善策を模索することが可能となる。
　このように、情報開示制度は、自主的な経営高度化のツールに他ならないのである。また、このことは、情報開示をすることによって企業の評価を高める結果をもたらし、逆に、情報開示を行わない企業は経営システムが万全ではないという評価をもたらすことになる。
　製品保証引当金のみならず、貸倒引当金や債務保証損失引当金などの偶発損失ないし偶発債務全般に関しても、発生主義に基づく税法基準による経理に固執すること自身が、経営の自主的高度化を妨げ、市場による評価を低下させる方向に作用する結果
となる。
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（多元的な金融機能の確立）
　そして、より根本的には、間接金融、直接金融、ベンチャーキャピタルの最適な構成を模索することが最大の課題である。間接金融は、「関係性」に基づいて長期的な視点からの投資に優位である。直接金融は、「市場の変化」に即応した新規事業などの投資に優位である。第三のベンチャーキャピタルは、関係性に基づき「将来性」を判断して資金提供を担う。
　我が国は米国に比べて、第一の機能に特化した構成となっている。この結果、米国においては、企業のライフサイクル（第三の金融が起業段階を担い、第二の金融が成長段階を担う）と事業分野（市場の変化が激しい分野は第二の金融が担い、長期的な投資が必要な分野は第一の金融が担う）に即した資金提供が可能となっている。他方、我が国では、製造業の改良を軸とした競争力を支えるには、最適な構成であったが、市場の変化が激しい現在においては、潜在的な競争力を持つ事業への投資を促す上では、限界が生じている。
　従って、「金融市場の構造のリバランス」が不可欠であり、第二、第三の機能を充実しなければならない。公的金融仲介機能を効率化すると同時に、例えば、第三の金融機能の充実に向けて、公開企業については開示制度を充実すること、未公開企業については自主的に開示を行わざるを得ないような方向へ誘導すること、そして郵貯が公的ミッションを、間接金融の補完機能から米国のベンチャーキャピタル的な篤志家的機能に活用することも検討に値する。その際、証取法の規制のリバランスの検討も必要である。（図表４５～４７）
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ＧＥは、ＩＴによって小さな会社がＧＥを脅かす存在になり得るとの認識の下、ＩＴを組織改革に応用し

、小さな企業が大企業の中にあるような会社（

act like small company

）

へと変革した。

サービスの質の向上

サービスの質の向上

○ＧＥアプライアンスは、従来、工場をもち、あとは小売店まで流通産

業が６段間のワークフローを有していたが、小売店と工場をＩＴで結

び、顧客と工場の間のロジスティックサービスをＧＥが行うようなっ

て生産性は向上し、競争力も増した

○社用車の貸出しサービスをしているＧＥフリートは、第一段階で注文

をＷｅｂ化したが、これを使う顧客は３割だった。その理由は、顧客

が依然ペーパーによる社内決済をしていたからで、この顧客の内部決

済をＷｅｂでできるサービスを追加したところ、Ｗｅｂ比率は７割を

越えた。顧客サイドのシステム設計も必要＝コミュニケーション重要

○日本リースを買収したＧＥキャピタルリーシングについてもＩＴによ

り商談、受注、契約、サービスのワークフローを管理し、生産性とサ

ービスを向上させた。

○ＧＥアプライアンスは、従来、工場をもち、あとは小売店まで流通産

業が６段間のワークフローを有していたが、小売店と工場をＩＴで結

び、顧客と工場の間のロジスティックサービスをＧＥが行うようなっ

て生産性は向上し、競争力も増した

○社用車の貸出しサービスをしているＧＥフリートは、第一段階で注文

をＷｅｂ化したが、これを使う顧客は３割だった。その理由は、顧客

が依然ペーパーによる社内決済をしていたからで、この顧客の内部決

済をＷｅｂでできるサービスを追加したところ、Ｗｅｂ比率は７割を

越えた。顧客サイドのシステム設計も必要＝コミュニケーション重要

○日本リースを買収したＧＥキャピタルリーシングについてもＩＴによ

り商談、受注、契約、サービスのワークフローを管理し、生産性とサ

ービスを向上させた。

ＩＴの見方の転換

ＩＴの見方の転換

（富田泰正ＧＥキャピタルリーシングＣＥフリートＣＩＯインタビューより）

［現在］　組織内部のＩＴ化の発想へ

ビジネスワークフローを見直し生産性向上を図る視点

ＩＴがサービスの質の

向上をもたらす

サービスのコストの削減

サービスのコストの削減

ＩＴがオペレーションコ

ストの削減をもたらす

ハード：サービス比（８０年→今）

バックオフィスの効率化はシス

コの６％が目標（現在２５％）

（実例）

［当初＝９８年当時］ドットコムの発想

新しいビジネスモデルとしてコンテンツビジネスを立

ち上げ、キャピタルゲインを狙う視点

ハード：サービス比（８０年→今）
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ＰＯＳＣＯ（韓国鉄鋼メーカー）

ＰＯＳＣＯのＩＴビックバンは、ＩＴを活用した組織改革である。

（ハン・コアンヒ常務東京支店長インタビューより）
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組織のフラット化

情報の内外への開示

情報の内外への開示

Ｉ　Ｔ

社内外を貫く

全体プロセスの最適化

社内外を貫く

全体プロセスの最適化

社員→係長→課長→部長→

次長→担当取締役→社長

担当→チーム長→社長

７層構造

　

↓

３層構造

企業情報データ開示の詳細化・迅速化

迅速化

詳細化

・四半期決算を何処よりも詳細に

・非財務情報も詳細開示

・決算処理に要する時間の短縮

内なるＩＴ化と外とのＩＴ化を同時に構築

調達先

社内

顧客

経営のｓｐｅｅｄ化

経営のｓｐｅｅｄ化

生産性向上

生産性向上
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株主、顧客重視の実践

（株主の６割以上が外資）
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図表２９　情報市場における制度設計の基本

 

〜経営自主性の確保と独占の弊害・規制の排除

◆情報市場における多様な経営選択を確保するために、制度改革も不可避となる。

◆情報市場における制度設計は、�@情報市場の機能に合わせて組織変革を実行する経営に対してその選択を保証すると同時に、�A情

  

報市場への参入を阻害する要因を除去することの２点が原則となる。

◆このためには、電話時代における垂直アンバンドルを軸とした管理型の政策の考え方から決別しなければならない。経営の自由度

  

を制約したり新規参入の制限する規制・制度は原則廃止（旧規制を情報市場には不適用とすると同時に電波制度を改革

[

電波の有効

  

利用や電波制度の透明性確保

]

）するとともに、独禁法を活用してキャリア・プラットフォーム・コンテンツの機能毎に独占の弊害

  

を効果的に排除（機能別の市場における独占者に対しては独禁法がオープンアクセスなどの水平アンバンドルを要請）することが

  

重要である。

�@独占への監視

�A規制の改革

�B　自　治

○

電子商取引等に関する準則の策定

→民事規範の充実

○

セキュリティの充実

→刑事規範の充実

○

紛争処理機能の強化

→司法機能の強化

○

旧規制のＩＴ不適用原則と新規規制ゼロ原則

○

イノベーション創造型の電波制度改革

［

電波の有効利用や電波制度の透明性確保

]

○

独占者に対する水平アンバンドル

　

・電話とインターネットの分離

　・情報市場におけるインフラ、プラットホーム、コンテンツ間のオープンアクセス化

○

競争監視体制の強化

　

・独禁法上の考え方の明示

　・公正取引委員会の強化（インナーソーシングの活用）

〔構造を変え〕

〔構造を変え〕

〔行政介入型の古いルールにこだわらず〕

〔行政介入型の古いルールにこだわらず〕

〔紛争処理型の新しいルールを構築する〕

〔紛争処理型の新しいルールを構築する〕

独占者の垂直構造

Ｉ　Ｔ　の活力

水平アンバンドル

競争とイノベーション



「コラム」　韓国における金融システムの多様化
　韓国はＩＭＦと世銀の勧告を受けて市場の活性化・機能強化をガバナンス改革と組み合わせて推進しようと試みてきた。しかし、投資家の短期的な志向には、甘い店頭市場の基準もあり適切な情報開示が不在なまま、技術的な投資テクニックだけが高度に発展する中で、投機の拡大と混乱の悪循環を繰り返すこととなった。結果からみると、事前事後の双方において関係融資が必ずしも非効率であったわけではなく、かといって直接金融が特に効率的であったとも言えなかった。ただし、ポートフォリオ投資として９２年以降、外国人投資が許容され、特に危機後は有意に外国人投資家をガバナンスに取り込んだ成果が現れ始めているといえる。
　その方向性自体は正しかったが、未だ高度成長の末期に過ぎない経済発展段階で先進国同様の構造を構築するには様々な制約要因があり、構造改革はこれを路程させることとなった。また、韓国では本格的な信用評価機関が設立されたのも比較的最近のことであり、評価機能は弱く、次第に企業の透明性、適切な企業や技術評価、機動的な退出システムなど新興市場の企業インフラの弱さを在来市場以上に路程する結果となり、市場機能の強化が痛感されるようになった。
　この韓国の例が示すことは、新興市場で直接金融が機能するためには、間接金融もまた健全化が必要であり、相互が補完的に市場機能全体の強化に向けてコーディネートされることが重要ということである。
（「新興国の構造の構造改革とコーポレートガバナンス構築：韓国の経験と示唆点」

深川由起子より抜粋・要約）
「コラム」　多層構造の金融市場の構築
　自由かつ迅速な企業組織改革を可能とするためには、企業の成長段階や事業分野に伴う多様なリスクに応じた資金調達が可能となるような間接金融、市場型間接金融、直接金融の多層構造の金融市場を構築することが最大の課題である。間接金融は、リスク回避的な個人の預金を集めた銀行からのファイナンスであり、ローリスクのファイナンスに適している。直接金融は、リスクを取ることの出来る個人からのファイナンスであり、ハイリスクのファイナンスに適している。市場型間接金融は、仲介機関が個人と企業の間に位置し、多様なリスクのファイナンスを可能とするものである。
　米国においては、企業の成長段階（市場型間接金融の一部であるベンチャーキャピタルが、極めて高いリスクの起業段階のファイナンスを担い、公開後は直接金融が成長段階のファイナンスを担う）と事業分野（リスクの高い新規事業などのファイナンスは直接金融が担い、リスクの低い分野のファイナンスは間接金融が担う）に即した資金供給が可能となっている。他方、我が国では、先進国へのキャッチアップ段階におけるリスクの低い企業活動を支えるには、間接金融に特化した構造が最適であったが、キャッチアップ過程が終了した現段階において、リスクの高い事業への投資を促す上では、同構造は限界に来ている。
　従って、「金融市場の構造のリバランス」が不可欠であり、市場型間接金融と直接金融の機能を充実させなければならない。
　また起業組織の解体（アンバンドリング）のみならず、再生（リバンドル）を生み出すには、企業の将来価値を決める技術評価、人材評価、ブランド評価等の財務情報以外の企業価値情報の充実が不可欠となる。
「コラム」　ＩＴとＦＴがもたらす経営改革
　ＩＴとＩＴ投資の増大によって、経済成長が加速し、市場が急速に変化したとしても、それによって「経営の確実性」が増すものではない。逆に不確実性が増しているとの見方が一般的になっている。理由としては、情報により企業行動が左右される度合いが以前よりはるかに増加したこと、経営の意志決定に躊躇が許されずスピードが速くなり不適切な決定を下す可能性が以前よりも高まったこと、判断が即座に企業行動に結びつくに伴い膨大な資金がすぐ動くようになり成功した場合の利益を獲得出来る反面、誤った行動をした場合の危険度も膨大になったことの３点が挙げられる。従来は規模の経済性が市場構造を決定し、情報の増加は不確実性の減少を意味してきたと認識されていたが、改めてアーキテクチャーが市場構造を規定する主要要因になっていることを認識しなければならない。
　このＩＴがもたらしたと思われる不確実性に対し、逆説的ではあるが、ＩＴの目的は不確実性への対処に貢献することが出来るということに、真のＩＴの意味がある。既にこの現象は、金融部門において、ＩＴとＦＴ（金融技術）の組合せによって、オプションやその他のデリバティブのような新しい投資ツールが生まれてきていることから理解出来る。同様に、産業組織分析の対象となることの多い非金融部門でも、不確実性に先行的に対処するための新しい方法（例えば、リアルオプションアプローチ）が開発されてきた。こうした、ＩＴによるスピード化が増している時代こそ、デリバティブの様な金融の世界だけの利用ではなく、確率制御理論的なアプローチから最適な投資手法や「リスク」のコントロールがＦＴにより可能となるのである。ＩＴにより組織内情報を集約しＦＴにより損失額限定しておくこと、つまり不利な結果からみずからを守りつつ最大の成果に賭けるという戦略的投資を行いうる効果的な手段を、ＦＴは企業経営に提供することが出来る。米国と違いすぐさま不採算部門売却といった企業組織改革によるリスクヘッジ行動に移れない多くの日本企業のケースにこそ、「ＩＴとＦＴの結合」による経営スタイル（経営による企業内部ガバナンス）を有効に活用する可能性が残されており、その上での戦略的投資こそ損を発生させない真の戦略的投資と言えるのではないか。
　具体的には、最近のシスコの経営手法に見られるように、財務において即日決算がＩＴにより可能になり従業員の意識改革につなげたり、日産が将来リコールに対し適切な引当金を積んだり、管理会計の普及などの動きが見られる。また、米国においてクリントン政権時代のＩＴ政策のプライオリティ付けの中において、Ｒ＆Ｄ投資の次にオプションルールの確立や公正開示といった金融市場規律が重要視されていることからも企業経営の側面でのＩＴの重要性が示唆されているのではないか。
（参考：今井賢一先生インタビュー）
（７）価値観の多様化、これを担う多層構造で開放的な教育システム
　ＩＴ環境（第四章第一節参照）、マクロ環境（前述（４）参照）、システム環境（前述（５）（６）参照）が整備された後、実際に組織改革を担うのは経営者であり、個人である。この時、個人個人の価値観が問われることになる。一流大学から一流大企業へという日本的成功神話が相対化し、個性の尊重、人生における試行錯誤の許容、失敗よりも挑戦を尊ぶ風潮などが、多様な人生設計を可能とする。
　教育制度は、こうした新たな価値観を育む最も効果的な制度となる。教育内容を技術革新の動向に合わせて再編、強化するとともに、教育現場を開放して教育を担う主体を多様化することによって社会との接点を広げることが必要である。
　また、多層的な大学構造を築き、試行錯誤が可能となるシステムとすべきである。例えば、一流研究機関でもある大学院大学、学部教育に専門性を見出す大学、研究及び教育双方のユニバーサルサービス機能を担う公的大学、再訓練機能を担う短期大学や専門大学というように、機能別に一流の大学が存在する多層構造を構築することが望まれる。この上で、大学自身の自主的な選択として、海外の人材を積極的に受け入れ、大学外部の資金や人材を受け入れるにより、独自性を発揮することを制度的に許容していかねばならない。
　企業が独自の教育を施すことにより競争力を発揮してきた戦後型システムにおいては、大学に対しては一般的学部教育を担うことしか期待されてこなかった側面は否定できない。開放的で多層構造の教育システムの構築は、こうした戦後型の教育システムの改革でもある。

「コラム」　制度改革に向けた価値観の変革の必要性
　「経済発展の促進における制度配置の成功自体がやがて内部的な不整合の種子を作り出し、技術や国際環境の変化がその問題をさらに悪化させたにもかかわらず、人々の固定観念（Mind-set）のゆえ、制度が存続する。（略）重大な制度変化のプロセスを起動させるためには大規模な認知的危機が人々の間に生じる必要がある」

（「比較制度分析に向けて」青木昌彦（ＮＴＴ出版））
「コラム」　アンバンドル化に対応したインキュベーション
　アメリカにおいて、過去２万社の創業を成功させ、５０万人の雇用創出に直接貢献してきた「ビジネス・インキュベーター（起業家育成機関）」は、アンバンドル化された社会状況を前提に、大学、ベンチャーキャピタル、会計事務所、弁護士、成功した企業経営者等から成る各種の専門機能・リソースのネットワークを持っている。インキュベータは、有望な技術シーズやアイデアを持つ起業家と、これら専門機能・リソースとを結びつける仲介機能を果たすことで、起業家の成長力を高める役割を果たしている。こうしたネットワークの参加者は、単に、経済的利益だけを目指して参加しているのではなく、地域社会への貢献、他のネットワーク参加者との交流にも意義を感じている。
　全米で最も実績ある大学系インキュベータの一つであるRensselaer Polytechnic Institute (RPI) Incubatorのマネジャー、サイモン。バリント氏は、次のようにに述べている。「インキュベータ自体が有力なわけではありません。力を持たない一組織に過ぎないのです。ただし、地元のコミュニティ（例えば、ベンチャーキャピタル、大学教官・学生、地域の会計士、弁護士等の専門家）が相互に力を合わせることが出来れば、起業家を成長される力が発揮されます。当インキュベータ所在するニューヨーク州トロイは、ニューヨークタイムズ紙で”テック・バレー”と言われるまでになった」
※注：ＲＰＩは、ニューヨーク州の小都市トロイに立地する地方の有力研究大学。
　　　ＲＰＩインキュベータは、大学主導で１９８０年に創設。時間をかけてリソース・ネットワークを形成。約９００ある（約２万社が支援を受けている）アメリカのインキュベータ機関の中でも尊敬を集める存在。
「コラム」　知（産官学の人材）のプラットフォーム（結合の基盤）としての大学・非営利機関
　大学や非営利研究機関の最大の役割は、知が結合するオープンなプラットフォームの提供であるといっても過言ではない。大学という組織を核にしつつも、その枠を超えた学界活動などを通じて（アンバンドル化された）知が集積され、結合され、創造されていく。（中略）学術の専門家に対するプラットフォームに加えて大きな課題となるのが、学術を専門としないビジネスや行政の事務家と学術専門家の知的交流を深め、革新的で実用的な知を提供するプラットフォーム形成である。米国において大学と産業や官界の交流が活発で、知的コラボレーションが成立しているだけでなく、人的な交流も盛んであって、それが学術、実務の両方にとって大きなメリットを生んでいるのに対して、日本においては細々として交流しかなく、実効が上がっていないという認識がある。
　目指すは、大学の研究者だけでなく、広く社会に開かれたプラットフォームとすることだろう。そこで学者という知の普遍化の技術者と現場における実務家が交流し、議論を重ねることによって新しい知の創造が活発に行われる状態をつくることが重要である。
（「大学改革」国領二郎慶応大学教授）
（８）市場主導の組織再編～システムの完成がもたらす好循環
　市場の動向に応じて企業が迅速に組織改革を進めていくための条件として、①情報市場（第四章第一節）、雇用市場（（５））、金融市場の整備（（６））、②マクロ面における官から民への資源配分の変革（（７））、③ミクロ及びマクロ面での改革を支える価値観改革のための教育制度の多元化（（８））の３つを挙げてきた。

　こうしたシナリオを別の側面で評価してみよう。資本市場、労働市場、取引市場の３つの市場は、市場の変化を経営に伝える重要な機能を果たすが、我が国の現状は、日本型と呼ばれる雇用慣行、メインバンク制度、企業間協調といったシステムが、こうした市場から経営への連鎖を阻害していると見ることができる。情報市場を活用しながら、こうしたシステムを市場機能重視型に変革することによって、経営への監視が強まり、迅速な組織変革と資源配分の成長分野への集中が可能となる（図表４８）
　こうした企業ガバナンス構造のリバランスは、企業の成長に応じた、また、事業の性格に応じた資本提供を実現し、企業組織の再編と起業活動を、市場の情報と関係性に基づく情報の組合せの中で実現していく。日本型組織の再編が加速され、再編の過程で、雇用の流動化が生じ、民間の雇用仲介機能が媒介することにより、これが起業活動のシーズとなる。膨大な個人貯蓄が、間接金融、市場型間接金融、直接金融の各機能により幅広い事業活動に投じられることになる。ガバナンス構造のリバランスによって、戦後型とは異なる流動性の高い新しい経済システムが完成し、これがＩＴを組み込んだ企業組織を生み出すことになる。
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図表３２　電話市場及び放送市場における制度設計の基本

 

〜公益的価値の確保〜

◆情報市場の成長は、既存の電話市場や放送市場にも影響を与える可能性がある。その際、既存の市場が担っている公益的な価値を

  

いかに維持するかも、忘れてはならない制度設計上の論点である。

◆特に、現在の技術的状況を前提にすれば、国民にあまねく通信の手段を提供している固定電話サービスをいかに維持し、国民に

  

あまねく多様な情報選択の機会を提供している放送サービスをどう支えていくのかが電話市場と放送市場における制度設計の根幹

 

（ユニバーサルサービスの原理）となる。

◆こうした公益的価値の具体的内容について国民的な合意を形成するとともに、放送については情報選択の多様性を確保しつつ、電

　話については料金水準の平準化を確保しつつ、制度を構築すべきである。
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第三節　行政の組織改革
（１）ＩＴによる行政組織の構造改革
（２）企画機能のアンバンドル
（３）執行機能のアンバンドル
（４）行政改革と電子政府を統合する推進体制の確立
（１）ＩＴによる行政組織の構造改革
（市場の改革を支える効率的な行政の実現）
　行政は、市場との接点を持ちながら政策情報を収集し、政策を企画し、執行する。行政も企業と同じように、ネットワークを形成しながら政策というアウトプットを生み出している。従って、情報市場の出現は行政のネットワークにも解体と再生を迫ることになる。古い行政ネットワークを解体し新たな行政ネットワークを構築することにより、政策と執行の生産性を高めた電子政府を構築できた国が、市場の競争力を支えることとなる。その意味では、申請・届出手続の電子化は、電子政府のごく第一歩にすぎず、申請・届出手続きを定めている行政規制の削減を併せて行わなければ、ＩＴ投資の成果を不十分にすることになりかねない。
「コラム」　行政規制の削減の方法
　申請・届出手続を定めている行政規制の削減の手法としては、韓国が経済危機脱出の際に行った数値目標などの前例が参考となる。
　韓国は、１９９７年に経済危機になり、９８年から金大中大統領の下規制改革プログラムを立ち上げた。この改革を進めるために、規制改革委員会（Regulatory Reform Committee、ＲＲＣ）を設置した。この委員会は、規制政策を調整し見直す権限が与えられている。ＲＲＣは大統領からのバックアップを得て、大学教授、公認会計士、弁護士、経済学者、ビジネスマン、消費者環境ＮＧＯからなる１３人の民間人と、首相及び６人の関係閣僚から構成されている。
　まず、ＲＲＣは１９９８年に規制を半減させるという数値目標を設定した。
それに基づき各省庁ごとに数値目標を達成するための規制削減プランの提出を義務づけ、ＲＲＣで審議をした。結果、全体では１１１２５個あった規制のうち、５４３０個の規制が撤廃され、２４１１個の規制が改定された。法律で見ると、１９９８年には、３４４の法律改正案が国会に提出され、３２１の法律の改正が成立した。続けて１９９９年に残された規制の見直しも実施され、５０３の規制が撤廃され、５７０の規制が改定された。
　こうした規制改革の結果、ＯＥＣＤの統計によると、韓国ではＧＤＰ比で８．６％の成長効果をもたらし、７．２％の消費物価指数（１０年前比）を低下させた。この効果はマクロ経済学的に見れば、電力、建設、流通、物流、通信の世界で顕著に表れている。ＧＤＰの４．４％費用削減され、１６万６千人の雇用（１９９８年から２００３年まで）が増加すると予測されている。

（業種別に仕切られた垂直統合型の閉鎖的行政ネットワーク）
　従来の行政は、業界と担当部間が長期的な関係を築くことによって濃密な情報を共有し、これをもとに、主として行政が政策の企画と執行を担ってきた。より幅広い利害関係者を集めた審議会が事前に行政の企画機能をチェックし、行政監察や会計検査機能が行政内部における事後的チェック機能を担うとともに、立法府が予算案や法案の審議を通じて行政の監視を包括的に担っていた。
　我が国においては、こうした行政に対する内部及び外部の監視機能が十分でなく、この結果、業種別に分断され、かつ、情報収集から企画、執行に至る垂直統合的な閉じたネットワークの中で、行政がなかば独占的に政策形成を担ってきたと言える。
（行政改革～閉じたネットワークの開放への試み）
　こうした政策形成システムは、市場の環境が大きく変化した９０年代において、制度や政策の抜本的な変革を遅らせる要因になったと言われている。これを打破する試みが行政改革である。規制改革に伴って行われたレーガン、サッチャー、中曽根時代の行政改革は、国営企業の民営化を軸とした市場と国家の分水嶺を大きく変革することを旨としていた。これを便宜的に第一次行政改革と呼べば、その後、各国とも、さらに、国民や市場による行政の監視を強化することを旨とする第二次行政改革を継続的に実行している。情報公開制度、政策評価制度、公会計制度、ノーアクションレター制度などが具体的な制度改革であり、我が国の「行政改革会議最終報告」（平成９年１２月）は、さらに行政内部の監視機能として、内閣機能の強化と府省間の意見調整制度を採用したり、審議会を公開することとしている。
「コラム」　行政監視の質の変化
　世界各国で進行中の第二次行革（ニューパブリックマネジメント）は、国民や市場による行政の監視の強化という文脈でも理解できるが、監視の質の変化も大きい。
　すなわち、予算や機構定員をline-itemで事前に査定し、会計検査もline-itemで事後にチェックする。こうやって政策資源の投入（インプット）プロセスで詳細なチェックをかければ、不正は防げるし、政策効果（アウトプット）が出るはずだ、という前提に立っていた。しかし、結果的に起きたことは、各省庁は政策資源の獲得競争に血道を上げ、不正はさして生じなかったかもしれないが、政策効果（アウトプット）は保証されていないし、アウトプットにさしたる注意も払われない、ということであった。このため、各省庁に政策目標をプレッジさせ、その達成度（アウトプット）評価を厳しく行う代わりに、そのために必要な政策資源の配分については、インプットにおける詳細な規制やチェックは緩和して、各省庁の裁量を認めよう、というのが流れとなっている。
　米国において、各行政機関に政策目標設定と政策達成度に関するアニュアルレポートの作成公表を法律で義務付けたりしているのも、その一環である。我が国が現在取り組んでいる公務員制度改革もその流れであり、財務省の研究所である財務総合政策研究所が、財政構造改革の次の一手として提言している予算・財政マネジメントシステム改革もその流れとなる。第二次行革（ニューパブリックマネジメント、第４章-第二節-（４）参照）を貫く思想は、政策資源の投入（インプット）段階では詳細な規制やチェックを行うのに、政策効果（アウトプット）を厳しく問わない従来の行政監視モデルから、政策資源の投入（インプット）段階での詳細な規制やチェックを行うのを緩和して、政策効果（アウトプット）を厳しく問うような行政監視モデルに転換しようということに他ならない。

（情報市場が促す行政ネットワークの解体と再生）
　第二次行政改革は、行政に対する市場の監視を強化することにより、市場の変化に対して、迅速かつ特定利害にとらわれないより中立的な制度改革を促す機能を有する。
　情報市場の出現は、第二次行政改革の機能を一層強化する。かつての業界から業界団体、そして所管官庁へと伝達され、審議会で利害調整を図るという旧来型のネットワークの有効性は相対化し、多くの政策立案に必要な情報は、情報市場を通じて、容易に入手することが可能となっている。また、こうした政策情報は、行政に限らず誰でも入手できることから、政策提案自身が、もはや行政が独占的に供給する時代ではなくなっている。執行の側面でも、電子政府は、国民の目で見た行政サービスのワンストップ化を可能としており、縦割りの執行組織の見直しを迫る契機となる。
　このように、情報市場の登場は、情報収集、加工、提案、調整、執行という一連の政策形成過程を全て行政が独占的に担う必然性がなくなったことを意味する。我々が、構築すべきなのは、情報市場の存在を前提として、市場の変化に迅速かつ中立的に政策が生み出される新しい行政ネットワークを再構築することである（図表４９）。
[image: image56.wmf]競争ルール

　　　　　放　　　送

　　　　　放　　　送

公益的放送

通信（電話）

通信（電話）

加入者系電話

事　業　法

ユニバーサル

サービス

ｺﾝﾃﾝﾂ

 

図表３３　制度設計の全体像

 

〜我が国の目指すべき方向〜

◆情報市場における制度改革は、競争の促進と経営の自主性を確保することにより市場の発展を促すことが目的となる。

  

このために、旧規制の適用を差し控えた上で、独禁法を軸とした市場の水平型の機能に着目した競争監視体制の強化と、民事・刑

  

事規範の充実によるコンテンツの流通促進が制度改革の根幹となる。

◆他方、電話市場や放送市場における制度設計は、既存の制度を活用してユニバーサルサービスを確保することが目的となる。
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「コラム」　行政改革の問題意識
「日本の官僚制度や官民関係も含めた国家・社会システムは、一定目標を与えられていて、それを効率的に実現するには極めて優れた側面をもっているものの、独創的な着想や新たな価値体系の創造、あるいは未曾有の事態への対応力という点では、決して第一級のものとは言い難い。」
「物資の窮乏や貧困を克服するための生産力の拡大や、欧米先進国へのキャッチアップという単純な価値の追求が行政の大きな命題であった時期に形作られた、実施機能を基軸とする省庁再編と、行政事務の各省庁による分担管理原則は、国家目標が単純で、社会全体の資源が拡大し続ける局面においては、確かに効率的な行政システムであった。」
「しかしながら、限られた資源の中で、国家としての多様な価値を追求せざるをえない状況においては、もはや、価値選択のない「理念なき配分」や行政各部への非効率な政策委任では、内外環境に即応した政策展開は期待し得ず、旧来型行政は、縦割りの弊害や官僚組織の自己増殖・肥大化のなかで深刻な機能障害をきたしているといっても過言ではない。本来国民の利益を守るべき施策や規制が自己目的化し、一部の人々の既得権益のみを擁護する結果を招いたり、異なる価値観や政策目標間の対立や矛盾を不透明な形で内部処理し、あるいはその解決を策送りしてきた結果が、最近における不祥事の数々や政策の失敗に帰結している実状をわれわれは真摯に受け止めなければならない。」
「こうした戦後型行政の問題点、すなわち、個別事業の利害や制約に拘束された政策企画部門の硬直性、利用者の利便性を軽視した非効率な実施部門、不透明で閉鎖的な政策決定過程と政策評価・フィードバック機能の不在、各省庁の縦割りと、自らの所管領域には他省庁の口出しを許さぬという専権的・領土不可侵的所掌システムによる全体調整機能の不全といった問題点の打開こそが、今日われわれが取り組むべき行政改革の中核にあるといって差し支えないのである。」
（「行政改革会議最終報告」（平成９年１２月））
（２）企画機能のアンバンドル
（情報市場の活用による企画機能の純化）
　企画機能と執行機能のうち、まず、企画機能については、情報市場の出現に伴って、情報収集、加工、提案機能や分析機能、政策立案機能などは行政外のフィールドでも担当可能となっている。こうした中、行政の企画機能の中で、市場で行われる多様な政策提言を評価し、その優劣を提示する機能が、より重要視されていくことになろう。
（純化した企画機能の強化）
　こうした行政による提案選択機能が健全に働くためには、海外の政策集積とリンクした霞ヶ関という地理的集積のもとで、オープンな政策形成の場として、どこまでその集積メリットを活かし得るかが重要となる。このためには、行政の企画部門がその任務やミッションに即して市場との接点を広げることが重要となる。このためには、国民の理解を得つつ、民間等外部との交流の中で政策立案等に必要な情報収集を円滑に行うための方策について検討を行うことが不可欠となろう。また、内部監視の機能でもある、府省間の意見調整制度を活発に活用することも期待したい。この結果、行政の企画部門は、機能が特化される中で、より迅速かつ中立的な政策提案機能を担うことが可能となる。
（３）執行機能のアンバンドル
（執行と企画のアンバンドル）
　行政の執行機能には、まず制度の中立的な運用が要請される。企画機能が、情報市場にその機能の一部を委ね、官民交流の充実の中で政策提案の評価に特化していくとすれば、官民交流が濃密となる企画機能から、執行機能を分離する要請はますます強くなる。人事採用の多様化、企画と執行の明確な組織分離、企画部門とは異なる中立性を旨とした倫理規定の明確化など公務員制度改革が重要な課題となる。
（執行のアンバンドル～電子政府による行政サービス機能の統合）
　さらに、行政の執行機能には効率性も要請される。今や情報市場において国民があらゆる行政サービスを一元的に享受することが可能となっている。電子政府とは、行政組織のあり方を中央から見るのではなく、行政サービスを受ける国民の側から再構築する可能性を提供する。国民に行政サービスを直接提供する業務は電子政府によって統合化される一方（ワンストップ電子行政サービス機能）、その上に複数の専門的な執行機能があるという組織形態が想定される。さらに、この電子行政サービス機能は、民間の活力を最大限取り入れた組織として構成することが望ましい。

（４）行政改革と電子政府を統合する推進体制の確立
　情報市場を前提とすれば、企画機能の上流部門（情報収集機能）と執行部門の下流部門（電子行政サービス機能）が機能としてより独立し、残された企画機能と執行機能の役割分担がより明確となる。これが本当の意味での電子政府であり、行政組織はよりスリムにかつ生産性が向上する。
　これを実現するためには、単に行政の情報化を進めるのみならず、むしろ、情報公開制度、公務員制度改革、地方分権などの一連の行政改革関連の制度改革が、統合的に実行されなければならない。欧米の先進的企業では、ＩＴの戦略的実行に責任を有するＣＩＯが任命されるのが一般的である。ＩＴは組織改革を伴ってはじめて効果があるからであり、今後の電子政府への取り組みは、その実現体制を含めて、課題が少なくない。

「コラム」　これからの課題～国家主権と情報市場との調整
　「組織改革」が円滑に行われるような市場環境整備は、緊急を要する課題である。ＩＴ化された経済では、資本も人も、従来以上に国を選ぶ傾向がますます強まる可能性が高く、国家間のシステム間競争が激化するからである。
　こうした情報市場におけるシステム間競争は、制度の国際的調和を加速する。現在までのところ、それは経済取引に関する法制度が対象となっているが、今後は、その対象が様々な制度に拡大し、このことが、国家主権と相克を生み出すことになる。例えば、課税権の問題、通貨発行権への影響、安全保障など、国境ごとに区切られた独自の制度を構築することが当然であった制度についても、国家が国家主権に基づいて要請する独自性の要求と、グローバルな市場が効率性という価値観に基づき要請する国際調和の要求とが、より先鋭な形で対立することとなる。
　国家システムの再構築のあとに来る政府の機能とは、こうした国家主権と情報市場間での利害調整にシフトするであろう。
（ネットワークの創造的再構築がもたらす未来の展望）
　以上のような国家システムの改革がもたらす新しい比較優位構造は先験的にはわからない。しかし、確実に言えるのは、産業群が、既存の産業分類や業界団体の束に基づき仕切られ、その仕切りの中で輸出競争力に応じて序列がつき、各産業の中では総合型の企業が規模に応じた序列で並ぶという光景は解消されよう。
　そして、垂直統合型の企業組織が、事業をモジュール化しアンバンドルする過程で、モジュール化された事業ごとに世界最高水準を獲得する新たな企業群の登場が見られるであろう。情報市場で取り引きされる情報を体化した高度ＩＴ利用企業群が、次世代の産業を担うことになろう。そして、この高度ＩＴ利用企業群は、既存の産業分類の枠組みを越えた多種多様な産業に属する企業が含まれよう。
　　
　次世代産業が既存の産業の枠組みを越えるとすれば、業界と政府のインターフェースの変更をもたらし、「業界」なる仕切りの意味が相対化することとなろう。産官学の連携のありようを一旦清算し、新しい連携を模索することが迫られよう。
　そしてこの提言の先にあるものは、高度加工組立産業の次を担うＩＴ産業が繁栄する姿ではない。ＩＴは組織変革をもたらす技術革新であり、デジタル情報市場という経済社会の新たな基盤を提供するものである。今までの組織のありかたを見直し、情報市場を通じた新たな連携を構築し、組織の中でしか共有しえないコアとなる情報を再設定した企業や行政のみが、世界的に通用する。こうした企業群の集積は、シリコンバレーをはじめとした世界規模で展開しているイノベーション集積との間で補完関係を築きながらイノベーションを生み出すネットワークが構築されよう。そこに見られるのは、組織変革に成功した高度ＩＴ利用企業群とも呼べる情報企業の一群が、新たな雇用機会を生みだし、我が国経済の比較優位を担うという姿となろう（図表５０）。


おわりに
　我が国における構造改革への取り組みは、９０年代はじめに始まった。当時の危機感は、生産年齢人口の低下が貯蓄余剰の減少をもたらすのではないかというマクロ面での構造変化、空洞化が懸念される一方で我が国産業の次なるステップが見えないと言う産業展望の面での不透明感、バブル崩壊に伴う含み益経営と間接金融機能の破綻、期待成長率が低下する中で顕在化する製造業から非製造業への所得移転（護送船団体質）の限界などであった。
　構造改革とは、成功したシステムをいったん清算し、より競争的で効率化重視の新たなシステムを構築することに他ならない。マクロ面では少子高齢化に伴う貯蓄不足化への対応としての小さな政府の実現、ミクロ面では協調重視から競争政策への転換、セミマクロ面では労働市場と金融市場の多様化が、経済構造改革や金融改革、財政構造改革、行政改革などの名で推進された。また、この時期の景気対策は、ケインズ的な公共需要追加型の対策のみ成らず、規制緩和や制度改革の項目が採用されるようになった。
　しかし、１０年にもわたり構造改革の必要性や実行が叫ばれ続けてきたにもかかわらず、その歩みは遅く、９０年代は「失われた９０年代」と称される結果となった。これは既得権を持つ者が構造改革に抵抗していることのみに原因があるのではない。むしろ、新しい経済社会の中で、誰もがチャンスを得ることができるという確信がもてないことにある。
　ターゲットの喪失と未来への悲観。９０年代に我が国が失ったものは、明確な目標と未来への確信であったと言えよう。しかし今、米国の成功、アジアの台頭の意味するところは大きい。
　ＩＴは革命と称されるが、ＩＴは次の時代を担う産業ではない。ＩＴは、あらゆる組織の有り様を変革する。企業組織や産業組織はもちろんのこと、行政組織や政産官学の連携の有り様も見直しを迫られる。産業レベルで見ても、既存の産業分類を細分化する一方で、同時に融合ももたらす。個人レベルで見ても、単線的な人生設計を余儀なくされた時代から、多様な社会的な価値や自己実現の方法を追求できる社会が登場する。市場と個人が密接に接するＩＴ化された社会は、一面では、技術の変動を個人がより直接にかぶる社会をもたらすだろう。これは、個人にチャンスをもたらすとともに、リスクももたらすが、リスクを回避するために行政に頼ることなく自治的に解決する可能性も提供する。
　この提言では、こうしたＩＴの本質を、経済や社会そのものネットワーク構造を再構築するところに求めている。我が国の可能性、それは、我が国歴史に見いだせる。我が国は、明治維新、戦後の復興という中で、２度に渡り、経済システムの精算と再生を成功させてきた。明治維新では欧米の列強の姿が、戦後は米国の姿が目の前にあり、危機感をもってこれを追い求めたことにより改革が進んだ。その過程で日本的に進化したシステムが構築された。再生した経済システムは、その後の経済産業の変動の中で高い調整能力を発揮し、成長を導き、モデルとなった国々を凌駕してきた。
　確かに９０年代は失われた１０年間であったが、しかし、この１０年間で、次なる目標と危機感の共有がなされたことを指摘したい。ＩＴに成功しはじめた世界の国々が、ＩＴを体化した企業の姿が、ＩＴを体化した新しい社会の可能性を示し、こうした先進的な事例とのギャップに危機感が具体化しつつある。目標と危機感の共有なき改革が、失われた９０年代の背景であるとするならば、新世紀維新は、新しい可能性と危機感を共有した中で改革が進められよう。
　情報市場が整備されず、また、それを活かせない経済構造を温存することは、国際的な競争市場で大きな制約となる。情報市場の存在を前提に、それ一部に組み込んだビジネスモデルが次ぎの市場を席巻する破壊的イノベーションとなることが予想されるからである。逆に、情報市場が整備され、これを活かすことができる経済構造を確立すれば、我が国は比較優位を持つ新たな先端的な企業群を生み出すであろう。こうした企業群の本質はＩＴを体化した情報企業群であって、その業種は多種多様である。これを高度ＩＴ利用産業（情報産業）と呼べば、我が国が目指すべき次世代産業は、既存の産業分類を越えた情報産業であると言えよう。そして、日本型の情報産業を支える、米国型のオープンネットワークとは違った日本独自のオープンネットワークが開発されるであろう。
　明治維新や戦後改革が欧米の先進的なモデルを目指して進められたが、そこにできあがったシステムは日本独自のものであり、そこで得られた比較優位分野も我が国独自のものであった。こうした我が国の構造改革の実績に鑑みれば、ＩＴという新たな世紀のプラットフォームの上で、日本の組織が本質的に持つ比較優位構造がさらに強化される可能性が高い。
ブロードバンドの普及はまだ始まったばかりであり、例えば最も普及率が高い韓国でも９％程度、電子商取引のウエイトも同様で、米国においてもオープンなｅマーケットプレイスの普及率は１％にも満たない状況である。本格的な情報市場の形成はこれからであり、制度改革と経営改革を集中的に講じれば、世界に先駆けて本格的な情報市場を構築することも可能性である。ＩＴ革命と経済構造改革、行政改革が一体的に実行されれば、ブロードバンド時代の組織モデルが提示できる。過去の成功からの脱却し、危機感と未来への可能性への確信をもって、速やかな実行を求めたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付属資料
Ⅰ．６０年代から７０年代における第一次情報化（国産の情報産業の確立、ハードからソフトへ）
情報化政策はまず国産コンピューター産業の確立を目指して展開された。電子工業振興臨時措置法（５７年～７１年）に基づく補助金、開銀融資、租税特別措置による支援策、ＩＢＭとの特許交渉（６０年）、日本電子計算機株式会社（６１年設立）によるレンタル制度への支援、官公庁における国産調達、大型プロジェクト制度（６６年度発足）によるハード研究開発支援などがその柱であった。電子工業審議会がまとめた６６年答申は、「電算機工業の国際競争力強化のための施策」というタイトルが付されており、こうした一連のハード中心の情報化政策をまとめたものである。ここからもわかるように、この時期、ハードソフトの明確な分離は認識されていない。
これに対して、６９年答申は、産構審情報産業部会がまとめた最初の答申である。「情報処理および情報処理産業の発達のための施策に関する答申」というタイトルにも現れているように、電子計算機産業、ソフトウェア産業と併せて、情報産業（コンピューターを用いて情報処理または情報を提供する産業）を定義付け、ハードからソフトへと政策の重点を展開した答申であった。「我が国は情報処理＝コンピューター設置台数、情報ネットワーク＝情報処理のオンライン化とも立ち後れが顕著である」と評した上で、ソフト関連の人材開発やソフトウェア開発に対する支援策の強化を唱っている。これを受けて、７０年、情報処理振興事業協会法（現在の情報処理促進法）が制定され、ＩＰＡが設立、国産ソフト開発への支援体制が整備された。
この答申では、ネットワーク化に関して、米国では２割のコンピューターが通信回線を利用した遠隔情報処理を行っているのに対して我が国では数％に過ぎない状態を指摘した上で、通信回線利用規制の緩和による低廉な通信回線の多角的な利用を求めている。この点については、７１年に公衆電気通信法改正案が成立、データ通信の規定が創設され、電電公社の回線開放、端末の自由化、これを条件とした電電公社のデータ通信サービスへの参入が限定的に認められるに至った（第一次通信回線開放）。
また、ハード面では、７２年の周辺機器の輸入自由化、７４年の資本部分自由化、７５年の完全自由化を控え、電振法の後継法としての特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法が成立（７１年、通称機電法）７２年から電子計算機等開発促進補助金制度（３年間３５０億円、５年間６５０億円）が始まり、新たな業界提携（日立・富士通、日電・東芝、三菱・沖）のもと官民挙げたハード開発も実施された。こうした中、第四世代コンピューターである富士通Ｍシリーズ（ＩＢＭ互換機）が完成したのが７６年であり、７８年には富士通が日本ＩＢＭを売上高で、７９年には国内シェアで第一位となった。さらに、７６年には、超ＬＳＩ組合が結成され、６年間に３８０億円の補助金を投じて、いわゆる超ＬＳＩが世界に先駆けて開発された。以降、我が国のＩＣ産業の国際競争力は米国を上回るようになる。
一方、ＩＢＭ３６０以降の互換機メーカーの参入に対抗して、ＩＢＭは頻繁にＯＳを変更する戦略を採用すると同時に、８０年には著作権法によるソフト保護制度が発足、８２年には互換機メーカーのＯＳの開発を巡ってＩＢＭ産業スパイ事件が生じるなど、ソフト保護戦略が展開された。
Ⅱ．８０年代の第二次情報化政策（情報処理と通信の融合）
８１年答申は、６０年代から７０年代の情報化を「産業分野を中心とする拠点的な情報化（第一次情報革命）」と性格づけた上で、８０年代の情報化を「面的なひろがりを持つ第二次情報化」と規定した。
この答申で注目されるのは、まず、情報処理と通信の融合が生じつつある現状を捉え、こうした新しい技術と古い制度の間に生じつつある矛盾について、その解決に向けた明確な方針を明示したところである。
すなわち、技術の進展が生みだしたオンライン情報処理について、これを情報処理と通信の結合と位置づけた上で、３つにわたる規制と独占への対応を求めている。第一が、通信回線利用の自由化である。「オンライン情報処理・・に電信・電話と同じような種種の規制を課すことについては問題がある。オンライン情報処理に限り、・・技術の進展の即応させるよう・・実態にあわなくなった規制は撤廃すべきである」と指摘、７１年の第一次通信回線開放において実現した公衆電気通信法に関して、ポジリスト方式の規制をネガリストに変更することなどを提言している。第二に、電電公社のオンライン情報処理サービスについては、通信回線利用の自由化をまず行い、民間側との公正競争環境を整備することが不可欠な条件としている。第三に、ＣＡＴＶや光ファイバー活用の広帯域画像情報システムなどの新しい情報サービスについて、放送、電波などの関連制度がその実現を阻害しないよう見直すことを提言している。
また、ソフトのアンバンドルに対応した法的問題として、経済財としてのソフトの法的位置づけの不明確さ、法的保護の不備を、情報化のパブリックアクセプタンス対策として、プライバシーやコンピューター犯罪への対応が指摘されている。
こうした規制、独占、旧技術を前提とした法規範にわたる指摘は８１年答申から２０年経過した今日でも、通用するものである。
Ⅲ．８３年答申と８５年電気通信事業法の評価
８３年答申は、情報処理と通信の融合を踏まえ、米国の制度対応に習い、基本伝送サービスと高度サービスの２つに分類し、参入の自由、事業活動の自由、利用の自由の原則のもと、通信法制の制度改革を提言した。即ち、前者については基幹網を中心とした参入を可能とし、かつ、接続制度を骨格とする制度改革を提言すると同時に、後者については、ＶＡＮサービスの一部開放を認めた８２年の第二次通信回線開放をさらに押し進め、通信回線のユーザーに過ぎない高度サービスについては規制を排除し、問題が生じれば独禁法で対処すべきと提言している。
その後８５年に制定された電気通信事業法においては、サービスの性格で事業を区分するのではなく、設備の有無で事業を区分し、情報サービス事業に対しても第二種通信事業としての事業規制が及ぶこととなった。当時、第二種事業として念頭におかれていたのは、情報の内容を変えずに形式を変換する情報処理事業（いわゆるＶＡＮ）であったが、インターネットの登場により、他人の回線を借りて、あるいはインターネット上で情報サービスを行う事業は多種多様となり、こうした通信回線のユーザーたる情報サービスにまで通信規制が課せられる可能性が生じる状況となっている。
Ⅳ．９０年代の第三次情報化政策
９３年答申においては、８０年代において我が国は極めて先端的な情報化社会を実現したと評価、これからの情報化を第三次情報化（点から線、線から面への情報化）とし、米国が実現しつつあるパソコンネットワークをｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ　ｃｏｍｐｕｔｉｎｇと称してその実現を提唱した。
この答申の問題意識は非常に先進的であった。例えば、①相互運用性のない閉じたネットワークの並立の弊害を指摘し、②水平的でドライなネットワーク型の企業連携や分社化やアウトソーシング、個人本位の企業組織の必要性を唱っている。
　「ＥＤＩをはじめとする我が国の産業情報ネットワークの構築は、資本関係を前提とした企業系列や特定の企業　グループ、業界ごとに、・・・クローズな形で・・・垂直ＶＡＮや業界ＶＡＮという形で構築され・・・、異なるグループ間・・・でのネットワークの接続は困難であり、接続のために膨大な追加投資が必要であったり、・・・専用端末を複数設置せざるをえない・・といった問題が顕在化している。」
ただし、この答申では産業部門のネットをシームレスにするための公的標準の設定、立ち後れの目立つ公的部門の情報化が強調される一方で、インターネットについては相互運用を可能とするひとつの選択肢と位置づけるにとどまっている。また、その後の政策展開も、①標準化政策として公的標準とデファクトのＩＰ標準を併行して扱い、②標準課を産業ごとに追求するＥＤＩやＣＡＬＳの公的プロジェクトが展開され、③公的部門の情報化がＩＰを前提にしないまま進められた。
Ⅴ．２０００年代の情報市場政策
情報化政策においてインターネットが公式に認知されたのは９８年の高度情報通信社会推進本部の基本方針である。さらに、２０００年の情報経済部会第一次及び第二次提言は、初めてこうしたインターネットの構造変革的な性格を指摘し、競争、ルール、システムの改革を問いかけた。
























（注）この雇用の問題については、第三次提言の一環としてとりまとめたものであるが、国民的にも重要な問題でもあるため、新たな提案として、別途パブリックコメントを求めたい。
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図表６　日本経済の軌跡　　
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